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この度の選挙にてご選出いただき，理事会の議を経て
第１５期の理事長に就任することになりました．佐藤祐造
前理事長の後を引き継ぎ，一般社団法人化した本学会の
運営を皆様のお力をいただきながら進めて参りたいと考
えております．平成２６年に創立６０周年を迎える伝統ある
本学会は少子高齢化を迎えた現代において，学術団体と
してどのような役割を果たすことが期待されているので
しょうか．

乳児死亡率からみると世界最高水準にあるわが国にお
いて，生後の子どもの成育する過程は決してバラ色では
ありません．現代の子どもたちを特徴づけるキーワード
としては，子ども虐待，いじめ，学力低下，体力低下，
コミュニケーション能力の低下，等々様々な形で語られ
てきました．もちろんこのような消極的，否定的側面だ
けでなく，如才なさ，ICT適応力等優れた特徴もあげら
れましょうが，深刻な課題がなお多く存在していること
が気になります．

また，初等中等教育の普及が世界的にみると極めて高
い水準にあるとはいえ，学校現場では教育政策上，また
保健，安全面でも多くの課題があります．この数年，教
育基本法の改正をはじめ複数の教育関連法の改正が図ら
れ，改革が進められています．学校保健安全法，学校給
食法等もこの流れの中で改正されてきたと考えることが
できます．このような状況にある現代から近未来を見据
えて，本学会においても学校保健の担う役割について学
術および実践の立場から討議を重ね，意見を発信する役
目が社会的には重要であると考えます．

本学会には，日本の学校保健をリードする様々な優秀

な学者や学徒が多数いらっしゃいます．また，現代の学
校現場にて日々課題を感じつつ実践していらっしゃる教
諭・養護教諭・栄養教諭等も多数会員でいらっしゃいま
す．これらの知恵を，学術的活動を通じ発信することが
上記の目的を果たす重要な一翼を担っていると思います．
さらに欲をいえば，学校保健を担う構成員の多様性を考
慮するとき，さらに専門性を考慮した幅広い層からの参
加を呼びかけると共に，関連する諸団体との交流も推進
すべきであると考えます．

学術大会，機関誌「学校保健研究」，オンラインジャー
ナル「School Health」は，このような学術発信の場と
してその質を維持発展させることが重要です．これらを
円滑に運営するために，特定の人々に過重な負担を強い
ることなく，活発な活動が展開できるよう工夫すること
も大切であると考えます．

今後当分続くことが予想される少子高齢化社会の下で
は，本学会においても会員数の増加を望むことには無理
があると予想され，むしろ減少を覚悟しなければならな
いのではないかと思います．このことは学会運営につい
て財政面では厳しい状況が到来することを暗示している
ようにも思えます．この点についても知恵を寄せ，解決
法を見出していく必要がありましょう．

多くの先達から学び教えを受けてきたことを基礎に，
伝統ある日本学校保健学会が学術団体としての活力ある
姿を世に示し，評価を受けることが出来るよう，微力を
尽くしたいと考えております．会員の皆様お一人ひとり
のお力をいただきながら，今期の運営に務めて参る所存
です．どうかよろしくご支援のほど，お願いいたします．

第１５期理事長挨拶
衞 藤 隆

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 日本子ども家庭総合研究所 所長，東京大学名誉教授

Greetings from the Chairperson of the Board of Trustees for the１５th Term,
the Japanese Association of School Health

Takashi Eto, MD, PhD
Director General, Japan Child and Family Research Institute, Emeritus Professor, The University of Tokyo

挨 拶
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子どもが心身ともに健やかに育つことは，国や地域を
問わず，時代を越えて，全ての人々の願いである．

学校は児童生徒等が集い，人と人との触れ合いにより，
人格の形成がなされる場であり，学校という場において，
児童生徒等が生き生きと学習や運動等の活動を行うため
には，安全の確保が保障されることが不可欠の前提であ
る．

また，児童生徒等は守られるべき対象であることに留
まらず，学校において，その生涯にわたって，自らの安
全を確保することができる基礎的な素養を育成していく
ことが求められている．

しかしながら，学校に不審者が侵入し，児童生徒等や
教職員の安全を脅かす事件や，通学路で危害が加えられ
る事件，校舎等からの落下事故，登下校中の交通事故な
どが発生しており，通学路を含めた学校における児童生
徒等の安全を確保することが喫緊の課題となっている．

平成２１年に改正・施行された学校保健安全法では，学
校における学校安全計画の策定・実施，危険等発生時対
処要領（危機管理マニュアル）の作成，地域の関係機関
との連携など，学校安全に関して各学校において共通に
取り組まれるべき事項が規定され，各学校においても充
実・改善がなされているものの，その後も，事件・事故
災害によって尊い命が失われる事案が発生している．

さらに，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は，
想定されていた宮城県沖地震をはるかに超える規模であ
り，地震による津波は日本全国で観測され，広範囲に渡
り甚大な被害をもたらした．

児童生徒等６００人以上を含む，約２万人の死者・行方
不明者を数えるとともに，学校施設，社会教育施設等の
被害は１万件を超えている．特に津波災害では，沿岸部
の学校施設にも甚大な被害を与えるともに，児童生徒等
にも多くの犠牲者を出した．学校管理下での自然災害と
しては過去の例に照らしても突出した規模である．

また，東京電力福島第一原子力発電所の事故による原
子力災害によっても，多大な被害が生じており，これら
の教訓を生かす災害安全の対策も急がれるところである．

こうした中，国では，平成２４年４月２７日「学校安全の
推進に関する計画」を閣議決定している．東日本大震災
では，徹底した津波や防災に関する教育により，想定さ
れた避難場所が危険であることを児童生徒自らが判断し，
さらに安全な場所に自主的に避難して津波による危険を
回避した学校などもあり，これらの教訓や課題を踏まえ，
平成２４年度から平成２８年度の概ね５年間にわたる学校安

全に関する施策の基本的方向と具体的な方策を示したも
のである．

学校安全は，児童生徒等が自らの行動や外部環境に存
在する様々な危険を制御して，自ら安全に行動したり，
他の人や社会の安全のために貢献したりできるようにな
ることを目指す安全教育と，児童生徒等を取り巻く環境
を安全に整えることを目指す安全管理，そして，両者の
活動を円滑に進めるための組織活動という三つの主要な
活動から構成されている．また，学校安全の領域として
は，「生活安全（防犯含む）」「交通安全」「災害安全（防
災と同義）」が挙げられる．「生活安全」では，日常生活
で起こる事件・事故災害，誘拐や傷害などの犯罪被害な
どを内容とし，「交通安全」では，様々な交通場面にお
ける危険と安全，「災害安全」では，地震，津波，火山
活動，風水害のような自然災害や火災，原子力災害も含
まれる．

これらの基本的な構造を元に「学校安全の推進に関す
る計画」では，今後の安全教育，安全管理等について次
のように示している．安全教育では，安全に関する知識
とともに，行動する態度や共助・公助の視点を重視する
ため，学校における指導時間を確保することや児童生徒
等の発達の段階に応じた指導内容を整理することとして
いる．また，安全管理等（安全管理と組織活動）につい
ては，学校内の安全体制，家庭・地域社会と連携した安
全体制の確立にむけ，人的体制の整備や教職員研修を充
実していくこととしている．併せて，学校施設の耐震化，
避難所機能の強化などのハード対策についても示してい
る．そして，これらを推進していく上では，セーフティ
プロモーションの考えに基づき，事件・事故災害につい
ての情報収集体制の整備・充実やその分析強化など科学
的で実証的な取組を行っていくこととしている．

現在，すでに防災教育については，児童生徒等の発達
の段階に応じた内容の整理を行い，学校防災のための参
考資料として全国の学校に示している他，独立行政法人
教員研修センターにおける学校安全の指導者養成研修な
どが実施されている．

こうした安全への取組を継続することによって，組織
や個人が人々の生命を尊重し，安全を最優先する気風や
気質が，国を挙げて育ち「安全文化」が創造されること
を願っている．

（文部科学省スポーツ・青少年局学校健康
教育課 安全教育調査官 ）

学校安全の現状とこれから
佐 藤 浩 樹

School Safety Now and in the Future

Hiroki Sato

巻頭言
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Ⅰ．諸 言

たばこの健康に対する影響については，１９５０年代の疫
学研究により指摘されるようになり，その後世界保健機
関（WHO），米国，英国などから多くの報告書が出され，
喫煙を生活習慣病の重要な危険因子と報告している．喫
煙は肺がんをはじめとする各種がん，虚血性心疾患，脳
卒中，慢性閉塞性肺疾患，胃・十二指腸潰瘍など多くの
疾患のリスクであり１）２），日本人の疾病と死亡の単一でし
かも回避可能な最大の要因である３）．

２００３年５月，世界保健機関（WHO）の総会において，
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（Frame-
work Convention on Tobacco Control：略称WHO
FCTC）」４）が採択された．我が国も２００４年６月にこれを
批准し，条約が２００５年２月２７日に発効された．２００７年７
月，条約第８条「たばこの煙に晒されることからの保護
に関するガイドライン」の実行をすみやかに２０１０年２月

までに行うことが採択され，締約国は，「受動喫煙の保
護のための原則」として，すべての屋内の職場，屋内の
公衆の集まる場所，公共交通機関（タクシー含），その
他（屋外あるいはそれに準ずる）適切と考えられる公衆
の集まる場所は禁煙とすべきである」５）と明記された．

学校教育現場では２００２年，２００３年に改訂学習指導要領
に基づく教育課程が始まった．また，２００３年には健康増
進法が制定され，受動喫煙防止のための社会環境整備が
進むことになった．それらを契機に「学校全体の禁煙」
（学校敷地内全面禁煙）６）が，公立の小学校，中学校，高
校を中心に全国に広がった．大学については，高橋ら７）

が国立大学法人を対象に大学敷地内全面禁煙化状況を調
査している．敷地内全面禁煙校数は２００６年８７校中２校，
２００８年８６校中５校，２０１０年８５校中１３校であったと報告し
ており，小中高に比べて遅れている．医学部の敷地内全
面禁煙化は２００３年に秋田大学で始まり，２００７年以降急速
に広まった８）．喫煙しない医療従事者育成の重要性の高

大学敷地内全面禁煙と喫煙習慣獲得に関する検討
中 島 素 子＊１，森 河 裕 子＊２，４，浜 崎 優 子＊１，櫻 井 志保美＊１

北 川 純 子＊３，櫻 井 勝＊４，中 川 秀 昭＊４

＊１金沢医科大学看護学部地域看護学
＊２金沢医科大学看護学部公衆衛生学

＊３金沢医科大学学生保健室
＊４金沢医科大学医学部公衆衛生学

Total Smoking Ban on an University Campus and Acquisition of Smoking Habits

Motoko Nakashima＊１ Yuko Morikawa＊２，４ Yuko Hamazaki＊１ Sihomi Sakurai＊１

Junko Kitagawa＊３ Masaru Sakurai＊４ Hideaki Nakagawa＊４

＊１Community Health Nursing, School of Nursing, Kanazawa Medical University
＊２Epidemiology and Public Health, School of Nursing, Kanazawa Medical University

＊３Department of Health Care for Students, Kanazawa Medical University
＊４Department of Epidemiology and Public Health, Kanazawa Medical University

This study aimed to examine if a total smoking ban on an university Campus prevents the acquisition of
smoking habits in students after entering the university.
The subjects were１，１９２first-year students who entered a medical school between２００１and２０１１. At peri-

odic health examinations, a self-administered questionnaire was used to examine their smoking status at en-
trance and one year later. In this survey, the subjects were tracked for one year and examined their smok-
ing status. The percentages of subjects who acquired smoking habit and those who quitted smoking during
the observational period were compared before and after the total smoking ban.
In male students, the mean percentage of new smokers was１１．５% before the smoking ban but３．６% after

the ban, indicating a significant reduction（chi-square test; p＜０．０１）. In contrast, the percentage of subjects
who quitted smoking was２．８% before the ban and３．６% after the ban, indicating an increase but not signifi-
cant. In female students, there was no significant difference between before and after the ban in the percent-
age of new smokers or subjects who quitted smoking.

Key words：smoking ban, university, first-year students, acquisition of smoking habits
敷地内全面禁煙，大学，新入生，喫煙習慣獲得

原 著
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まりや，２００６年６月に敷地内全面禁煙が保険医療機関の
ニコチン依存症管理料の保険適用条件となったことが影
響している．２０１０年の時点で医学部を保有する大学８０校
中４４校が，敷地内全面禁煙となっている９）．本学は全国
的にみても早い段階，すなわち２００４年６月１日をもって，
敷地内全面禁煙化を実施した．

山本ら１０）は大学敷地内禁煙が学生の喫煙率に及ぼす影
響について報告している．対象となった大学では，喫煙
率は１９９９年の１５．８％をピークに以後低下傾向を示し，
２００４年の建物内全面禁煙，２００５年の敷地内全面禁煙実施
を経て段階的に低下したと報告している．小牧ら１１）も，
敷地内全面禁煙実施後に医療系大学の学生の喫煙率が有
意に減少したことを報告している．我々も敷地内全面禁
煙化前後７年間の喫煙状況を調査した．全学生の喫煙率
は，敷地内全面禁煙実施後に低下しており，全面禁煙化
は，医学生の禁煙および喫煙への意識の変化に有効で
あったことを報告した１２）．

大学入学後は，喫煙習慣や飲酒習慣の獲得など，生活
習慣の変化が生じる時期である．喫煙環境については敷
地内全面禁煙であるか否かは喫煙習慣形成に影響すると
考えられる．しかし，これまで学生全体の喫煙率の変化
を調査したものはあるが，新入生を追跡し，個々の喫煙
習慣の獲得に対する大学内の喫煙環境の影響を検討した
ものはみあたらない．

そこで，本調査では，大学の敷地全面禁煙（以後全面
禁煙化）が，学生の入学後の喫煙習慣に及ぼす影響を検
討した．

Ⅱ．方 法

１．対象と調査内容
対象は本学の医学部の新入生である．学生の喫煙状況

は５月中旬に行われる定期健康診断時の自記式問診票か

ら把握した．２００１年度から２０１１年度の１１年間の新入生数
（編入生は含めない）は１，１９２名（男子学生７３０人，女子
学生４６２人）であり，全員について入学時と１年後の喫
煙状況を把握した．敷地内全面禁煙化を実施した２００４年
までの５年間の対象者数は４７６人（男子学生２８６人，女子
学生１９０人），２００５年以降の６年間の対象者数は７１６人（男
子学生４４４人，女子学生２７２人）であった．
２．解析方法

匿名コード化により個人を特定できない連結可能デー
タを入手し，入学時と１年後のデータを連結し解析に用
いた．解析は男女別に実施した．新入生の喫煙率と１年
後の喫煙率を，敷地内全面禁煙実施前の５年間と，実施
後の６年間で比較した．また入学時は喫煙者であったが
１年後非喫煙者になった者（新規禁煙者）と，入学時非
喫煙者であったが１年後には喫煙習慣を獲得した者（新
規喫煙者）の割合を，全面禁煙化前後で比較した．割合
の比較にはχ２検定またはFisherの正確確率検定を用いた．
統計学的検定では有意水準を５％とした．解析にはエク
セル統計プログラムを用いた．
３．倫理的配慮

本調査は，平成２５年３月６日付けで，金沢医科大学疫
学研究倫理審査委員会の審査・承認を得た．（金沢医科
大学疫学研究倫理審査委員会１５９号）．

Ⅲ．結 果

表１には男子学生の年度ごとの入学時喫煙率と入学か
ら１年を経た時点の喫煙率，新規喫煙者率，新規禁煙者
率を示した．対象者のうち，入学時に２０歳以上であり法
的に喫煙可能年齢に達していた者の割合をみると，年々
微増傾向があり，敷地内全面禁煙化前の５年間の平均は
５２．１％，禁煙化後６年間の平均は６０．４％であった．入学
時の喫煙率は敷地内全面禁煙化前の５年間は２９．４％から

表１ 入学時および１年後の喫煙状況（男子学生）

入学年度 対象者
入学時 １年後

２０歳以上
（％）

喫煙者数
（％）

喫煙者数
（％）

新規喫煙者数
（％）

新規禁煙者数
（％）

２０００年度 ５１ ２５（４９．０） １５（２９．４） １５（２９．４） ４ （７．８） ４（７．８）
２００１年度 ６２ ３２（５１．６） １６（２５．８） ２２（３５．５） ８（１２．９） ２（３．２）
２００２年度 ５５ ３２（５８．２） １６（２９．１） ２５（４５．５） １１（２０．０） ２（３．６）
２００３年度 ６３ ３２（５０．８） １３（２０．６） １６（２５．４） ３ （４．８） ０（０．０）
２００４年度 ５５ ２８（５０．９） ９（１６．４） １６（２９．１） ７（１２．７） ０（０．０）

２００５年度 ６３ ２８（４４．４） ６ （９．５） １ （１．６） ０ （０．０） ５（７．９）
２００６年度 ６５ ３９（６０．０） １０（１５．４） １４（２１．５） ７（１０．８） ３（４．６）
２００７年度 ５８ ３５（６０．３） ６（１０．３） ６（１０．３） ２ （３．４） ２（３．４）
２００８年度 ６７ ４６（６８．７） ４ （６．０） ４ （６．０） ２ （３．０） ２（３．０）
２００９年度 ７２ ４５（６２．５） ７ （９．７） ７ （９．７） １ （１．４） １（１．４）
２０１０年度 ５７ ３５（６１．４） １１（１９．３） １２（２１．１） ３ （５．３） ２（３．５）
２０１１年度 ６２ ４０（６４．５） ７（１１．３） ７（１１．３） １ （１．６） １（１．６）

３９７中島ほか：大学敷地内全面禁煙と喫煙習慣獲得に関する検討



１６．４％で推移し，敷地内全面禁煙化後は１９．３％から
６．０％で推移していた．図１には敷地内全面禁煙化前の
５年間と後の６年間の平均の喫煙率や禁煙率を比較して
示した．入学時の平均喫煙率は敷地内全面禁煙化前が
２４．１％，後が平均１１．５％であり，両者間に統計的有意差
を認めた（ｐ＜０．０１）．また，１年後の喫煙率も，敷地
内全面禁煙化前は平均３２．９％，敷地内全面禁煙化後は
１１．５％と有意差を認めた（ｐ＜０．０１）．新規喫煙者率は，
敷地内全面禁煙化前は平均１１．５％であったが，敷地内全
面禁煙化後は平均３．６％と有意に低かった（ｐ＜０．０１）．
一方，新規禁煙者の割合は敷地内全面禁煙化前２．８％で，
敷地内全面禁煙化後は３．６％と差はなかった．

表２には男子学生について，入学時の年齢により２０歳
未満と２０歳以上の２群に分けて，入学時と１年後の喫煙
状況を示した．２０歳以上群も２０歳未満群とも，入学時の
喫煙率，１年後の喫煙率，新規喫煙率は，敷地内全面禁
煙化後はそれ以前に比べて有意に低下していた．入学時
年齢２０歳以上群の喫煙率は，全面禁煙化前では入学時が
２８．２％で１年後には３６．２％に増加していた．しかし，全
面禁煙化後は入学時１０．１％に対し，１年後には９．３％と
わずかに低下していた．入学時年齢２０歳未満群では，喫
煙率は全面禁煙化前は入学時１９．６％から１年後には

２９．０％に増加していたが，全面禁煙化後は入学時１３．５％
から１年後には１４．６％とわずかな上昇にとどまっていた．

表３には女子学生の年度ごとの入学時喫煙率と１年後
の喫煙率，新規喫煙者率，新規禁煙者率を示した．対象
者のうち，入学時に２０歳以上であり法的に喫煙可能年齢
に達していた者の割合をみると，女子学生は敷地内全面
禁煙化前４０．０％，禁煙化後３７．５％と変わらなかった．ま
た図２には全面禁煙化前の５年間と後の６年間の平均の
喫煙率や禁煙率を比較して示した．女子学生の喫煙率は
６．８％から０．０％で推移し，全面禁煙化の前後で比較して
も差はなかった．しかし，１年後の喫煙率は全面禁煙化
前の５年間は平均６．８％であったのに対して，全面禁煙
化後で１．８％と有意に低かった（ｐ＜０．０５）．新規喫煙者
率や新規禁煙率は全面禁煙化の前後で差はなかった．

表４には女子学生を，入学時の年齢により２０歳未満と
２０歳以上の２群に分けて入学時と１年後の喫煙状況を示
した．２０歳以上群では，入学時の喫煙率は敷地内全面禁
煙化前が７．９％，１年後の喫煙者率は１１．８％とやや増加
していた．しかし，敷地内全面禁煙化後は２．９％から
３．９％の上昇にとどまっていた．２０歳未満群は，敷地内
全面禁煙化前も後も喫煙率は低く，入学後の新規喫煙者
数も前が２名，後が１名と少なかった．

図１ 入学時および１年後喫煙状況の敷地内全面禁煙前後の比較（男子学生）

表２ 入学時年齢階級別、入学時と１年後の喫煙状況（男子学生）

入学時
年 齢

入学年度
対象
者数

入学時 １年後

喫煙者数
（％）

喫煙者数
（％）

新規喫煙者数
（％）

新規禁煙者数
（％）

２０歳以上 全面禁煙化前 １４９ ４２（２８．２） ５４（３６．２） １４ （９．４） ２（１．３）
全面禁煙化後 ２６８ ２７（１０．１） ２５ （９．３） ８ （３．０） １０（３．７）

p ＜０．０１ ＜０．０１ ＜０．０１ ns

２０歳未満 全面禁煙化前 １３８ ２７（１９．６） ４０（２９．０） １９（１３．８） ６（４．３）
全面禁煙化後 １７８ ２４（１３．５） ２６（１４．６） ８ （４．５） ６（３．４）

p ＜０．０５ ＜０．０１ ＜０．０１ ns

p値：χ２検定とFisherの正確確率検定 ns：有意差なし
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Ⅳ．考 察

本調査は，大学の全面禁煙化が，学生の入学後の喫煙
習慣に及ぼす影響を明らかにすることを目的に行った．
男子学生の入学時喫煙率および入学から１年後の喫煙率
は，全面禁煙化前に比べて全面禁煙化後は有意に低下し

た．また，法的には喫煙可能年齢は２０歳であることから，
対象者を２０歳未満と以上の２群で分けて検討した結果も
同様で，両群とも敷地内全面禁煙化後は全面禁煙化前に
比べて入学時の喫煙率が低く，入学後の喫煙習慣獲得率
が低かった．一方，女子学生は男子学生に比べて入学時
点での喫煙率が低く，全面禁煙化の前後で有意な差はな

図２ 入学時および１年後喫煙状況の敷地内全禁煙前後の比較（女子学生）

表３ 入学時および１年後の喫煙状況（女子学生）

入学年度 対象者
入学時 １年後

２０歳以上
（％）

喫煙者数
（％）

喫煙者数
（％）

新規喫煙者数
（％）

新規禁煙者数
（％）

２０００年度 ４４ １５（３４．１） ３（６．８） ５（１１．４） ３（６．８） １（２．３）
２００１年度 ３３ ９（２７．３） ０（０．０） １ （３．０） １（３．０） ０（０．０）
２００２年度 ４０ ２０（５０．０） ３（７．５） ４（１０．０） ２（５．０） １（２．５）
２００３年度 ３２ １１（３４．４） ０（０．０） １ （３．１） １（３．１） ０（０．０）
２００４年度 ４１ ２１（５１．２） ２（４．９） ２ （４．９） １（２．４） １（２．４）

２００５年度 ３７ １７（４５．９） １（２．７） ０ （０．０） ０（０．０） １（２．７）
２００６年度 ３８ １７（４４．７） ０（０．０） ２ （５．３） ２（５．３） ０（０．０）
２００７年度 ４３ １５（３４．９） １（２．３） ０ （０．０） ０（０．０） １（２．３）
２００８年度 ３１ １１（３５．５） １（３．２） １ （３．２） １（３．２） １（３．２）
２００９年度 ３２ １３（４０．６） ０（０．０） ０ （０．０） ０（０．０） ０（０．０）
２０１０年度 ４８ １６（３３．３） ０（０．０） １ （２．１） １（２．１） ０（０．０）
２０１１年度 ４３ １３（３０．２） ０（０．０） １ （２．３） １（２．３） ０（０．０）

表４ 入学時年齢階級別、入学時と１年後の喫煙状況（女子学生）

入学時
年 齢

入学年度
対象
者数

入学時 １年後

喫煙者数
（％）

喫煙者数
（％）

新規喫煙者数
（％）

新規禁煙者数
（％）

２０歳以上 全面禁煙化前 ７６ ６（７．９） ９（１１．８） ６（７．９） ３（３．９）
全面禁煙化後 １０２ ３（２．９） ４ （３．９） ４（３．９） ３（２．９）

p ns ＜０．０５ ns ns

２０歳未満 全面禁煙化前 １１４ ２（１．８） ４ （３．５） ２（１．８） ０（０．０）
全面禁煙化後 １７０ ０（０．０） １ （０．６） １（０．６） ０（０．０）

p ns ns ns ns

p値：Fisherの正確確率検定 ns：有意差なし

３９９中島ほか：大学敷地内全面禁煙と喫煙習慣獲得に関する検討



かった．ただし，入学時年齢が２０歳以上では敷地内全面
禁煙化前は１年後の喫煙率が増加する傾向があったが，
敷地内全面禁煙化後は増加しなかった．

医学部学生の喫煙率を５年ごとに調査した日本私立大
医科大学協会の医学部学生生活実態調査報告書１３）による
と，医学部男子学生の喫煙率は２０００年度が３６．７％，２００４
年２６．４％，２００９年１８．７％と段階的に低下している．２００９
年の１８．７％は，JT全国たばこ喫煙者率調査１４）による２０代
の男性の喫煙率４０．３％と比較すると，医学部という特殊
性があったとしてもかなり低い．大和ら１５）の報告による
と２００６年時点で私立医科大学２９校中，敷地内禁煙化の大
学は７校であったが，その後増加し２００９年度では２５校と
なっている．医学生の喫煙率の全般的な低下には，この
ような各大学の取り組みが有効に働いたものと考えられ
る．また本学の男子学生の喫煙率は敷地内全面禁煙前の
２０００年が３８．２％，敷地内全面禁煙化直前の２００４年が
２８．７％，全面禁煙化後の２００９年は１４．０％と，前述の私立
医科大学医学部男子学生の平均よりもさらに低い．本学
の敷地内全面禁煙化が２００４年と全国的にみても早い段階
にスタートしたことが寄与したものと考えられる．

場の禁煙の喫煙率低減効果を報告したものは多い．
Kadowakiら１６）の調査では，事業所において場の禁煙は
個人ごとの禁煙介入に劣らないくらいの禁煙達成率を示
したという報告をしている．また，山本ら１０）は，学校の
建物内禁煙および敷地内禁煙が，学生の入学後の喫煙習
慣獲得に抑制効果を示したことを報告している．我々も，
本学が全面禁煙化を実施後に，学生の喫煙率が低下し，
禁煙希望者の増加を見たことを報告した１２）．ただし，建
物内禁煙のみでは学生の喫煙率低下にはつながらなかっ
たとする報告も多い．晴佐久ら１７）は歯学部学生を対象に
調査し，全館禁煙前後で差を認めなかったと報告してい
る．また鈴木ら１８）も保健医療福祉系学生において，屋内
禁煙化および屋外喫煙所設置による喫煙率の低減効果は
十分ではなかったと報告している．

以上のような先行研究は，集団の喫煙率を追跡したも
のであり，個々人の喫煙習慣の変化を追跡できていない．
そこで，本研究では個々の学生を１年間追跡し，禁煙率
や新規の喫煙習慣獲得率を分析することができた．男子
学生については，入学時にすでに喫煙習慣がある者で入
学後に禁煙した者の割合は全面禁煙化の前後で差がな
かったが，新たに喫煙習慣を獲得した者の割合は全面禁
煙化後に有意に低下していた．このことは，敷地内全面
禁煙化は大学入学後の学生の喫煙習慣獲得を抑制する効
果があったことを示している．しかし，すでに喫煙習慣
をもって入学した学生の禁煙を進めるには不十分であっ
たことも示している．本学では，喫煙学生に対する禁煙
支援として，希望者には校医によるニコチンパッチ提供，
保健管理担当者による携帯ネット．com（学内イントラ
ネット）利用による継続的でリアルタイムな禁煙支援を
行ってきた．今回は入学後１年間の追跡であったが，禁

煙につなげるにはさらに年数が必要なのかもしれない．
また，学生の禁煙ニーズを掘り起こすことも必要である．
関ら１９）は職域における禁煙サポートプログラムとして，
まず健康診断時に「禁煙希望の有無」を調査し，禁煙希
望者に対して積極的な禁煙支援を行う方法が有効であっ
たことを報告している．

また，今回の検討で全面禁煙環境下であっても，わず
かながら１年後に新たな喫煙習慣を獲得する学生が存在
した．山本ら１０）は，たとえ敷地内禁煙化が完璧に達成さ
れたとしても，入学後に喫煙習慣を獲得する学生は存在
すると述べている．アルバイト先，家族，友人など学外
の要因の影響もあると考えられる．医学部学生生活実態
調査報告書１３）では，喫煙者に対して喫煙継続意志を問う
ている．「医師になっても喫煙し続けるか？」との設問
に対して「はい」とは回答したものは，喫煙者１，９９０人
のうち４４．７％（男子学生４５．６％，女子学生３６．３％）であっ
た．日本公衆衛生学会，日本呼吸器学会，日本循環器学
会などの９学会が合同で作成した，我が国初の本格的禁
煙ガイドライン「２００３―２００４年度の循環器病の診断と治
療に関するガイドライン２０）」は，医師や歯科医師は当然
非喫煙者であるべきとしている．この中で医学生・歯学
生に対する教育の強化の必要性も提言されている．大学
が喫煙に対する方針を明確に示し続けること，およびあ
らゆる機会を用いて学生に対して健康教育を行っていく
ことが重要である．

Ⅴ．結 論

大学敷地内全面禁煙化は，大学入学後の喫煙習慣獲得
を抑制する効果があることが示された．しかし，すでに
喫煙習慣を保有する学生に対する効果は十分ではなかっ
た．今後の禁煙支援と喫煙防止対策の重要性が示された．
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Ⅰ．諸 言

１．大学生における攻撃性
大学生は，進学による引越しなどの生活環境の大幅な

変化や，就職活動などに伴い多様なストレスを体験する
時期である．近年では，このようなストレスから生じる
大学生の心身の健康問題が深刻化しており，それに対す
る一次予防的なアプローチの確立が求められている．

このような青年期の健康のリスク要因の一つとして注
目されているのが，攻撃性である１）．攻撃性は情動的側
面，認知的側面，道具的側面を概念として含んだ複合的
な特性２）であり，安藤ら３）によって，「短気」，「敵意」，
「身体的攻撃」，「言語的攻撃」の四つの下位因子が抽出
されている．これまで大規模な調査が行われてきたタイ

プＡ行動様式に代わり，冠状動脈性心臓疾患をはじめと
する心疾患や疾病のリスク要因として，攻撃性が注目さ
れるようになった４－６）．近年では，心疾患との関係のみ
ではなく，幅広い健康問題との関係が検討されており，
特に攻撃性が精神的健康へ与える影響が注目されている．
国外では攻撃性と，喫煙や飲酒，薬物使用，対人関係に
おける敵対心の高まりなど，精神的健康に影響すると考
えられる問題行動との関連が指摘されている７－９）．さら
に，攻撃性が日常的ストレスや抑うつと関連することが
複数の研究で明らかとなっている１０）１１）．本邦では佐々木
ら１２）が，大学生を対象として攻撃性と精神的健康度の因
果関係を調査しており，攻撃性の高い者は精神的健康度
が低い傾向にあることを明らかにしている．また上野
ら１３）は，大学生を対象として攻撃性と抑うつ傾向の関連

大学生におけるライフスキルと攻撃性
および精神的健康との関連

嘉 瀬 貴 祥＊１，遠 藤 伸太郎＊１，飯 村 周 平＊２，大 石 和 男＊３
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Recently, aggression has been paid attention as a risk factor of health in college students in Japan, and
then to cope and prevent an expression of aggression has been an important issue. Life skills education is
considered to be effective to reduce aggression. The purpose of the present study was to investigate the re-
lationships among life skills，aggression, and mental health, as paying attention to each composition factor
and sex difference. Subjects were ５６１ college students（２３３males, ３２８ females, mean age: １９．８±１．３years）.
Aggression was evaluated by means of Japanese Version of the Buss-Perry Aggression Questionnaire. Daily
Life skills Scale for College Students and GHQ１２ were used to assess life skills and mental health respec-
tively.
Independent t-tests between mean scores of males and females showed significant differences at“knowl-

edge summarization”,“intimacy”, and“empathy”in life skill scores,“physical aggression”and“verbal ag-
gression”in aggressive scores. Covariance structure analysis showed that the life skills scores were nega-
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scores. Only the models including“Physical aggression”did not show sufficient scores of goodness to fit the
models.
It was suggested that improving life skills, e.g., by reducing aggression, contributed to mental health, but
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を調査しており，抑うつ傾向が強い者は攻撃性がやや高
く，攻撃性の一要因である「短気」や「敵意」が強くみ
られることを報告している．さらに攻撃性は，本人のス
トレスの増大や生活習慣の悪化を引き起こすことで精神
的健康度を低下させるほか，対人関係における問題との
関係も指摘されている．磯部ら１４）は，大学生を対象に攻
撃性と対人情報処理の関連を調査しており，攻撃的な個
人は自分と類似の攻撃を示す人物をポジティブに，自分
とは異なる攻撃を示す人物をネガティブにとらえる傾向
を持つことを明らかにしている．このように，自分と異
なる言動を示す他者を否定的に捉える傾向は，言葉の暴
力や無視など学校不適応の問題の誘因となることが推測
される．

上述のように，攻撃性は大学生における精神的健康度
の低下や学校不適応となる学生の増加など，教育機関に
おいて関心が集まる諸問題と関係しているため，攻撃性
の抑制や適切な対処などの一次予防的な方策を検討する
ことは重要であると考えられる．さらに，大学生の時期
に自分の攻撃性の程度やその適切な対処の方法を身に付
けることは，大学生活への適応だけでなく，大学卒業後
の社会的適応や自己形成に果たす役割は大きいものと期
待されている１５）１６）．
２．攻撃性とライフスキル教育

攻撃性の一次予防的対策において有効であると考えら
れているのが，ライフスキル教育である．ライフスキル
は，「日常的な課題に対して効果的に対処するために必
要な能力」と定義され１７），対人関係が多様化した現代社
会においてより良い生活を送るために，その重要性が高
まっている１８）．一般に，ライフスキルはストレス対処ス
キルやコミュニケーションスキルなどの複数の下位スキ
ルによって構成されている．たとえばWHO１７）は，意思
決定，問題解決，創造的思考などの１０個の下位スキルに
分類している．さらにこれらの下位スキルは，日常生活
におけるストレスにうまく対処する個人的スキルと，他
者と協調してコミュニケーションを建設的に行う対人ス
キルの２種類に大きく分類され，それぞれが異なる機能
を有する．たとえば個人的スキルの向上は，メンタルヘ
ルスの向上や積極的な行動を促進する効果があるのに対
し，対人関係スキルの向上は問題行動を減少させ，より
豊かな人間関係を育む効果がある１６）とされる．このこと
から，ライフスキルの向上には，現代社会における様々
な課題の克服につながる能力を包括的に向上させる効果
があるものと考えられている．

このライフスキルの向上を目的に，教育機関で行われ
るプログラムがライフスキル教育である．ライフスキル
教育は，攻撃性に対しても，ストレスや自分の感情への
対処などの個人的側面と，良好な人間関係の形成などの
対人的側面の両方を支えることで，個人の否定的感情や
行動の発現の予防や低減を効果的に行うことを促す支援
策として注目が集まっている１９）．島井２０）は攻撃性発現の

予防に対し，WHO１７）が指摘するすべての下位スキルの
育成が有効であると述べている．またBotvinら２１）は，青
年期の学生を対象とした３年間にわたる介入調査で，ラ
イフスキルのトレーニングが喫煙行動の減少や薬物使用
の抑制に有効であったことを報告している．先述の様に，
喫煙や薬物使用などの行動は，攻撃性との関連が示され
ていることより，ライフスキルのトレーニングプログラ
ムが攻撃性の抑制や，それを介した精神的健康度の向上
につながる可能性が考えられる．さらに青木２２）は高校生
を対象とした調査で，ライフスキルの一部と考えられる
社会的スキルの向上が敵意や間接的攻撃，それにいらだ
ちなどの攻撃性発現の予防や改善，精神的健康度の向上
に有効である可能性を示している．

加えて大竹２３）は，攻撃性を構成する下位因子はすべて
が精神的健康度と関連するが，それぞれ異なる関連の仕
方であることを指摘している．したがって，性質の異な
る多くのライフスキルの要素は，攻撃性の下位因子に対
してそれぞれ多角的に効果的なはたらきかけをすること
が予想され，ライフスキル教育による総合的なアプロー
チがより効果的に機能することが期待される．
３．本研究の目的

これらの知見を総合的に考慮すると，ライフスキルは
精神的健康を直接的に向上させることに加えて，攻撃性
を抑制するという形でも精神的健康を間接的に向上させ
る可能性があると考えられる．しかしながら，これまで
の研究を概観するといくつかの問題が指摘できる．まず，
本邦においては諸外国と比べて，攻撃性と心身の健康と
の関連についての研究は少なく１２），基礎研究による実証
的知見が乏しいという点である．次に，ライフスキルを
構成する多くの下位スキルを包括的に網羅し，加えてそ
の性差まで考慮した研究は極めて少ない点である．一般
に，ライフスキル教育は各要素を総合的に向上させるこ
とを目的としているものの，たとえば喫煙や飲酒，薬物
乱用などの特定の問題行動の防止に注目した場合には，
意思決定スキルなど特定のスキルを向上させることが目
的となる２４）．さらに，青年期における問題行動の傾向の
構造は男女で異なる２５）．そのため，ライフスキル教育に
よる攻撃性への対処方法も，ライフスキルの下位スキル
ごとや男女別に検討する必要があると考えられるものの，
それらを考慮した研究はほとんどなされていない．

そこで本研究は大学生を対象として，攻撃性およびラ
イフスキルのそれぞれの各構成要因に注目した上で仮説
モデルを設定し，それらの要因と精神的健康の関連を性
差も含めて包括的に明らかにすることを目的とした．ラ
イフスキルの下位スキルに注目すると，個人的スキルは
攻撃性に関連するストレスへの効果的な対処をみつける
ことで，対人スキルは他者との関係を良好にすることで
それぞれ攻撃性を抑制し，かつ精神的健康を高めること
が推測できる．よって本研究では，「ライフスキルの各
下位スキルが精神的健康度に対して直接的に，さらに攻
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撃性の各下位因子を介して間接的に関連を持つ」という
仮説および仮説モデル（図１）を設定した．

Ⅱ．方 法

１．調査対象者
調査対象者は，首都圏の１８歳から２４歳まで（１９．８±１．３

歳）の大学生で，男性２３３名，女性３２８名の合計５６１名で
あった．そのうち記入漏れや記入ミスがあった者を除き，
男性２２２名，女性３２４名の合計５４６名を有効回答者（有効
回答率９７．３％）および分析の対象とした．
２．手 続 き

本研究では，集合調査法による質問紙調査を行った．
調査は平成２４年１０月に，著者らが担当する心理学関係の
内容を含む複数の講義中に実施され，得られた結果の一
部は講義内にフィードバックされた．また本調査は，立
教大学コミュニティ福祉学部・研究科倫理委員会の承認
を得た上，「立教大学ライフサイエンスに係る研究・実
験の倫理及び安全に関する規定」に則り実施された．調
査対象者には文書と口頭とで調査の趣旨及び，対象者の
自由意思に基づく調査であること，調査に参加しない場
合でもなんら不利益が生じないことを十分に説明した．
また，調査は無記名であり調査結果は本調査の目的以外
で使用しないことを説明し，口頭による同意を得た．
３．測定項目

本研究の目的に則り，先行研究３）２６）を参考に，攻撃性
を多くの側面からなる複合的な特性，ライフスキルを行
動や内面的な心の動きを含んだ多次元的な概念であると
捉え，攻撃性とライフスキルのそれぞれについて，各構
成要素を含めてより複合的，多面的に測定することので
きる尺度を用いた．
１）攻 撃 性

攻撃性の測定には，本研究では安藤ら３）によって開発
された日本語版Buss-Perry攻撃性質問紙（Buss-Perry
Aggression Questionnaire：以下，BAQとする）を用い
た．この尺度は怒りの喚起されやすさを測定する「短気」，
他者に対する否定的な信念・態度を測定する「敵意」，
身体的な攻撃反応を測定する「身体的攻撃」，言語的な
攻撃反応を測定する「言語的攻撃」の四つの下位尺度（各

６項目，合計２４項目）で構成されている．いずれも「まっ
たくあてはまらない」＝１点～「非常によくあてはまる」
＝５点の５段階の自己評価を行うものである．得点化に
関しては，各下位尺度の項目（逆転項目にはその逆）を
それぞれ加算した得点を用いた．
２）ライフスキル

ライフスキルの測定には，島本ら２６）によって作成され
た日常生活スキル尺度（大学生版）を用いた．この尺度
は，WHO１７）やBrooks２７）によるライフスキルの定義をも
とに作成され，個人的スキルであり，時間的展望と物事
の優先順位を考慮した先見的なスキルを測定する「計画
性」，情報を扱うスキルを測定する「情報要約力」，現在
のありのままの自分を肯定的にとらえることができるス
キルを測定する「自尊心」，困難に遭遇した時などでも
前向きに考えるスキルを測定する「前向きな思考」と，
対人スキルであり，友人たちと親密な関係を形成・維持
するスキルを測定する「親和性」，自分が所属する集団
内での活動に積極的にかかわっていこうとするスキルを
測定する「リーダーシップ」，相手の気持ちへ感情移入
するスキルを測定する「感受性」，相手に対して好まし
くない印象を与えないスキルを測定する「対人マナー」
の八つの下位尺度（各３項目，計２４項目）で構成されて
いる．いずれも「ぜんぜん当てはまらない」＝１点～「と
てもよく当てはまる」＝４点の４段階の自己評価を行う
ものである．得点化に関しては，各下位尺度の項目（逆
転項目にはその逆）をそれぞれ加算した得点を用いた．
３）精神的健康度

精神的健康度の測定には，Goldberg２８）によって作成さ
れたGeneral Heath Questionnaireを中杉ら２９）が翻訳した
日本語短縮版GHQ１２を用いた．この尺度は１２項目で構
成され，「できた」，「いつもと変わらなかった」，「でき
なかった」，「全くできなかった」など４段階の自己評価
を行うものである．本研究では「できた」と「いつもと
変わらなかった」を０点，「できなかった」，「全くでき
なかった」を１点とする，GHQ採点法を用いた．得点
が低いほど，精神的健康度が高いことを示す．
４．統計処理

調査より得られたデータから，以下のような手順で分
析を行った．まず，本研究で用いた各尺度の信頼性を検
討した上で，男女間で各尺度得点のt検定を行い，性差
を確認した．次に，上述のように「ライフスキルは精神
的健康度に対して直接的に，さらに攻撃性を介して間接
的に関連を持つ」という仮説（図１）のもと，共分散構
造分析を実施した．BAQと日常生活スキル尺度の各下
位因子については，それぞれを一つの変数として扱った
研究が少なく信頼性が明らかとなっていないため，潜在
変数としてモデルに投入した．

なお本研究においては，すべての分析内の検定におけ
る有意確率を５％水準とし，それを満たす結果を「有意
である」とした．さらに共分散構造分析については，本

図１ ライフスキルと攻撃性および精神的健康度の関連に対
する仮説モデル
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研究における仮説モデルは，前述した攻撃性やライフス
キル，精神的健康度に関する先行研究１－１４）１６－２３）の結果を
ふまえて設定されており，その論理的整合性や結果の有
用性が高いと考えられることから，仮説検証型の統計手
法である共分散構造分析が適していると判断し，これを
用いた．またモデル全体の評価には，一般に用いられる
モデル適合度のGFI（Goodness of Fit Index），修正適
合度指標のAGFI（Adjusted Goodness of Fit Index），
それにモデルの分布と真の分布との乖離を１自由度あた
りの量として表現したRMSEA（Root Mean Square Er-
ror of Approximation）を用いた．そして青木２２）の先行
研究に倣い，採用するモデルの適合度の基準をGFI
≧．９２０，AGFI≧．８８０，RMSEA≦．０８０と定め，この基
準を満たさないモデルは不採用とした．またデータ分析
には，IBM SPSS Statistics ２０およびIBM Amos ２０を使
用した．

Ⅲ．結 果

１．各下位尺度の信頼性
分析を行うにあたり，BAQと日常生活スキル尺度の

各下位因子，およびGHQ１２の信頼性を確認するため
Cronbachのα係数を算出した．男性ではBAQの「短気」

で．７３，「敵意」で．７０，「身体的攻撃」で．８２，「言語的攻
撃」で．６９という値を示し，日常生活スキル尺度の「計
画性」で．６９，「情報要約力」で．７１，「自尊心」で．７４，「前
向きな思考」で．７５，「親和性」で．７９，「リーダーシップ」
で．７５，「感受性」で．６７，「対人マナー」で．７６という値
を示し，GHQ１２では．８２という値を示した．

女性ではBAQの「短気」で．７８，「敵意」で．７０，「身
体的攻撃」で．７９，「言語的攻撃」で．７１という値を示し，
日常生活スキル尺度の「計画性」で．７７，「情報要約力」
で．７０，「自尊心」で．７３，「前向きな思考」で．７０，「親和
性」で．７８，「リーダーシップ」で．７８，「感受性」で．６５，
「対人マナー」で．７８という値を示し，GHQ１２では．８０
という値を示した．

この結果より，すべての変数において許容できる信頼
性が保たれていると判断し，以降の分析を行った．
２．日常生活スキル尺度，BAQの各下位尺度および
GHQ１２における平均得点および性差
男女間でBAQおよび日常生活スキル尺度の各下位尺

度得点の平均得点の差の検定を行った（表１）．その結
果，BAQの「身体的攻撃」，および日常生活スキル尺度
の「親和性」得点，「感受性」得点，「情報要約力」得点
の平均得点に有意差が見られたため，男女別に分析を行

表１ 各尺度得点における性差のt検定

因 子 性別 平均得点
（標準偏差） t（df）

日
常
生
活
ス
キ
ル
尺
度

個
人
的
ス
キ
ル

計画性 男
女

７．１（２．１）
７．３（２．２）

t（５４４）＝１．１，
n.s.

情報要約力 男
女

８．１（１．７）
７．５（１．６）

t（５４４）＝４．６，
p＜．００１

自尊心 男
女

７．１（２．２）
７．２（１．９）

t（４２５．１）＝０．５，
n.s.

前向きな思考 男
女

７．６（２．３）
７．４（２．１）

t（５４４）＝１．１，
n.s.

対
人
ス
キ
ル

親和性 男
女

７．６（２．２）
８．１（２．０）

t（５４４）＝２．９，
p＜．０１

リーダーシップ 男
女

７．０（２．０）
６．８（２．０）

t（５４４）＝１．１，
n.s.

感受性 男
女

８．０（１．９）
８．６（１．６）

t（４１８．５）＝３．６，
p＜．００１

対人マナー 男
女

１０．３（１．６）
１０．０（１．６）

t（５４４）＝１．６，
n.s.

日常生活スキル
（合計得点）

男
女

６２．９（９．２）
６３．１（８．８）

t（５４４）＝１．０，
n.s.

BAQ

短 気 男
女

１３．９（４．０）
１４．６（４．１）

t（５４４）＝２．０，
n.s.

敵 意 男
女

１５．５（３．７）
１４．９（３．５）

t（５４４）＝１．８，
n.s.

身体的攻撃 男
女

１６．３（５．５）
１４．０（４．５）

t（４１６．１）＝５．２，
p＜．００１

言語的攻撃 男
女

１５．６（３．６）
１５．０（３．３）

t（５４４）＝２．０，
p＜．０５

GHQ１２ 男
女

４．７（３．３）
５．０（３．０）

t（４４８．１）＝１．３，
n.s.

注）男性は２２２人，女性は３２４人である．
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うこととした．
３．日常生活スキル尺度，BAQ，GHQ１２の関連性

日常生活スキル尺度の八つの下位尺度，BAQの四つ
の下位尺度，およびGHQ１２の関連を明らかにするため
に，仮説に基づいた二つの潜在変数と９あるいは１０個の
観測変数からなるモデル（図２）を作成し，日常生活ス
キル尺度の各下位因子とBAQの各下位因子をそれぞれ
モデルに当てはめ共分散構造分析を行った．モデルにお
ける各因子間の標準化されたパス係数およびモデル適合
度指標を表２に示す．
１）「計画性」
「計画性」からGHQに対しては，男女ともに「短気」，

「言語的攻撃」をBAQ下位因子に当てはめたモデルに
おいて，有意なパスが認められた．また，「計画性」か
ら各BAQ下位因子に対しては，男性では「短気」，「敵
意」，「言語的攻撃」に対して，女性では「敵意」，「言語
的攻撃」に対して有意なパスが認められた．さらに，各
BAQ下位因子からGHQに対しては，男女ともに「短気」，
「敵意」をBAQ下位因子に当てはめたモデルにおいて，
有意なパスが認められた．

すなわち，男性における「計画性」は直接的に精神的
健康度を高めると同時に「言語的攻撃」を低め，さらに

「短気」と「敵意」を低めながら間接的に精神的健康度
を高めている可能性があること，加えて「計画性」が「言
語的攻撃」を高めている可能性が示された．また，女性
における「計画性」は，直接的に精神的健康度を高める
と同時に「言語的攻撃」を低め，さらに「敵意」を低め
ながら間接的に精神的健康度を高めているという可能性
が示された．加えて，男性同様に「計画性」が「言語的
攻撃」を高めている可能性が示された．
２）「情報要約力」
「情報要約力」からGHQに対しては，男女ともに「短

気」，「身体的攻撃」，「言語的攻撃」をBAQ下位因子に
当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認められた．
また，「情報要約力」から各BAQ下位因子に対しては，
男性では「短気」，「敵意」，「言語的攻撃」に対して，女
性では「敵意」，「言語的攻撃」に対して有意なパスが認
められた．さらに，各BAQ下位因子からGHQに対して
は，男女ともに「短気」，「敵意」，「身体的攻撃」をBAQ
下位因子に当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認
められた．

すなわち，男性における「情報要約力」は，直接的に
精神的健康度を高めると同時に「言語的攻撃」を低め，
さらに「短気」と「敵意」を低めながら間接的に精神的

図２ 日常生活スキル，BAQ，GHQの関連モデル
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表２ 多重指標モデルにおける各因子間の標準化されたパス係数と適合度
【１．計画性】

各BAQ下位因子
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

計画性→GHQ －．１８＊ －．１６＊ －．１３ －．０５ －．２２＊＊ －．１４＊ －．２１＊ －．１３＊

計画性→BAQ －．２２＊ ．０２ －．２５＊ －．２０＊＊ －．１０ －．０６ ．２２＊ ．２０＊＊

BAQ→GHQ ．２７＊＊ ．３５＊＊ ．４５＊＊＊ ．４９＊＊＊ ．１５ ．１５＊ －．１１ －．０９

GFI ．９７４ ．９７６ ．９７３ ．９８７ ．８６９ ．９２２ ．９７５ ．９７５
AGFI ．９５２ ．９５８ ．９５１ ．９７７ ．７８２ ．８７０ ．９５４ ．９５５
RMSEA ．０２１ ．０３６ ．０２１ ．０００ ．１３２ ．０９６ ．０１１ ．０４０

【２．情報要約力】

各BAQ下位尺度
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

情報→GHQ
情報→BAQ
BAQ→GHQ

－．１６＊

－．２３＊

．２８＊＊

－．１７＊＊

－．１１
．３３＊＊＊

－．０５
－．３７＊＊＊

．４７＊＊＊

－．１１
－．２１＊＊

．４８＊＊＊

－．２１＊＊

－．０６
．１５＊

－．２１＊＊

－．０３
．１６＊

－．１８＊

．４２＊＊＊

－．０８

－．２０＊

．３８＊＊＊

－．０３

GFI
AGFI
RMSEA

．９７１
．９４９
．０２８

．９７０
．９４６
．０４９

．９７２
．９５０
．０２９

．９７７
．９５９
．０３２

．８８２
．８０４
．１２５

．９２１
．８６９
．０９９

．９６０
．９２９
．０５２

．９５９
．９２７
．０６５

【３．自尊心】

各BAQ下位尺度
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

自尊→GHQ
自尊→BAQ
BAQ→GHQ

－．６０＊＊＊

－．１２
．２４＊＊＊

－．４６＊＊＊

－．１９＊

．２６＊＊＊

－．５１＊＊＊

－．４９＊＊＊

．２４＊＊

－．３３＊＊＊

－．５８＊＊＊

．３１＊＊＊

－．６２＊＊＊

－．１６
．０７

－．５０＊＊＊

－．１３
．１０

－．６６＊＊＊

．３９＊＊＊

．１０

－．５３＊＊＊

．３８＊＊＊

．０９

GFI
AGFI
RMSEA

．９６４
．９３６
．０４３

．９６２
．９３１
．０６４

．９４９
．９０８
．０７９

．９７６
．９５７
．０３４

．８６９
．７８２
．１３７

．９１９
．８６４
．１０１

．９６０
．９２９
．０５２

．９５７
．９２２
．０７５

【４．前向きな思考】

各BAQ下位尺度
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

前向き→GHQ
前向き→BAQ
BAQ→GHQ

－．６１＊＊＊

－．３８＊＊＊

．０８

－．５３＊＊＊

－．４６＊＊＊

．１０

－．５７＊＊＊

．６１＊＊＊

．１４

－．４５＊＊＊

－．５８＊＊＊

．２４＊＊

－．６３＊＊＊

－．２１＊

．０３

－．５７＊＊＊

－．１８＊

．０６

－．６３＊＊＊

．１５
－．０７

－．５８＊＊＊

．１９＊

．００

GFI
AGFI
RMSEA

．９７０
．９４７
．０３５

．９７３
．９５２
．０４３

．９５２
．９１３
．０７１

．９７１
．９４８
．０４４

．８７１
．７８６
．１３２

．９２３
．８７２
．０９６

．９５０
．９０９
．０７３

．９６７
．９４１
．０５６
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【５．親和性】

各BAQ下位尺度
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

親和性→GHQ
親和性→BAQ
BAQ→GHQ

－．１８＊

．０７
．３２＊＊＊

－．２５＊＊＊

－．０７
．３３＊＊＊

．０１
－．３４＊＊＊

．４９＊＊＊

－．１６＊＊

－．２５＊＊

．４６＊＊＊

－．１９＊

．０１
．１７＊

－．２５＊＊＊

－．２０＊＊

．１１

－．１１
．４３＊＊＊

－．１２

－．２７＊＊＊

．３８＊＊＊

－．０１

GFI
AGFI
RMSEA

．９６５
．９３７
．０４４

．９６７
．９４１
．０５６

．９７１
．９４８
．０２８

．９８１
．９６６
．０１８

．８７１
．７８５
．１３３

．９２４
．８７４
．０９５

．９５２
．９１４
．０６９

．９７２
．９５０
．０４４

【６．リーダーシップ】

各BAQ下位尺度
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

リーダー→GHQ
リーダー→BAQ
BAQ→GHQ

－．１５＊

－．０１
．３１＊＊＊

－．１０
．００
．３４＊＊＊

．０２
－．３５＊＊＊

．４９＊＊＊

－．０１
－．１９＊

．５０＊＊＊

－．１５＊

．００
．１７＊

－．１０
－．０４

．１６＊

－．０８
．５８＊＊＊

－．１１

－．１０
．００
．３４＊＊＊

GFI
AGFI
RMSEA

．９７７
．９５９
．０００

．９６８
．９４２
．０５７

．９７８
．９６１
．０００

．９７９
．９６２
．０２９

．８７３
．７８８
．１３３

．９２６
．８７６
．０９４

．９７３
．９５２
．０２４

．９６８
．９４２
．０５７

【７．感受性】

各BAQ下位尺度
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

感受性→GHQ
感受性→BAQ
BAQ→GHQ

．１６＊

．０３
．３１＊＊＊

－．０６
－．２１＊

．３３＊＊＊

．１３
．０８
．４８＊＊＊

－．０２
－．２５＊＊＊

．５０＊＊＊

．１８＊

－．０３
．１７＊

－．０９
－．３５＊＊＊

．１３

．２１＊

．２２＊

－．２１＊

－．１３
．００

－．１１

GFI
AGFI
RMSEA

．９７０
．９４６
．０３４

．９６８
．９４２
．０５６

．９６０
．９２９
．０５７

．９６６
．９３９
．０５７

．８７５
．７９１
．１３３

．９１８
．８６４
．１００

．９７６
．９５７
．０００

．９５９
．９２６
．０６６

【８．対人マナー】

各BAQ下位尺度
短 気 敵 意 身体的攻撃 言語的攻撃

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

対人→GHQ
対人→BAQ
BAQ→GHQ

．０１
－．１１

．３１＊＊＊

－．０７
－．１９＊＊

．３３＊＊＊

．０７
－．２０＊

．５０＊＊＊

－．０８
－．１１

．４９＊＊＊

－．０１
－．０９

．１７＊

－．１０
－．２０＊＊

．１４＊

．００
．１６

－．１６＊

－．１２＊

．０４
．１１

GFI
AGFI
RMSEA

．９７１
．９４８
．０２５

．９７５
．９５６
．０４０

．９７５
．９５６
．０１０

．９８５
．９７２
．０００

．８８２
．８０３
．１２６

．９１７
．８６２
．１０２

．９７６
．９５７
．０００

．９７２
．９４９
．０４６

注）表中にて，「情報要約力」は情報，「自尊心」は自尊，「前向きな思考」は前向き，「リーダーシップ」は
リーダー，「対人マナー」は対人とそれぞれ略記した．
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健康度を高めている可能性が示された．また，女性にお
ける「情報要約力」は，直接的に精神的健康度を高める
と同時に「言語的攻撃」を低め，さらに「敵意」を低め
ながら間接的に精神的健康度を高めているという可能性
が示された．また，「情報要約力」は精神的健康度を低
め，「短気」は精神的健康度を高めているという可能性
も示された．
３）「自尊心」
「自尊心」からGHQに対しては，男女ともに「短気」，

「敵意」，「身体的攻撃」，「言語的攻撃」をBAQ下位因
子に当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認められ
た．また，「自尊心」から各BAQ下位因子に対しては，
男性では「敵意」，「言語的攻撃」に対して，女性では「短
気」，「敵意」，「言語的攻撃」に対して有意なパスが認め
られた．さらに，各BAQ下位因子からGHQに対しては，
男女ともに「短気」，「敵意」をBAQ下位因子に当ては
めたモデルにおいて，有意なパスが認められた．

すなわち，男性における「自尊心」は，直接的に精神
的健康度を高めると同時に「言語的攻撃」を低め，さら
に「敵意」を低めながら間接的に精神的健康度を高めて
いる可能性が示された．また，「自尊心」が「言語的攻
撃」を高めている可能性も示された．女性における「自
尊心」は，直接的に精神的健康度を高めると同時に「言
語的攻撃」を低め，さらに「短気」と「敵意」を低めな
がら間接的に精神的健康度を高めているという可能性が
示された．また，「自尊心」が「言語的攻撃」を高めて
いる可能性も示された．
４）「前向きな思考」
「前向きな思考」からGHQに対しては，男女ともに「短

気」，「敵意」，「身体的攻撃」，「言語的攻撃」をBAQ下
位因子に当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認め
られた．また，「前向きな思考」から各BAQ下位因子に
対しては，男性では「短気」，「敵意」，「身体的攻撃」に
対して，女性では「短気」，「敵意」，「身体的攻撃」，「言
語的攻撃」に対して有意なパスが認められた．さらに，
各BAQ下位因子からGHQに対しては，女性で「敵意」
をBAQ下位因子に当てはめたモデルにおいて，有意な
パスが認められた．

すなわち，男性における「前向きな思考」は，直接的
に精神的健康度を高めると同時に「短気」と「敵意」を
低めている可能性が示された．女性における「前向きな
思考」は，直接的に精神的健康度を高めると同時に「短
気」を低め，さらに「敵意」と「言語的攻撃」を低めな
がら間接的に精神的健康度を高めているという可能性が
示された．
５）「親和性」
「親和性」からGHQに対しては，男性では「短気」を，

女性では「短気」，「敵意」，「言語的攻撃」をBAQ下位
因子に当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認めら
れた．また，「親和性」から各BAQ下位因子に対しては，

男女ともに「敵意」，「言語的攻撃」に対して有意なパス
が認められた．さらに，各BAQ下位因子からGHQに対
しては，男女ともに「短気」，「敵意」をBAQ下位因子
に当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認められた．

すなわち，男性における「親和性」は，直接的に精神
的健康度を高め，さらに「敵意」を低めながら精神的健
康度を高めている可能性が示された．女性における「親
和性」は，直接的に精神的健康度を高め，さらに「短気」
と「敵意」を低めながら間接的に精神的健康度を高めて
いるという可能性が示された．また男女ともに，「親和
性」が「言語的攻撃」を高めているという可能性も示さ
れた．
６）「リーダーシップ」
「リーダーシップ」からGHQに対しては，男性で「短

気」をBAQ下位因子に当てはめたモデルにおいて，有
意なパスが認められた．また，「リーダーシップ」から
各BAQ下位因子に対しては，男性では「敵意」，「言語
的攻撃」に対して，女性では「敵意」に対して有意なパ
スが認められた．さらに，各BAQ下位因子からGHQに
対しては，男性では「短気」，「敵意」を，女性では「短
気」，「敵意」，「言語的攻撃」をBAQ下位因子に当ては
めたモデルにおいて，有意なパスが認められた．

すなわち，男性における「リーダーシップ」は，直接
的に精神的健康度を高め，さらに「敵意」を低めながら
精神的健康度を高めていること，しかしながら「言語的
攻撃」を高めている可能性も示された．女性における
「リーダーシップ」は，「敵意」を低めながら間接的に
精神的健康度を高めている可能性が示された．
７）「感受性」
「感受性」からGHQに対しては，男性で「短気」，「言

語的攻撃」をBAQ下位因子に当てはめたモデルにおい
て，有意なパスが認められた．また，「感受性」から各
BAQ下位因子に対しては，男性では「言語的攻撃」に
対して，女性では「短気」，「敵意」に対して有意なパス
が認められた．さらに，各BAQ下位因子からGHQに対
しては，男性では「短気」，「敵意」，「言語的攻撃」を，
女性では「短気」，「敵意」をBAQ下位因子に当てはめ
たモデルにおいて，有意なパスが認められた．

すなわち，男性における「感受性」は，直接的に精神
的健康度を低め，さらに「言語的攻撃」を高めながら精
神的健康度を低めている可能性が示された．女性におけ
る「感受性」は，「短気」と「敵意」を低めながら間接
的に精神的健康度を高めているという可能性が示された．
また男女ともに，「感受性」が「言語的攻撃」を高めて
いるという可能性も示された．
８）「対人マナー」
「対人マナー」からGHQに対しては，男性では有意な

パスは認められず，女性では「言語的攻撃」をBAQ下
位因子に当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認め
られた．また，「感受性」から各BAQ下位因子に対して
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は，男性では「敵意」に対して，女性では「短気」に対
して有意なパスが認められた．さらに，各BAQ下位因
子からGHQに対しては，男性では「短気」，「敵意」，「言
語的攻撃」を，女性では「短気」，「敵意」をBAQ下位
因子に当てはめたモデルにおいて，有意なパスが認めら
れた．

すなわち，男性における「対人マナー」は，「敵意」
を低めながら間接的に精神的健康度を高めている可能性
が示された．一方，女性における「対人マナー」は，直
接的に精神的健康度を高め，さらに「短気」を低めなが
ら間接的に精神的健康度を高めているという可能性が示
された．

Ⅳ．考 察

１．日常生活スキル尺度とBAQおよびGHQ１２の平均得
点および性差について

１）日常生活スキル尺度得点について
大学の運動部部員を対象に行われた島本ら３０）の調査結

果によると，男女合わせた個人的スキルの平均得点は
３２．３点，対人スキルの平均得点は３６．３点であった．本研
究における男女合わせた個人的スキルの平均得点は２９．７
点，対人スキルの平均得点は３３．３点であり，島本ら３０）の
調査結果と比較するとそれぞれやや低めの値を示した．
２）BAQ得点について

大学生を対象に攻撃性と精神的健康度の関連を調査し
た佐々木ら１２）の調査結果によると，男性のBAQ平均得点
は「短気」で１４．６点，「敵意」で１８．５点，「身体的攻撃」
で１９．３点，「言語的攻撃」で１５．７点であり，女性のBAQ
平均得点は「短気」で１５．３点，「敵意」で１８．８点，「身体
的攻撃」で１６．３点，「言語的攻撃」で１５．０点であった．
本研究における男性の平均得点は「短気」で１３．９点，「敵
意」で１５．５点，「身体的攻撃」で１６．３点，「言語的攻撃」
で１５．６点であり，女性のBAQ平均得点は「短気」で１４．６
点，「敵意」で１４．９点，「身体的攻撃」で１４．０点，「言語
的攻撃」で１５．０点であった．佐々木らの調査結果と比較
すると，全体的にやや低めの得点を示した．
３）GHQ１２得点について

GHQ１２得点は，カットオフポイントを２／３に設定し，
４点以上を精神的健康度が低いと評価することが多い３１）．
この基準に基づくと，本研究におけるGHQ１２平均得点
は男性で４．７点，女性で５．０点であり，精神的健康度はや
や低い傾向であると考えられる．
２．ライフスキルと攻撃性および精神的健康度との関連
性について
以下に，ライフスキルと攻撃性のそれぞれの各構成要

素と精神的健康度との関連を考察する．なお，各分析結
果が示す意味はすでに上述したため，以下にはより具体
的な表現を用いて，本研究における結果に対する考察を
述べる．

１）「計画性」
時間的展望や物事の優先順位を明確にして物事に取り

組むことで，衝動的な怒りやいら立ち，他者への不信感
や猜疑心の喚起が抑えられ，精神的健康度が向上するこ
とが考えられる．なお，女性では他者への不信感や猜疑
心の喚起が抑えられるという傾向のみが認められた．
「計画性」の低さは怒りやすさなどとともに衝動性に含
まれる３２）ことから，「計画性」の高まりにより攻撃性に
おける衝動的な反応を抑えることが考えられる．一方，
時間的展望や物事の優先順位を明確にできることで，言
葉による自己主張が強くなる可能性がある．
２）「情報要約力」

他者とのコミュニケーションのなかで必要な情報を選
び出し，それを秩序立てて整理する能力を高めることで，
衝動的な怒りやいら立ち，他者への不信感や猜疑心の喚
起が抑えられると考えられる．なお，女性では他者への
不信感や猜疑心の喚起を抑えられるという傾向のみが認
められた．攻撃性の高い人は攻撃性の低い人と比較する
と，他者の意図判断が不正確であるという特徴がある３３）．
「情報要約力」によって他者とのコミュニケーションに
含まれる情報の整理が行われることで，他者の意図判断
がより正確となり，その結果攻撃性を抑えることが予測
される．
３）「自尊心」

自己価値感や自己有能感を高めることで，衝動的な怒
りやいら立ち，さらには他者への不信感や猜疑心の喚起
が抑えられ，精神的健康度が向上することが考えられる．
この結果は，自分の能力に自信があり，自分に満足して
いる人は，自分が他者から嫌われていると考えず，人の
ことも悪く考えない傾向がある一方で，言語的な攻撃行
動を示しやすい可能性もある２０）という知見を支持するも
のであった．
４）「前向きな思考」

状況や物事を楽観的に考えることで，衝動的な怒りや
いら立ち，他者への不信感や猜疑心の喚起が抑えられ，
精神的健康度が向上することが考えられることが考えら
れる．攻撃性の高い人は，自分が他者から嫌われている
と考える傾向があるが３４），「前向きな思考」により自分
と他者のいる状況をポジティブな方向に捉えることが可
能になることが推察される．
５）「親和性」

友人たちと親密な関係を維持・形成することで，衝動
的な怒りやいら立ち，他者への不信感や猜疑心の喚起が
抑えられ，精神的健康度が向上すると考えられる．なお，
男性では他者への不信感や猜疑心が抑えられるという傾
向のみが認められた．親密で良好な友人関係は心理安定
化機能を持つ３５）ことより，「親和性」によってこの機能
が強化されることが予測される．一方で，本音を言うこ
とができるようになることは，言語的な自己主張が強く
なることにつながると考えられる．
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６）「リーダーシップ」
集団活動に積極的にかかわるスキルを高めることで，

他者への不信感や猜疑心の喚起を抑え，精神的健康度を
向上させることが考えられる．「リーダーシップ」には，
他者を統制するという面と，他者へ配慮するという面が
ある２０）．そのため，行動を先導する，あるいは意見をま
とめるためには，相手の行動や感情を考えることが必要
となるため，不信感や猜疑心が抑制されている可能性が
ある．一方で，「リーダーシップ」には集団の活動を統
制する要素も含まれるため，統制の手段としての言語的
な自己主張が強くなるということが考えられる．この傾
向が男性のみで認められた点については，さらなる検討
が必要である．
７）「感受性」

相手の気持ちへ感情移入する能力を高めることで，衝
動的な怒りやいら立ち，他者への不信感や猜疑心の喚起
が抑えられ，精神的健康度が向上することが考えられる．
この傾向は女性のみに認められた．一方，相手の気持ち
が分かることで，言語的な自己主張が強くなり，精神的
健康度が低下することが考えられる．この傾向は男性の
みに認められた．「感受性」はWHO１７）が定義する共感性
に相当する．共感性は他者への理解を促進すると同時に，
他者を勇気づける行為を促す１７）ため，勇気づける行為と
しての言語的な自己表現を促進すると推測される．
８）「対人マナー」

相手に対して好ましい印象を与えるように注意する能
力を高めることで，男性では他者への不信感や猜疑心，
女性では衝動的な怒りやいら立ちの喚起が抑えられ，精
神的健康度が向上することが考えられる．「対人マナー」
はWHO１７）が定義する対人関係スキルに相当すると考え
られる．対人関係の充実は，反社会的行動を抑え向社会
的行動を促進させ，精神的健康度を向上させるという従
来の知見を支持する結果である．
９）全体の関連性について

本研究の分析結果全体の傾向として，ライフスキルを
高めることで，「短気」や「敵意」が抑えられ，精神的
健康度が向上すること，さらにライフスキルを高めるこ
とで「言語的攻撃」が高められるが，精神的健康度とは
関連がないことが示唆された．これらの結果は，高校生
を対象とした青木２２）の報告と同様の傾向であり，ライフ
スキルの向上が問題行動や学校不適応の予防に対して効
果的であるという報告を支持する結果であった．ライフ
スキルの下位スキルを高めることで，「言語的攻撃」が
高まるという結果が認められた点については，佐々木
ら１２）が指摘しているように，BAQにおける「言語的攻撃」
の質問項目が，攻撃反応というより自己主張的な要素で
構成されていることが関係していると推測される．つま
り，ライフスキル教育によって育まれると考えられるア
サーティブな自己表現３６）と，BAQにおける「言語的攻撃」
の質問項目に類似した点があったものと考えられる．前

述のように，関連分野の先行研究が極めて少ないため，
今後，同様な知見の蓄積が必要である．

攻撃性の高い人の特徴として，「自分は仲間から嫌わ
れている」というセルフ・スキーマを持っていること３４）

や，ソーシャル・サポートが乏しいこと３７）が挙げられる．
本研究の結果と，それぞれの下位スキルの働きを考慮す
ると，個人的スキルはセルフ・スキーマにより喚起され
る他者への衝動的な情動や行動を抑えること，対人スキ
ルは他者との良好な関係性の維持や構築によりソーシャ
ル・サポートを得ることにそれぞれ貢献していることが
考えられる．

本研究において「身体的攻撃」をBAQ下位因子とし
て投入したモデルがすべて採用されなかったのは，「身
体的攻撃」と日常生活スキル尺度，およびGHQ１２との
関係性が低かったこと，本研究における仮説モデルが
「身体的攻撃」を含んだモデルとしては適切でなかった
ことなどが原因として考えられる．一方で，本研究にお
ける共分散構造分析で中程度のパス係数が示されたこと
や，秦３８）によって作成された敵意的攻撃インベントリー
における身体的暴力と社会的スキルとの間に有意な関連
を認めた報告２１）があることなどから，それらの間に何ら
関連性がないと言い切ることもできない．今後はライフ
スキルと攻撃性の関連について，ライフスキルの下位尺
度それぞれに注目した上で，ライフスキルや攻撃性，精
神的健康それぞれと関連があると考えられるソーシャ
ル・サポート３９－４１）など，ほかの要因との関連も視野に入
れた個別のモデルを仮定した分析などを用いて検討する
必要があると考えられる．

Ⅴ．結 論

本研究の目的は，大学生におけるライフスキルと攻撃
性，および精神的健康との関連を検討することであった．
その結果，傾向として，「計画性」，「情報要約力」，「自
尊心」，「前向きな思考」，「親和性」，「リーダーシップ」
のスキルを高めることで「短気」と「敵意」が抑えられ
精神的健康度が向上し，一方で「言語的攻撃」を高める
が精神的健康度には関連がないことが示唆された．加え
て，男女によってライフスキルや攻撃性に差があること，
さらに，ライフスキルの種類や性別によって，各ライフ
スキルが攻撃性に働きかけるプロセスが異なっている可
能性も示された．これらの知見から，大学生における攻
撃性の抑制や精神的健康の向上，加えて学校不適応の防
止を目指した教育的対策の一環として，ライフスキル教
育を取り入れたプログラムが有効であることが示唆され
た．さらにそれらの諸問題の解決を目的とする際には，
「計画性」，「情報要約力」，「自尊心」，「前向きな思考」，
「親和性」，「リーダーシップ」といった種類のライフス
キルの向上が有効であることが示唆された．加えて，ラ
イフスキル教育プログラムを実施する際には，向上が期
待されるスキルの種類や，性差について留意することが
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望ましいと考えられた．これらのことは，大学における
攻撃性に起因する諸問題に対する効果的なアプローチと
実施方法を検討する際に，有用な知見となり得る．

ただし，本研究における調査結果は横断的な量的調査
により得られたものであるため，明確な因果関係を説明
することが困難である点には留意すべきであろう．今後
は，縦断的な量的調査や質的調査等を用いて，大学生の
攻撃性の高まりを予防，低減し，精神的健康や豊かな人
間関係を形成していく過程をより詳細に明らかにしてい
く必要がある．
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Ⅰ．緒 言

一般的に体力は身体的要素と精神的要素に分類され，
両者は行動体力と防衛体力で構成される１）．文部科学省
の新体力テスト２）は身体的要素の行動体力を評価でき，
運動能力を構成する体力要素を評価できる．加えて新体
力テストは，運動能力としてだけでなく健康に関連する
体力要素が含まれていることから，体力と運動能力を特
に区別していない２）．文部科学省の平成２２年度全国体
力・運動能力，運動習慣等調査３）によると，子どもの体
力は，ここ数年で横ばいか緩やかな向上傾向を示してい
る．しかし，この調査が開始された１９６４年以降で体力水
準が最も高かった１９８５年と比較すると，依然として低い
水準であることが指摘されている．加えて，体力の高い
子どもとそうでない子どもの二極化傾向が顕著になって
きていることも報告されている４）５）．

成人では身体活動・体力が健康の保持増進に重要であ

ることが多くのエビデンスから明らかとなっている６）７）．
子どもにおいても身体活動・体力がメタボリックシンド
ロームのリスクを減少させること８）や抑うつ症状のリス
クを減少させる９）といった心身の健康に有用であること
が報告されている．近年では身体活動・体力と脳機能と
の関連に着目し，種々の認知課題１０）を用いて脳機能を評
価し，身体活動・体力との関連が検討されている．Hill-
manら１１）１２）のレビューでは身体活動・体力と認知機能に
は正の関連があり，身体活動・体力が脳の健康や認知機
能にポジティブな影響を及ぼす可能性を示唆している．
このように身体活動・体力が直接的に脳の健康や認知機
能に影響を及ぼす可能性があることから，体を動かすこ
とや体力を高めることが脳や認知機能の一つの側面とし
ての学力に効果的であると考えられている．学業成績は
学力の指標として用いられ，活発に身体活動を行ってい
る者や体力が高い者の学力を疫学的に検討する際に用い
られている．

中学生における体力と学業成績との関連
―岡山県の中学校２校を対象とした検討―
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physical fitness test involving eight items（hand grip strength, sit-ups, sit and reach, side-to-side jump, ２０-m
shuttle run, ５０-m dash, standing broad jump, and handball throw）was conducted to evaluate the fitness of
the subjects. The cumulative guidance record was used to evaluate academic achievement in the subjects of
Japanese, social studies, mathematics, science, music, art, physical education, technical course or home eco-
nomics, and English. The academic achievement in each subject was rated on a ５-point scale. Positive asso-
ciations were found between many items of physical fitness test and academic achievement. The total fitness
test score was modestly associated with physical education, whereas the other subjects had a weak positive
association. Among the males and females, the correlations of the２０-m shuttle run and side-to-side jump with
academic achievement score were higher than those of the other items of the physical fitness test.
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体力と学業成績との関連については，以前から日本国
内や諸外国で検討されており１３－２１），正の相関関係がある
ことが示唆されている．しかし，これまで体力の指標と
しては持久走による全身持久力を用いたものが多く，他
の体力要素を含めた検討はほとんどみられない．学力の
指標としては国語や数学の記述式テストによる学業成績
を用いたものが多く，知識の量といった学力の側面が中
心であった．本研究では，「関心・意欲・態度」，「思
考・判断」，「技能・表現」，「知識・理解」の四つの観点
で評価２２）され，１度のみのテストではなく１年間を通じ
た幅広い学力を評価している指導要録を学業成績として
用いた．さらに，国語や数学だけでなく音楽，美術，保
健体育，技術・家庭といった中学校の教育課程における
すべての教科を含めることで，より複合的な学力を評価
できると考えられる．また，体力と学業成績との関連に
おける性差については，小学生を対象にした研究を含め
ると性差は認められないという報告１４）１６－１８）がある一方で，
男子より女子でその関連が強いと報告している研
究１５）１９）２０）もいくつかあり，一致した見解は得られていな
い．

そこで本研究では，中学生を対象に文部科学省新体力
テスト８項目で評価した体力と指導要録９教科での評価
を指標とした学業成績との関連を検討することを目的と
した．

Ⅱ．方 法

１．対象者および調査期間
岡山県Ａ中学校の生徒１，１４４人および岡山県Ｂ中学校

の生徒１，２２８人の合計２，３７２人を対象者とした．そのうち，
すべての調査項目において欠損値のないＡ中学校の生徒
９５０人（男子：１年９８人，２年２５６人，３年１３７人，女子：
１年８６人，２年２４０人，３年１３３人）およびＢ中学校の生
徒１，０４６人（男子：１年２４０人，２年１１３人，３年２０２人，
女子：１年１９９人，２年１０９人，３年１８３人）の合計１，９９６
人（男 子：１年３３８人，２年３６９人，３年３３９人，女 子：
１年２８５人，２年３４９人，３年３１６人）を分析対象とした．

分析対象者は調査期間（Ａ中学校：２００５年度から２００８
年度の各学年（２００５年の３年，２００８年の１年を除く），
Ｂ中学校：２００９年度から２０１１年度の各学年）のうち，各
学年において同一の対象者が重複しないようにし，加え
て，各年度においていずれかの学年を選択し，各学年の
対象者数が最も多くなるようランダムに選択した．その
結果，Ａ中学校は２００５年の１年生，２００６年の３年生，
２００７年の２年生，２００８年の２年生を分析対象とした．Ｂ
中学校は２００９年の１年生および３年生，２０１０年の３年生，
２０１１年の１年生および２年生を分析対象とした．
２．調査項目
⑴ 身体的特徴

身長，体重からBMIおよび肥満度を算出した．BMIは
体重（kg）／身長２（m）により算出した．肥満度は田中ら２３）

の方法に基づき性別，年齢別，身長別に算出した標準体
重を用いて（実測体重－標準体重）／標準体重×１００（％）
により算出した．また，生年月から月齢を算出した．
⑵ 体力

本研究では「体力」という用語を狭義な意味で用いる．
すなわち，文部科学省の新体力テストで測定された８項
目の各測定結果あるいは総合得点を「体力」と定義した．
新体力テストの測定項目は握力，上体起こし，長座体前
屈，反復横跳び，２０mシャトルラン，５０m走，立ち幅跳
び，ハンドボール投げの８項目とした．また，新体力テ
スト実施要項に基づき総合得点を算出し，ＡからＥの５
段階で評価した．本研究では総合評価段階がＡおよびＢ
の生徒をＡ・Ｂ群，Ｃの生徒をＣ群，ＤおよびＥの生徒
をＤ・Ｅ群と３分類した．
⑶ 学業成績

指導要録の「各教科の学習の記録」に記載された９教
科（国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，
技術・家庭，英語）の５段階評定（以下，評定）を用い
た．評定は，観点別学習状況の絶対評価に基づいて，到
達度により１から５の５段階で評価される．１は「一層
努力を要すると判断されるもの」，２は「努力を要する
と判断されるもの」，３は「おおむね満足できると判断
されるもの」，４は「十分満足できると判断されるもの」，
５は「十分満足できると判断されるもののうち，特に高
い程度のもの」である．また，音楽，美術，保健体育，
技術・家庭の合計を４教科（以降，４教科と記す）とし，
国語，社会，数学，理科，英語の合計を５教科（以降，
５教科と記す），９教科の合計を全教科（以降，全教科
と記す）として算出した．本研究では，体力と学業成績
との関連を検討する際に，各学年男女において，５教科
の評定が２５%ile未満の生徒を相対的に学業成績が低い生
徒と定義した．ただし，前述したように指導要録の評定
は絶対評価に基づいて到達度により評価される．すなわ
ち，５教科２５%ile未満の生徒はあくまでも本研究の集団
内における相対的な位置に属することを意味する．
３．倫理的配慮

本研究を行うに際して，対象の学校長に対し調査の意
義，対象者の人権的配慮に関して十分に説明を行った上
で同意を得た．その上で学校の教職員の理解と協力を得
て，調査を実施した．なお，解析に用いたデータは，そ
のデータを入手した時点で，個人を識別することができ
る情報がすべて取り除かれ，その個人に関わりのない新
たな番号を付した連結不可能匿名化されたデータであっ
た．
４．分析方法

分析はすべて学年別，男女別に行った．体力や学業成
績には，体格や生まれ月といった発育，発達との関連が
報告されている２４）２５）．したがって，新体力テストと評定
との関連は，月齢と肥満度を制御変数とした偏相関分析
を行った．加えて，体力と学業成績との関連を検討し，
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Ａ・Ｂ群，Ｃ群，Ｄ・Ｅ群において相対的に学業成績が
低い生徒が出現するオッズ比を検討するために，体力と
学業成績の各変数をダミー変数とした．体力は「Ａ・Ｂ
群＝０，Ｃ群＝１，Ｄ・Ｅ群＝２」とし，学業成績は「５
教科２５%ile以上群＝０，５教科２５%ile未満群＝１」とし
た．そして，体力を目的変数，学業成績を説明変数とし
て多項ロジスティック回帰分析を行い，月齢，肥満度を
調整した５教科２５%ile未満群の５教科２５%ile以上群に対
するオッズ比（Odds Ratio：OR）および９５％信頼区間
（９５% Confidence Interval：９５%CI）を求めた．対象者
の身体的特徴，新体力テスト，評定におけるＡ・Ｂ群，
Ｃ群，Ｄ・Ｅ群の３群間の比較は，一元配置分散分析お
よびBonferroniの多重比較を行った．

対象者の身体的特徴，新体力テスト，評定の結果は平
均値±標準偏差で表し，新体力テスト総合評価段階の人
数分布の結果は人（％）で示した．統計処理は，IBM
SPSS Statistics Version ２０を用いて分析を行い，有意水
準は５％未満とした．

Ⅲ．結 果

１．対象者の身体的特徴，新体力テスト，評定の結果
表１に対象者の身体的特徴，新体力テスト，評定の結

果を学年別，男女別に示した．対象者の身長，体重は平
成２０年度の文部科学省学校保健統計調査２６）の全国平均値
と比較すると，男女ともにほぼ同等の値であった．新体
力テストの結果は，平成２０年度文部科学省体力・運動能
力調査２７）の全国平均値と比較すると，２０mシャトルラン
の男子２年で５．２回低く，３年では９．５回低かった．また，
女子１年，２年，３年ではそれぞれ６．９回，４．８回，９．８
回低かった．立ち幅跳びでは，女子３年で５．３cm短かっ
た．それ以外の項目では，男女ともに全国平均値と比較
してほぼ同等の値であった．新体力テスト総合得点は，
全国平均値と比較すると各学年，男女ともにほぼ同等の
値であった．

評定の結果は，男子の４教科が１年：１３．５±２．６，２
年：１３．２±２．９，３年：１４．０±２．８，５教科が１年：１６．８

表１ 対象者の身体的特徴，新体力テスト，評定の結果

１年 ２年 ３年
男子（ｎ＝３３８）女子（ｎ＝２８５） 男子（ｎ＝３６９）女子（ｎ＝３４９） 男子（ｎ＝３３９）女子（ｎ＝３１６）

年齢 （歳） １２．４± ０．５ １２．４± ０．５ １３．３± ０．５ １３．３± ０．５ １４．６± ０．５ １４．５± ０．５
月齢 （月） １５０．３± ３．４ １５０．２± ３．３ １６２．６± ３．５ １６２．８± ３．４ １７４．９± ３．４ １７４．３± ３．４
身長 （cm） １５４．８± ８．１ １５２．４± ５．７ １６１．７± ７．３ １５５．８± ５．１ １６６．１± ６．０ １５６．９± ５．０
体重 （kg） ４５．０±１０．１ ４２．８± ７．５ ５１．４±１１．１ ４７．６± ７．３ ５４．４± ９．８ ５０．０± ７．９
BMI （kg／m２） １８．６± ３．０ １８．４± ２．６ １９．５± ３．４ １９．６± ２．７ １９．７± ３．０ ２０．３± ３．０
肥満度 （％） －１．０±１４．６ －４．３±１３．０ １．５±１６．８ －１．３±１３．６ －２．０±１４．６ －０．８±１４．６

握力 （kg） ２５．６± ６．５ ２１．９± ３．９ ３１．５± ７．３ ２４．４± ４．２ ３５．４± ７．０ ２５．４± ４．２
上体起こし （回） ２４．２± ６．１ １９．６± ５．５ ２５．４± ５．８ １９．６± ５．８ ２８．４± ６．３ ２２．０± ６．３
長座体前屈 （cm） ４０．７± ９．５ ４２．３± ８．５ ４４．２± ９．７ ４４．２± ９．１ ４７．８±１０．７ ４７．５±１０．０
反復横跳び （回） ４８．６± ６．４ ４２．５± ５．７ ５２．５± ８．２ ４５．２± ６．４ ５５．１± ８．０ ４６．２± ７．９
２０mシャトルラン （回） ６９．３±２２．２ ４４．２±１７．６ ８２．４±２５．０ ５４．８±２２．６ ８４．５±２３．８ ４９．５±１８．５
５０m走 （秒） ８．３± ０．８ ９．０± ０．９ ７．８± ０．８ ８．７± ０．８ ７．５± ０．７ ８．８± ０．８
立ち幅跳び （cm） １８３．７±２３．３ １６４．１±２１．１ １９９．６±２８．２ １６６．９±２４．８ ２１３．５±２６．６ １６６．１±２４．２
ハンドボール投げ （m） １９．９± ４．８ １１．８± ３．４ ２２．５± ５．６ １３．１± ４．０ ２５．１± ５．９ １４．１± ４．４
総合得点 （点） ３６．０± ９．７ ４２．５±１０．０ ４３．６±１１．０ ４７．５±１１．９ ４９．６±１１．１ ４９．５±１１．９

国語 ３．４± ０．９ ３．８± ０．９ ３．２± ０．９ ３．５± ０．９ ３．２± １．０ ３．７± ０．９
社会 ３．５± １．０ ３．５± １．０ ３．５± １．０ ３．５± ０．９ ３．５± １．１ ３．７± １．０
数学 ３．３± ０．９ ３．３± ０．９ ３．４± １．０ ３．５± ０．８ ３．４± １．１ ３．４± １．０
理科 ３．４± ０．８ ３．４± ０．８ ３．５± １．０ ３．５± ０．８ ３．７± １．０ ３．７± ０．９
音楽 ３．３± ０．８ ３．８± ０．８ ３．３± ０．８ ３．７± ０．９ ３．６± ０．９ ４．１± ０．８
美術 ３．３± ０．７ ３．８± ０．８ ３．３± ０．８ ３．９± ０．８ ３．３± ０．８ ３．９± ０．９
保健体育 ３．３± ０．７ ３．３± ０．７ ３．５± ０．７ ３．６± ０．７ ３．６± ０．８ ３．６± ０．８
技術・家庭 ３．５± ０．８ ３．８± ０．９ ３．２± ０．７ ３．６± ０．８ ３．６± ０．９ ４．１± ０．８
英語 ３．３± １．０ ３．７± ０．９ ３．３± １．１ ３．４± １．０ ３．３± １．１ ３．５± １．０
４教科 １３．５± ２．６ １４．７± ２．５ １３．２± ２．９ １４．６± ２．７ １４．０± ２．８ １５．６± ２．５
５教科 １６．８± ４．１ １７．６± ４．１ １６．８± ４．５ １７．６± ４．０ １７．１± ４．９ １８．１± ４．４
全教科 ３０．３± ６．３ ３２．３± ６．３ ３０．１± ６．９ ３２．４± ６．２ ３１．１± ７．３ ３３．７± ６．５

数値：平均値±標準偏差
４教科：音楽，美術，保健体育，技術・家庭の合計 ５教科：国語，社会，数学，理科，英語の合計
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±４．１，２年：１６．８±４．５，３年：１７．１±４．９，全教科が
１年：３０．３±６．３，２年：３０．１±６．９，３年：３１．１±７．３
であった．女子では４教科が１年：１４．７±２．５，２年：
１４．６±２．７，３年：１５．６±２．５，５教 科 が１年：１７．６±
４．１，２年：１７．６±４．０，３年：１８．１±４．４，全教科が１
年：３２．３±６．３，２年：３２．４±６．２，３年：３３．７±６．５で
あった．
２．新体力テスト総合評価段階の人数分布

表２に新体力テスト総合評価段階の人数分布を学年別
男女別に示した．平成２０年度文部科学省体力・運動能力
調査２７）の全国平均値と比較すると，男子では人数分布の
割合がほぼ同等であった．女子では１年に関しては人数
分布の割合が全国平均値と比較してほぼ同等であったが，
２，３年においては，ＡおよびＢが全国平均値（２年：
Ａ２７．９％，Ｂ３５．１％，３年：Ａ２５．７％，Ｂ２９．６％）と比
較して低く，ＤおよびＥが全国平均値（２年：Ｄ１０．４％，
Ｅ１．８％，３年：Ｄ１３．５％，Ｅ１．６％）と比較して高かっ
た．
３．月齢と肥満度を制御変数とした新体力テストと評定
の偏相関分析の結果
表３―１，３―２には男女における月齢と肥満度を制御

変数とした評定と新体力テストの偏相関分析の結果を示
した．各教科評定と各体力項目との関連は，各学年男女
ともに多くの項目間で有意な相関関係が認められた．４
教科と総合得点（偏相関係数：男子１年０．３４２，２年
０．２２９，３年０．２７２，女子１年０．２７２，２年０．２６４，３年
０．３４３）との関連は，男女ともに偏相関係数が０．２２９から
０．３４３と低い関連であった．５教科と総合得点（偏相関
係数：男子１年０．２７３，２年０．１９２，３年０．１９８，女子１
年０．１３６，２年０．１７０，３年０．２２２）との関連は，男女と
もに偏相関係数が０．１３６から０．２７３とほとんど関連がない
か低い関連であった．全教科と総合得点（偏相関係数：
男子１年０．３１５，２年０．２２６，３年０．２３４，女子１年０．１９５，
２年０．２１３，３年０．２８１）との関連は，男女ともに偏相関
係数が０．１９５から０．３１５とほとんど関連がないか低い関連
であった．
４．新体力テスト総合評価段階別の身体的特徴，体力，
評定の結果
表４に新体力テスト総合評価段階別の身体的特徴の結

果を学年別，男女別に示した．身長は１年と２年の男女
においてＡ・Ｂ群がＤ・Ｅ群と比較して有意に高かっ
た．３年男子ではＡ・Ｂ群がＣ群と比較して有意に高
かった．体重は２年女子でＡ・Ｂ群とＣ群がＤ・Ｅ群と
比較して有意に重かった．３年男子ではＡ・Ｂ群がＣ群
と比較して有意に重かった．BMIは２年女子でＣ群が
Ａ・Ｂ群，Ｄ・Ｅ群と比較して有意に高かった．３年男
子ではＤ・Ｅ群がＣ群と比較して有意に高く，３年女子
ではＤ・Ｅ群がＡ・Ｂ群と比較して有意に高かった．肥
満度は１年男女，３年女子においてＤ・Ｅ群がＡ・Ｂ群
と比較して有意に高く，２年と３年男子においてＤ・Ｅ
群がＣ群と比較して有意に高かった．また，２年女子で
はＣ群がＡ・Ｂ群，Ｄ・Ｅ群と比較して有意に高かった．

表５には新体力テスト総合評価段階別の体力の結果を
学年別，男女別に示した．各学年男女ともに，５０m走以
外の項目でＡ・Ｂ群はＣ群，Ｄ・Ｅ群と比較して有意に
高く，Ｃ群はＤ・Ｅ群と比較して有意に高かった．一方，
５０m走は各学年男女ともに，Ｄ・Ｅ群はＡ・Ｂ群，Ｃ群
と比較して有意に高く，Ｃ群はＡ・Ｂ群と比較して有意
に高かった．

表６には新体力テスト総合評価段階別の評定の結果を
学年別，男女別に示した．１年女子では保健体育と４教
科のみにおいて，Ａ・Ｂ群がＤ・Ｅ群と比較して有意に
評定が高かった．また，２年男子の技術・家庭と英語，
２年女子の美術，３年男子の社会と美術以外の教科にお
いて，各学年男女ともにＡ・Ｂ群はＤ・Ｅ群と比較して
有意に評定が高かった．

表７には体力と学業成績との関連として，５教科２５%
ile未満群の５教科２５%ile以上群に対するORと９５%CIを
示した．Ａ・Ｂ群を基準とした各体力群の有意なOR（９５
%CI）は１年男子Ｄ・Ｅ群３．２０（１．４８―６．９２），２年男子
Ｄ・Ｅ群１．９２（１．０１―３．６４），２年女子Ｄ・Ｅ群２．４１
（１．２３―４．７４），３年女子Ｃ群２．２７（１．１２―４．５８），３年女
子Ｄ・Ｅ群２．８６（１．４０―５．８５）であった．

Ⅳ．考 察

本研究では，中学生を対象に体力と学業成績との関連
を検討した．加えて，体力が低い中学生に着目するため
に，新体力テストによる総合評価段階から対象者を３分

表２ 新体力テスト総合評価段階の人数分布

１年 ２年 ３年
男子

（ｎ＝３３８）
女子

（ｎ＝２８５）
男子

（ｎ＝３６９）
女子

（ｎ＝３４９）
男子

（ｎ＝３３９）
女子

（ｎ＝３１６）

総
合
評
価
段
階

Ａ ２６（ ７．７） ６３（２２．１） ５２（１４．１） ８３（２３．８） ７３（２１．５） ７４（２３．４）
Ｂ ８０（２３．７） １０３（３６．１） ９９（２６．８） １０７（３０．７） ９６（２８．３） ７８（２４．７）
Ｃ １１９（３５．２） ７８（２７．４） １２６（３４．１） ９７（２７．８） ９８（２８．９） ８７（２７．５）
Ｄ ９０（２６．６） ３９（１３．７） ６５（１７．６） ４８（１３．８） ６０（１７．７） ６０（１９．０）
Ｅ ２３（ ６．８） ２（ ０．７） ２７（ ７．３） １４（ ４．０） １２（ ３．５） １７（ ５．４）

数値：人（％）

４１７笹山ほか：中学生における体力と学業成績との関連
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表４ 新体力テスト総合評価段階別の身体的特徴の結果

男 子 女 子

①Ａ・Ｂ群 ②Ｃ群 ③Ｄ・Ｅ群 ｐ値 ①Ａ・Ｂ群 ②Ｃ群 ③Ｄ・Ｅ群 ｐ値

１
年

（ｎ＝１０６） （ｎ＝１１９） （ｎ＝１１３） （ｎ＝１６６） （ｎ＝７８） （ｎ＝４１）
身長 （cm） １５６．９± ８．１１５４．２± ８．５１５３．４± ７．３ ＊①＞②＞③ １５３．０± ５．６１５２．３± ５．８１５０．１± ５．１ ＊①＞③
体重 （kg） ４５．３± ８．３ ４４．５± ９．５ ４５．２±１２．２ n.s. ４２．９± ７．１ ４２．６± ７．８ ４３．５± ８．５ n.s.
BMI （kg／m２） １８．３± ２．０ １８．６± ２．６ １９．０± ３．９ n.s. １８．３± ２．３ １８．３± ２．８ １９．２± ３．０ n.s.
肥満度（％） －３．８± ９．７ －０．９±１２．８ １．５±１９．１ ＊③＞① －５．２±１１．８ －４．９±１３．９ ０．９±１５．０ ＊③＞①

２
年

（ｎ＝１５１） （ｎ＝１２６） （ｎ＝９２） （ｎ＝１９０） （ｎ＝９７） （ｎ＝６２）
身長 （cm） １６３．９± ６．６１６１．８± ７．０１５７．９± ７．４ ＊①＞②＞③ １５６．４± ４．９１５６．１± ４．８１５３．６± ５．５ ＊①②＞③
体重 （kg） ５２．７± ８．０ ５０．４± ９．５ ５０．６±１６．２ n.s. ４７．６± ６．２ ４９．５± ８．４ ４４．９± ７．９ ＊①②＞③
BMI （kg／m２） １９．５± ２．２ １９．２±２．７ ２０．０± ５．３ n.s. １９．５± ２．３ ２０．３± ３．０ １９．０± ３．１ ＊②＞①③
肥満度（％） ０．６±１０．７ －０．５±１３．６ ５．７±２６．０ ＊③＞② －２．３±１１．４ ２．３±１５．１ －４．１±１５．８ ＊②＞①③

３
年

（ｎ＝１６９） （ｎ＝９８） （ｎ＝７２） （ｎ＝１５２） （ｎ＝８７） （ｎ＝７７）
身長 （cm） １６７．０± ５．７１６５．１± ５．９１６５．４± ６．７ ＊①＞② １５７．６± ５．０１５６．５± ５．０１５６．０± ５．１ n.s.
体重 （kg） ５５．０± ７．４ ５２．３± ９．０ ５６．０±１４．４ ＊①＞② ４９．２± ６．８ ５０．２± ７．５ ５１．４±１０．０ n.s.
BMI （kg／m２） １９．７± ２．２ １９．１± ２．８ ２０．３± ４．４ ＊③＞② １９．８± ２．２ ２０．５± ３．１ ２１．１± ３．９ ＊③＞①
肥満度（％） －２．３±１０．７ －４．１±１４．０ １．７±２１．３ ＊③＞② －３．４±１０．８ ０．１±１４．６ ３．３±１９．４ ＊③＞①

数値：平均±標準偏差， ＊：p＜０．０５， n.s.：not significant

表５ 新体力テスト総合評価段階別の体力の結果

男 子 女 子

①Ａ・Ｂ群 ②Ｃ群 ③Ｄ・Ｅ群 ｐ値 ①Ａ・Ｂ群 ②Ｃ群 ③Ｄ・Ｅ群 ｐ値

１

年

（ｎ＝１０６） （ｎ＝１１９） （ｎ＝１１３） （ｎ＝１６６） （ｎ＝７８） （ｎ＝４１）
握力 （kg） ３０．４± ６．６ ２５．３± ４．９ ２１．６± ４．７ ＊ ２３．２± ３．９ ２０．５± ２．３ １９．５± ３．４ ＊
上体起こし （回） ２９．４± ３．９ ２４．６± ４．７ １９．０± ４．６ ＊ ２２．１± ５．０ １７．５± ４．０ １３．５± ３．２ ＊
長座体前屈 （cm） ４７．６± ７．５ ４１．１± ７．２ ３３．９± ８．５ ＊ ４５．０± ８．１ ３９．５± ７．２ ３６．９± ８．１ ＊
反復横跳び （回） ５４．０± ４．１ ４９．１± ４．０ ４３．１± ５．７ ＊ ４５．２± ４．３ ４０．４± ４．０ ３５．９± ６．３ ＊
２０mシャトルラン（回） ８７．０±１７．１ ７０．４±１５．７ ５１．５±１８．４ ＊ ５２．７±１６．０ ３６．０±１２．０ ２５．２± ８．１ ＊
５０m走 （秒） ７．７± ０．５ ８．２± ０．５ ８．９± ０．７ † ８．７± ０．４ ９．３± ０．５ １０．１± １．８ †
立ち幅跳び （cm）２０５．５±１５．６ １８１．３±１３．９ １６５．８±２０．７ ＊ １７５．５±１５．５ １５５．２±１３．３ １３４．７±１５．４ ＊
ハンドボール投げ（m） ２４．０± ３．８ ２０．１± ３．５ １６．０± ３．６ ＊ １３．４± ３．０ １０．２± ２．３ ８．２± ２．２ ＊
総合得点 （点） ４７．２± ５．３ ３６．１± ２．７ ２５．５± ４．３ ＊ ４９．３± ６．３ ３６．３± ２．６ ２７．１± ４．１ ＊

２

年

（ｎ＝１５１） （ｎ＝１２６） （ｎ＝９２） （ｎ＝１９０） （ｎ＝９７） （ｎ＝６２）
握力 （kg） ３６．０± ６．０ ３０．５± ５．６ ２５．３± ６．１ ＊ ２５．９± ４．０ ２３．７± ３．９ ２０．９± ３．０ ＊
上体起こし （回） ２９．６± ３．７ ２４．７± ４．１ １９．５± ４．８ ＊ ２２．５± ４．５ １７．４± ４．８ １４．３± ５．７ ＊
長座体前屈 （cm） ４９．２± ７．５ ４４．５± ８．２ ３５．７± ９．１ ＊ ４６．９± ８．２ ４３．１± ８．９ ３７．７± ８．３ ＊
反復横跳び （回） ５７．５± ６．４ ５２．３± ４．６ ４４．６± ８．３ ＊ ４８．６± ４．７ ４３．１± ４．８ ３７．９± ５．４ ＊
２０mシャトルラン（回） １００．２±１６．７ ７９．４±１９．４ ５７．３±１９．３ ＊ ６８．１±１９．２ ４３．６±１３．３ ３１．５±１３．５ ＊
５０m走 （秒） ７．２± ０．４ ７．８± ０．４ ８．７± １．０ † ８．２± ０．５ ９．０± ０．５ ９．８± １．０ †
立ち幅跳び （cm）２１８．８±１８．８ １９９．３±１６．２ １６８．６±２６．５ ＊ １８２．５±１６．４ １５８．２±１２．５ １３２．７±１８．８ ＊
ハンドボール投げ（m） ２６．４± ３．９ ２１．８± ４．１ １７．１± ４．６ ＊ １５．４± ３．６ １１．３± ２．２ ８．７± ２．０ ＊
総合得点 （点） ５３．９± ５．２ ４１．８± ２．８ ２９．１± ５．９ ＊ ５６．４± ６．７ ４１．４± ２．９ ２９．８± ６．０ ＊

３

年

（ｎ＝１６９） （ｎ＝９８） （ｎ＝７２） （ｎ＝１５２） （ｎ＝８７） （ｎ＝７７）
握力 （kg） ３８．９± ６．５ ３３．０± ５．４ ３０．１± ５．３ ＊ ２７．１± ３．９ ２４．３± ４．０ ２３．２± ３．４ ＊
上体起こし （回） ３２．１± ３．９ ２６．９± ５．１ ２１．９± ６．０ ＊ ２６．４± ４．６ ２０．０± ４．３ １５．７± ４．０ ＊
長座体前屈 （cm） ５３．６± ８．３ ４４．１± ９．９ ３９．２± ８．４ ＊ ５２．０± ９．３ ４５．５± ９．３ ４０．９± ７．４ ＊
反復横跳び （回） ５９．９± ５．６ ５３．５± ５．４ ４６．１± ７．１ ＊ ５１．４± ６．０ ４４．０± ５．６ ３８．３± ５．５ ＊
２０mシャトルラン（回） ９６．４±１８．８ ８１．９±１９．１ ６０．１±２０．５ ＊ ６２．０±１５．６ ４４．２±１０．５ ３０．７± ９．９ ＊
５０m走 （秒） ７．１± ０．４ ７．６± ０．４ ８．３± ０．８ † ８．３± ０．５ ８．９± ０．５ ９．７± ０．６ †
立ち幅跳び （cm）２２９．３±１８．３ ２０７．２±１７．０ １８４．９±２６．６ ＊ １８２．７±１６．４ １５９．１±１７．９ １４１．３±１７．４ ＊
ハンドボール投げ（m） ２８．５± ４．９ ２３．３± ４．３ １９．５± ４．４ ＊ １６．６± ３．９ １３．２± ３．７ １０．３± ２．６ ＊
総合得点 （点） ５８．６± ５．８ ４５．４± ２．９ ３４．２± ６．１ ＊ ５９．７± ６．０ ４５．５± ２．９ ３３．７± ５．０ ＊

数値：平均±標準偏差， ＊：ｐ＜０．０５（①＞②＞③） †：ｐ＜０．０５（③＞②＞①）

４１９笹山ほか：中学生における体力と学業成績との関連



表６ 新体力テスト総合評価段階別の評定の結果

男 子 女 子

①Ａ・Ｂ群 ②Ｃ群 ③Ｄ・Ｅ群 ｐ値 ①Ａ・Ｂ群 ②Ｃ群 ③Ｄ・Ｅ群 ｐ値

１

年

（ｎ＝１０６） （ｎ＝１１９） （ｎ＝１１３） （ｎ＝１６６） （ｎ＝７８） （ｎ＝４１）
国語 ３．７±０．９ ３．４±０．９ ３．１±０．８ ＊①＞②＞③ ３．８±０．９ ３．９±１．０ ３．７±１．０ n.s.
社会 ３．７±０．９ ３．５±０．９ ３．２±０．９ ＊①②＞③ ３．４±０．９ ３．５±１．１ ３．５±１．０ n.s.
数学 ３．６±０．９ ３．３±０．９ ３．０±１．０ ＊①②＞③ ３．４±０．９ ３．４±０．９ ３．２±０．９ n.s.
理科 ３．５±０．８ ３．３±０．８ ３．２±０．９ ＊①＞③ ３．４±０．８ ３．５±０．９ ３．４±０．９ n.s.
音楽 ３．６±０．８ ３．３±０．７ ３．２±０．８ ＊①＞②③ ３．９±０．８ ３．９±０．８ ３．６±０．８ n.s.
美術 ３．６±０．７ ３．３±０．７ ３．１±０．８ ＊①＞②③ ３．９±０．８ ３．８±０．８ ３．６±０．９ n.s.
保健体育 ３．６±０．７ ３．４±０．７ ３．０±０．６ ＊①＞②＞③ ３．４±０．７ ３．２±０．６ ３．１±０．４ ＊①＞③
技術・家庭 ３．７±０．８ ３．６±０．８ ３．３±０．９ ＊①②＞③ ３．８±０．８ ３．８±０．９ ３．５±１．０ n.s.
英語 ３．７±１．０ ３．３±０．９ ３．０±１．１ ＊①＞③ ３．７±０．９ ３．７±０．９ ３．４±０．９ n.s.
４教科 １４．４±２．５ １３．５±２．２ １２．５±２．６ ＊①＞②＞③ １５．０±２．５ １４．７±２．４ １３．８±２．５ ＊①＞③
５教科 １８．１±３．９ １６．９±３．８ １５．５±４．２ ＊①②＞③ １７．６±４．０ １７．８±４．４ １７．１±４．２ n.s.
全教科 ３２．６±６．０ ３０．４±５．７ ２８．０±６．５ ＊①＞②＞③ ３２．６±６．１ ３２．６±６．６ ３０．９±６．５ n.s.

２

年

（ｎ＝１５１） （ｎ＝１２６） （ｎ＝９２） （ｎ＝１９０） （ｎ＝９７） （ｎ＝６２）
国語 ３．４±０．８ ３．２±１．０ ２．８±１．０ ＊①②＞③ ３．６±０．８ ３．６±０．９ ３．２±０．９ ＊①②＞③
社会 ３．７±１．０ ３．５±１．０ ３．２±１．０ ＊①②＞③ ３．６±０．９ ３．６±０．９ ３．３±１．０ ＊①＞③
数学 ３．６±１．０ ３．４±１．０ ３．２±１．０ ＊①＞③ ３．６±０．８ ３．５±０．８ ３．３±０．９ ＊①＞③
理科 ３．６±０．９ ３．５±１．０ ３．２±１．０ ＊①＞③ ３．６±０．８ ３．５±０．８ ３．３±０．８ ＊①＞③
音楽 ３．５±０．８ ３．３±０．８ ３．１±０．８ ＊①＞③ ３．８±０．８ ３．９±０．９ ３．４±０．９ ＊①②＞③
美術 ３．４±０．９ ３．３±０．８ ３．１±０．８ ＊①＞③ ３．９±０．８ ４．０±０．８ ３．７±０．８ n.s.
保健体育 ３．９±０．７ ３．４±０．７ ３．１±０．６ ＊①＞②＞③ ３．９±０．７ ３．４±０．５ ３．２±０．６ ＊①＞②＞③
技術・家庭 ３．２±０．７ ３．２±０．８ ３．１±０．７ n.s. ３．７±０．７ ３．６±０．８ ３．３±０．７ ＊①②＞③
英語 ３．３±１．０ ３．４±１．１ ３．０±１．１ n.s. ３．５±１．０ ３．５±０．９ ３．１±１．１ ＊①＞③
４教科 １３．８±２．７ １３．２±３．０ １２．３±２．８ ＊①＞③ １５．０±２．６ １４．５±２．４ １３．３±２．８ ＊①②＞③
５教科 １７．６±４．２ １６．９±４．６ １５．４±４．６ ＊①②＞③ １８．０±３．８ １７．７±３．８ １６．１±４．３ ＊①②＞③
全教科 ３１．５±６．５ ３０．０±７．０ ２７．８±６．９ ＊①＞③ ３３．３±６．０ ３２．５±５．７ ２９．７±６．７ ＊①②＞③

３

年

（ｎ＝１６９） （ｎ＝９８） （ｎ＝７２） （ｎ＝１５２） （ｎ＝８７） （ｎ＝７７）
国語 ３．４±１．０ ３．１±０．９ ３．０±１．０ ＊①＞②③ ３．９±０．９ ３．７±０．９ ３．３±０．８ ＊①②＞③
社会 ３．６±１．１ ３．４±１．１ ３．３±１．０ n.s. ３．９±１．０ ３．７±１．０ ３．２±１．０ ＊①②＞③
数学 ３．６±１．１ ３．２±１．１ ３．１±１．１ ＊①＞②③ ３．７±０．９ ３．４±１．０ ３．０±０．９ ＊①②＞③
理科 ３．９±０．９ ３．５±１．０ ３．４±１．０ ＊①＞②③ ４．０±０．９ ３．７±０．９ ３．３±０．９ ＊①②＞③
音楽 ３．７±０．８ ３．５±０．９ ３．４±０．９ ＊①＞③ ４．２±０．７ ４．２±０．８ ３．７±０．７ ＊①②＞③
美術 ３．４±０．８ ３．３±０．９ ３．１±０．８ n.s. ４．０±０．８ ３．９±０．９ ３．６±０．８ ＊①＞③
保健体育 ３．９±０．７ ３．４±０．７ ３．０±０．７ ＊①＞②＞③ ４．０±０．７ ３．４±０．６ ３．０±０．６ ＊①＞②＞③
技術・家庭 ３．７±０．８ ３．５±０．９ ３．３±０．９ ＊①＞③ ４．２±０．８ ４．１±０．８ ３．８±０．８ ＊①＞③
英語 ３．５±１．１ ３．２±１．１ ３．０±１．２ ＊①＞③ ３．７±１．０ ３．６±１．０ ３．１±０．９ ＊①②＞③
４教科 １４．７±２．５ １３．８±２．８ １２．８±２．８ ＊①＞②③ １６．４±２．３ １５．５±２．４ １４．２±２．２ ＊①＞②＞③
５教科 １８．０±４．９ １６．４±４．８ １５．９±４．８ ＊①＞②③ １９．１±４．２ １８．１±４．３ １５．９±４．１ ＊①②＞③
全教科 ３２．７±７．１ ３０．２±７．３ ２８．７±７．２ ＊①＞②③ ３５．５±６．２ ３３．６±６．４ ３０．１±５．９ ＊①②＞③

数値：平均±標準偏差， ＊：p＜０．０５ n.s.：not significant
４教科：音楽，美術，保健体育，技術・家庭の合計 ５教科：国語，社会，数学，理科，英語の合計

表７ 体力と学業成績との関連 ―５教科２５%ile未満群の５教科２５%ile以上群に対するオッズ比と信頼区間―

１年 ２年 ３年
男子†（ｎ＝３３８） 女子†（ｎ＝２８５） 男子†（ｎ＝３６９） 女子†（ｎ＝３４９） 男子†（ｎ＝３３９） 女子†（ｎ＝３１６）
OR（９５%CI） OR（９５%CI） OR（９５%CI） OR（９５%CI） OR（９５%CI） OR（９５%CI）

Ａ・Ｂ群 １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００
Ｃ群 １．２１（０．５３―２．７８） １．００（０．５１―１．９９） １．３０（０．７０―２．４０） ０．９２（０．４６―１．８５） １．５９（０．８４―３．００） ２．２７（１．１２―４．５８）＊

Ｄ・Ｅ群 ３．２０（１．４８―６．９２）＊ １．１２（０．４６―２．６９） １．９２（１．０１―３．６４）＊ ２．４１（１．２３―４．７４）＊ １．８１（０．９０―３．６４） ２．８６（１．４０―５．８５）＊

†：月齢，肥満度を調整
＊：p＜０．０５
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類し，３群間の学業成績を比較した．学業成績は指導要
録の９教科５段階評定を用いて検討を行った．
１．体力と学業成績との関連

本研究と同様に中学生を対象とした先行研究では，体
力と学業成績との間に正の相関関係が認められている．
Dwyerら１４）は７，９６１人のオーストラリアの子ども（７歳
から１５歳）を対象に，学業成績（５段階）と体力（１．６
km走，５０m，上体起こし，立ち幅跳び）との関連を検
討している．その結果，本研究と同様の年齢にあたる１３
歳から１５歳の男女において，学業成績と体力との間に
１．６km走は順位相関係数（ρ）＝－０．１２～－０．１８，５０m
はρ＝－０．１３～－０．１９，上体起こしはρ＝０．１２～０．２０，
立ち幅跳びはρ＝０．１０～０．２７の範囲で有意な相関関係が
認められている．このことは本研究と同様の結果であり，
本研究と評価方法が異なるため単純に比較できないが，
本研究では学業成績（５教科）と体力との間に，２０mシャ
トルランは偏相関係数（ｒ）＝０．１７３～０．３７９，５０m走は
ｒ＝－０．１４１～－０．２２９，上体起こしはｒ＝０．１１３～０．２４０，
立ち幅跳びはｒ＝０．１０８～０．１９７の範囲で男女ともに有意
な相関関係が認められている．また，Grissom１５）はアメ
リカの子ども８８４，７１５人（５th，７th，９th grade）を対象に
体力（体力テスト得点）と学業成績（reading：ｒ＝０．１８６，
mathematics：ｒ＝０．２１７）との関連を報告している．
本研究でも，体力（総合得点）と国語（男子：１年ｒ＝
０．２５２，２年ｒ＝０．２２８，３年ｒ＝０．１９６，女子：２年ｒ
＝０．１７０，３年ｒ＝０．１９５），数学（男子：１年ｒ＝０．２５６，
２年ｒ＝０．１５７，３年ｒ＝０．１９２，女子：１年ｒ＝０．１７２，
２年ｒ＝０．１６５，３年ｒ＝０．２１６）との間に有意な相関関
係が認められたことから，先行研究と同様の結果であっ
た．加えて，Welkら１６）はアメリカの子ども３６，８３５人（３th，
４th，５th ，６th，７th，８th，９th，１０th，１１th，１２th grade）を対
象に体力（１mile走）と学業成績（Texas Assessment
of Knowledge and Skills：reading，writing，math，
science，social studiesの科目を含む標準化された学力
テスト）との関連を検討している．日本の中学生にあた
る７th，８th，９th gradeの体力と学業成績との関連はρ＝
０．１５～０．２５程度の範囲であり，本研究では２０mシャトル
ランと５教科（男子ｒ＝０．２５７～０．３７９，女子：ｒ＝０．１７３
～０．２３５）との関連は同程度かやや高い結果であった．

体力と学業成績との関連における性差については，先
述したように男子より女子でその関連が強いと報告して
いる研究１５）１９）２０）があり，体力と学業成績との間には男女
によりその関連の程度が異なる可能性がある．しかし，
本研究では全体的にそのような傾向はみられず，性差は
認められないという先行研究１４）１６－１８）を支持した．これら
のことから，本研究の結果は先行研究と同様に，体力と
学業成績との間に有意な正の相関関係が認められたが，
先行研究も含め相関係数は低かった．したがって，本研
究の結果から体力全体としては学業成績（５教科以外も
含む）に関連があるかどうか判然としないが，その中で

２０mシャトルラン及び反復横跳びについては，他の体力
項目に比して前述の学業成績との間に若干の関連が見ら
れることが明らかとなった．また，相関係数が高くな
かった原因としては，体力と学業成績との間に多くの交
絡変数がありそれらの影響により相関係数が低くなった
可能性が考えられる．
２．体力が低い中学生の学業成績について

本研究の結果から，新体力テスト総合評価段階Ｄ・Ｅ
群の中学生はＡ・Ｂ群の中学生と比較して，１年生女子
では４教科において，１年生男子，２・３年生男女では
４教科，５教科，全教科の評定が有意に低かった．また，
ロジスティック回帰分析の結果から，Ａ・Ｂ群に対して
Ｄ・Ｅ群では１年生男子，２年生男女，３年生女子にお
いて５教科２５%ile未満群の５教科２５%ile以上群に対する
有意なオッズ比が示された．これらのことから，中学生
において相対的に体力が低い中学生は，学業成績が低い
ことが示唆された．

体力と学業成績との関連を説明するメカニズムとして
Hillmanら１１）は運動が脳に与える影響について研究をレ
ビューしており，運動が脳機能の向上に効果的であるこ
とを報告している．その詳細なメカニズムに関しては，
未だ不明瞭な点があり現在も継続して検討されている段
階であるが，齧歯動物における研究では，運動が脳の神
経細胞の成長や学習，記憶に関する神経システムに有効
であることが明らかとなっている２８）２９）．ヒトを対象とし
た研究では，電気生理学的手法を用いて脳の働きを非侵
襲的に評価すると，運動に伴い脳の活性に明らかな変化
をもたらしていることが報告されている３０）．その変化は
大脳辺縁系の一部である前帯状皮質（学習，記憶に関連）
も含まれている．実験室レベルの研究ではHillmanら３０），
Buckら３１），Pontifexら３２）が子どもを対象に体力と認知機
能の関連を検討しており，体力が高い子どもは認知機能
が優 れ て い る こ と を 示 唆 し て い る．Trudeau &
Shephardら３３）も身体活動と学業成績，脳との関連をレ
ビューした結果，身体活動に伴う脳血流増加の結果とし
て，覚醒度の増加や脳における神経伝達物質の増加，そ
して脳の可塑性に影響する脳由来神経栄養因子
（BDNF：神経細胞の発生，成長，維持を促進する物
質）の増加がその関連を説明するメカニズムとして挙げ
ている．特に海馬におけるBDNFの増加は記憶や学習に
おいて重要な役割を果たすと考えられ，これらの知見は
体力と学業成績との関連を説明する可能性がある．加え
て，運動の神経生理学的効果以外に学業成績が高い生徒
は食事，運動，休養といった基本的生活習慣が整ってい
る可能性が考えられる．野々上ら３４）は中学生を対象に生
活習慣および自覚症状と学業成績について検討しており，
朝食の摂取や睡眠時間，運動時間，テレビ視聴時間等の
幅広い生活習慣項目を調査し，それらの項目と学業成績
に関連があることを報告するとともに，疲労の自覚症状
愁訴数が多いほど学業成績が低いことを報告している．
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また，服部ら３５）は中学生を対象に授業中の居眠りの有無
と学業成績を検討した結果，居眠りがないと答えた者に
比べ居眠りがあると答えた者は学業成績が低く，さらに
居眠りがあると答えた者は「ねむけ感」や「不安定感」，
「だるさ感」といった自覚症状の訴え数が高く，睡眠時
間は短かった．これらのことから，体力と学業成績との
関連を説明するメカニズムの可能性として，運動の神経
生理学的効果以外に基本的生活習慣の違いによって，本
研究においても体力と学業成績との間に正の相関関係が
認められたのかもしれない．同様に，体力の総合評価段
階別の学業成績において，相対的に体力が低い生徒の学
業成績が低かったことは，運動を含めた生活習慣の様々
な側面において適切ではなかった可能性が考えられ，そ
のような生活習慣が身体的，精神的側面に影響を及ぼし，
結果として学業成績が低くなった可能性が考えられる．

中学生における身体活動と体力との関連については成
人ほど明確に明らかにされていないが，正の相関関係が
認められることが報告されている３６）３７）．先述したHillman
ら１１），Trudeau & Shephardら３３）のレビューでは，「身体
活動は学業成績を妨げない」といった考え方を述べてお
り，その背景には運動による直接的な脳に対する神経生
理学的効果に加え，社会的に学力テストの結果が重要視
される状況の中，学校カリキュラムの体育的活動に費や
す時間が減少あるいは除外されていることにある．本研
究の結果は，体力と学業成績との関連において正の相関
関係が認められたものの，その相関係数は低く，判然と
しなかった．しかし，成人における身体活動，体力が身
体的，精神的側面に有効であることを踏まえると，成人
の身体活動，体力につながる可能性のある中学生におい
て身体活動の促進を行い，結果として体力を高めること
は重要であることが考えられた．

Ⅴ．本研究の限界

本研究のデザインは横断研究であるため，体力と学業
成績との関連を示したに過ぎず，両者の因果関係を説明
することはできない．また，学業成績には経済的要因が
関連しているという報告３８）があるが，本研究ではその要
因を調整することができておらず，両者の関連に歪みが
生じている可能性がある．そのほか，本研究では２校の
中学校を対象としているが，体力と学業成績との関連に
おいて，学校の要因や地域の要因が関連していることを
否定することができない．これらのことから，本研究の
結果を一般化し，すべての中学生においてあてはめるこ
とはできないことに注意する必要がある．しかし，
１，９９６人という比較的大きなサンプルサイズを用いて，
様々な体力項目と日本の中学校教育課程における様々な
教科との関連を検討している点は極めて貴重であると考
える．

Ⅵ．ま と め

本研究では中学生１，９９６人（男子１，０４６人，女子：９５０
人）を対象に，新体力テスト８項目で評価した体力と指
導要録９教科で評価した学業成績との関連を検討した．
また，対象者を新体力テストの総合評価段階により３分
類し，３群間の学業成績を比較した結果，以下のことが
明らかとなった．
１．新体力テスト総合得点と５教科評定（月齢と肥満度

を制御変数とした男女の偏相関係数：１年男女それぞ
れ０．２７３，０．１３６，２年男女それぞれ０．１９２，０．１７０，３
年男女それぞれ０．１９８，０．２２２）との関連は，男女とも
に有意な正の相関関係が認められた．

２．体力（総合得点）は多くの教科との関連において有
意な相関関係が認められ，男女ともに保健体育が中程
度の関連を示し，それ以外の教科は低い関連を示した．

３．体力（総合得点）と学業成績（全教科）との関連に
おける性差は，全体的には認められなかった．

４．体力によって分類したＡ・Ｂ群，Ｃ群，Ｄ・Ｅ群の
３群間の学業成績の比較は，１年女子以外の各学年男
女ともにすべての教科において，Ｄ・Ｅ群がＡ・Ｂよ
り有意に低かった．
以上のことから，体力と学業成績との関連は多くの項

目間で正の相関関係が認められたが，その相関係数は低
く，体力全体としては学業成績に関連があるかどうか判
然としなかった．その中で２０mシャトルランおよび反復
横跳びについては，他の体力項目に比して学業成績との
間に若干の関連が見られることが明らかとなった．今後
においては，体力および学業成績に関連する様々な交絡
変数を調整し縦断的に検討することが課題である．
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Ⅰ．はじめに

わが国の養護教諭の制度１）２）は，明治３８（１９０５）年に岐
阜県の学校でトラコーマ対策として学校看護婦が置かれ
たことから始まる．昭和４（１９２９）年に，学校看護婦は
学校職員であると宣言され，昭和１６（１９４１）年に，学校
看護婦は養護訓導となり，昭和２２（１９４７）年に養護訓導
は「養護教諭」と改称された．現在は平成２０（２００８）年
中央教育審議会答申において，養護教諭は学校保健活動
の推進に当たって中核的な役割を担うことが求められて
いる．養護教諭免許は，教育職員免許法で基準が決めら
れており，教育職員として位置付けられている．

一方諸外国では，アメリカ合衆国３－５），イギリス６）７）な

どで看護師免許に基づく専門職として位置付けられてい
るスクールナース（以下SN）や，中華人民共和国８－１１），
大韓民国９）１０）などで養護教諭と類似した職員が学校に置
かれている．しかし州や地域ごとに差があり全ての学校
に配置されているわけではない．

オーストラリア連邦（以下豪州）のSNの起源は私立
学校の寮で生活する寮生の世話を看護師が担当したこと
にあり，SN配置は徐々に寮のない私立学校にも広がっ
たとされている．豪州の私立学校にはSNが配置されて
いる学校があるが，公立学校におけるSN制度は州によ
り異なる．ニューサウスウェールズ州（以下NSW州）１２）１３）

とサウスオーストラリア州１４）の公立学校には，SN配置
の制度はない．両州では，学校教職員への救急処置免許

オーストラリア連邦のスクールナースの役割
―ニューサウスウェールズ州における調査から―
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This paper aims to clarify the role of school nurses in the state of New South Wales（NSW）in Australia
by comparing the job duties of school nurses in NSW with those of Yogo teachers in Japan. The question-
naire survey was conducted in２００６ and the subjects were ４４ school nurses at private schools in NSW and
２２Yogo teachers at private schools in Prefecture A in Japan. The findings show that the school nurses were
aware of the following two job duties： １）first aid in the school and ２）management of the school health
room. In private schools in NSW, not only school nurses but also school counselors, health agencies, contrac-
tors, and pertinent guardians are involved in promoting healthcare in the school. On the other hand, in addi-
tion to first aid in the school and management of the school health room, Yogo teachers in Japan were aware
of several additional job duties such as health education, health counseling in the school, etc.
A comparison of the findings showed that the school nurses in NSW played the role of nursing profession-

als, but unlike Yogo teachers in Japan, they were less involved in additional job duties such as health educa-
tion and health counseling in the school. In conclusion, school nurses in NSW in Australia play a more singu-
lar but significant role as nursing professionals, while Yogo teachers function more as members of the teach-
ing staff who are responsible for all types of activities related to children’s health.
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の保有を義務づけており，救急処置は教職員が行ってい
る．健康相談についてはスクールカウンセラーを兼務す
る教諭が行っている．さらに，学校は子どもの健康問題
について必要に応じて外部保健機関と連携している．ビ
クトリア州１５）１６）にはSN制度，西オーストラリア州１７）には
School Health Nurse（以下SHN）と呼ばれるナース制
度がある．両州のSN，SHNは，プライマリスクールで
は学校を訪問し子どもの健康診断などを行い，セカンダ
リスクールでは，生徒や学校に対して健康についての相
談や教育などを行い，ビクトリア州のSNに限り生徒に
対し救急処置も行っている．また，両州のSN，SHN制
度における一部のサービスは私立学校でも受けることが
できる．クイーンズランド州には，救急処置は行わず，
健康教育を専門的に扱うSchool Based Youth Health
Nurse（以下SBYHN）制度があり，公立のセカンダリ
スクール全校に配置されている１８）．このように，豪州の
SN制度は，公立学校と私立学校，また州により様々で
ある．

豪州のSN，SHN，SBYHNは看護師免許に基づく専門
職である．また所属について，私立学校ではそれぞれの
学校がSNを採用し管轄するが，公立学校では，地域の
保健行政機関が学校にSN，SHN，SBYHNを派遣している．

NSW州は，豪州東南部に位置する州で，同国最初の
英国入植地である．NSW州は最も人口が多く，工業が
進んでいる州であり，州都のシドニーは豪州最大都市で
ある１９）．２００６年のNSW州における学校数は公立学校
２，１８７校，私立学校９１２校であり，豪州の州の中で学校数
が，一番多い２０）．さらにNSW州にはSNの自主的な組織
であるSchool Nurses Association of NSW（以下SNA of
NSW）がある．そこで今回，SNA of NSWのメンバー
であるNSW州私立学校のSNの職務を明らかにし，さら
にSNとわが国Ａ県私立学校の養護教諭の職務の特徴を
とらえ，それを比較検討したので報告する．

Ⅱ．対象および方法

１．対象の選定
１）SNの選定

SNA of NSWは１９８１年にSNの専門的組織として設立
され，学校社会全体への基本的なヘルスケアに対して基
準を設けることを目的としている．SNA of NSWは地域
行政の組織ではなく，SN自らが立ち上げた組織である
ことが特徴であり，活動としては職務ガイドラインの作
成や専門的な研修などを行っている．一人職であるSN
が仲間とともに職務について助け合い，お互いの専門知
識や技術を高め合うことのできる組織である２１）．SNA
of NSWの会員数は，約２５０名（２００６年）である．今回，
SNA of NSWが年に一度開催するSchool Nurse Confer-
enceに参加したSNから調査協力を得た．

２）養護教諭の選定
わが国の養護教諭は免許法により規定された教育専門

職である．しかし，公立学校では養護教諭は地域の教育
委員会に所属しており，私立学校ではそれぞれの学校に
所属するという特徴がある．私立学校の養護教諭は，学
校から独自に採用されているNSW州のSNの形態と同様
といえ，本研究におけるSNの比較対象として適してい
る．Ａ県の私立学校は，中高一貫校も含まれていること，
また，養護教諭は公立学校養護教諭と共同し，独自の職
務マニュアルを作成し，定期的に研修も行っているなど，
自主的な組織を運営していることも同様である．そこで，
Ａ県私立学校の養護教諭をNSW州私立学校SNの比較対
象とした．
２．アンケート調査
１）調査対象，調査方法および調査時期

SNA of NSW主 催 の 豪 州 シ ド ニ ー に お け る２００６
School Nurse Conferenceに参加したNSW州私立学校の
SN８８名のうち，同意の得られたSN４４名を対象とし，質
問紙法による無記名式で，主に選択肢法とした．調査時
期は２００６年１月のSchool Nurse Conference会期中に調
査票を配布し，留置法で回収した．さらにわが国Ａ県私
立学校全２３校の養護教諭２３名のうち，同意の得られた養
護教諭２２名を対象とし，質問紙郵送法による調査を行っ
た．調査時期は２００６年１０月～１１月で，調査内容はSNと
同様とした．
２）調査内容
⑴ 対象の属性：「学校種」，「全校児童生徒数」，「SNま

たは養護教諭配置数」，「スクールカウンセラー配置
数」，「学校医の有無」とした．

⑵ 職務内容：「自らの職務として考える職務内容」１３
項目，「長い時間を要すると考える職務内容」１３項目，
「子どもと接する上で求められる職務内容」１３項目に
ついて調査した．調査項目については，文部科学省の
「養護教諭の職務内容等について」２２）と，「新養護概
説」２）を参考に，養護教諭が日常的に行っている職務内
容をとりあげ，項目として作成した．また，NSW州
とＡ県の比較を行うために表１に併記した．以下，略
語は表１に基づき表記する．さらに「よく連携する人」
８項目についても調査した．

⑶ 勤務状況：SNと養護教諭には，「１日の勤務時間」，
SNには，「勤務校での２４時間配置の有無」と「勤務日
数」を調査した．

⑷ 満足度と保有資格・習得したい技術：「SNと養護教
諭の満足度」，「保有資格」，「習得したい技術・知識」
について調査した．「保有資格」，「習得したい技術」
については自由記述とし，KJ法により類似の職務ご
とに分類した．

３）統計処理
SNと養護教諭における頻度の比較には独立性の検定

を行い，χ２検定を用いた．データの解析には表計算ソ
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フトExcel，統計ソフトSPSS１２．０Jを用い，危険率５％
未満を有意とした．
３．SNA of NSWとＡ県学校保健会養護部会の職務ガ
イドラインの比較
NSW州私立学校SNとＡ県養護教諭が自主的に作成し

た職務ガイドラインを比較した．調査年のガイドライン
であるSNA of NSW作成の「Guidelines for School Nurs-
ing３rd edition」２００４年版２１）と，同様にＡ県学校保健会養
護部会作成の「学校保健必携～養護教諭マニュアル～」
１９９４年版２３）を対象とし，「目次の記載内容」，「目次の各
項目ページ数の全ページ数に対する割合」を抽出し，比
較した．
４．SNの面談調査

SN２名を対象とし，直接面談法により調査を行った．
対象者は２００６年当時のSNA of NSWの会長と事務局長で
あり，２人はSNC運営委員を兼任していた．そのうち会
長は「Guidelines for School Nursing３rd edition」２００４年
版の編集委員であった．調査時期は２００６年１月のSNC会
期中とした．インタビュー内容は「SNについて」，「ス
クールカウンセラーについて」，「学校環境衛生につい
て」であり，自由に語ってもらった．インタビュー時間
は３０分程度とした．
５．倫理的配慮

NSW州のSNへはSNC主催者に，またＡ県の養護教諭
へは学校長に研究代表者が研究の主旨を説明し許可を得
た．その上で，SNおよび養護教諭には，研究の主旨を
口頭および文書を用いて説明し，参加は自由であること，
調査の結果は個人が特定されることはなくプライバシー
を守ることを説明し，同意を得られた場合，回答を求めた．

Ⅲ．結 果

１．アンケート調査
１）対象校の属性（表２）

SN８８名のうち回収できた４４名（回収率５０．０％），養護
教諭２３名のうち調査できた２２名（回収率９５．７％）を対象
とした．

NSW州のSNとＡ県養護教諭の勤務している学校の校
種について，NSW州は「プライマリ」と回答したのは
２名（４．５％），「セカンダリ」２１名（４７．７％），「プレか
らセカンダリ一貫校」１０名（２２．７％），「プライマリから
セカンダリ一貫校」１０名（２２．７％）であり，Ａ県は，「高
校」１６名（７２．７％），「中高一貫校」６名（２７．３％）であった．
「全校児童生徒数」は，NSW州平均９８６±４５４名（最小

２００名，最大２，０００名），Ａ県平均８５９±４１１名（最小２５０名，
最大１，５３０名）であった．NSW州１学校あたりのSN配
置数は平均２．９±２．１名（最小１名，最大８名）であり，
SNの勤務体制は，フルタイム，パートタイム，特定曜
日勤務を含み，複数制や交代制で勤務するSNもいた．
Ａ県の養護教諭配置数は平均１．２±０．４名（最小１名，最
大２名）であった．
「スクールカウンセラーの配置」では，「配置あり」と

回答したのはNSW州３７名（８４．１％），Ａ県１０名（４５．５％）
であり，NSW州の割合が高かった．「学校医の配置」は，
「配置あり」と回答したのはNSW州３１名（７０．５％），Ａ
県は２２名であり，全校に配置されていた．
２）職務内容
「自らの職務として考える」と回答した項目（複数回

答）（図１）について，SNの認識として割合が高かった
項目は，「救急処置」４３名（９７．７％），「保健室経営」４１
名（９３．２％）であった．養護教諭は「学校保健情報」，「ア

表１ 職務内容の調査項目と略語

職

務

内

容

・自らの職務として
考えるもの

・長い時間を要する
と考えるもの

・子どもと接する上
で求められるもの

ニューサウスウェールズ（NSW）州 Ａ 県 略 語

・collecting health condition related to school
・health examination
・afterward guidance
・first aid
・infection control
・activity for health counseling
・environmental health in school
・health education
・care of disabled students
・providing health information for the teach-

ers who do health education
・managing the sick room
・joining the school health committee
・office work

・学校保健情報の把握
・健康診断
・健康診断の事後処置
・救急処置
・感染症の予防
・健康相談
・学校環境衛生
・保健指導・学習
・障害を持つ生徒への対応
・一般教員が行う保健教育

や活動への協力活動
・保健室経営
・学校保健委員会への参加
・事務処理

・学校保健情報
・アセスメント／健診
・事後処置
・救急処置
・感染症予防
・HC／健康相談
・学校環境衛生
・保健教育
・障害生徒への対応

・一般教員への協力

・保健室経営
・組織活動
・事務処理

注）項目の作成については，文部科学省：養護教諭の職務内容等について．Available at：http:／／www.mext.go.jp／b_menu／
shingi／chousa／shotou／０２９／shiryo／０５０７０５０１／s００７.htm. Accessed May１０, ２０１３を参考にした．また，下線で示した項目に
ついては，釆女智津江：新養護概説，少年写真新聞社，２０１２を参考に項目に付け加えた．
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セスメント／健診」，「事後処置」，「救急処置」，「感染症
予防」，「HC／健康相談」，「保健教育」，「保健室経営」，
「事務処理」がそれぞれ２２名（１００．０％）であり，「学校
環境衛生」は２０名（９０．９％）と自らの職務として高い認
識であった．SNと養護教諭の割合を比較した結果，「学
校保健情報」（ｐ＜０．０１），「アセスメント／健診」（ｐ＜
０．０１），「事後処置」（ｐ＜０．０１），「HC／健康相談」（ｐ
＜０．０１），「学校環境衛生」（ｐ＜０．０１），「保健教育」（ｐ
＜０．０１），「事務処理」（ｐ＜０．０１），「感染症予防」（ｐ＜
０．０５）はSNが有意に低かった．
「長い時間を要すると考える職務内容」（図２）につい

て，SNは，「救急処置」３４名（７７．３％）と，職務の中で
最も長い時間を要すると考えており，続いて「保健室経
営」２１名（４７．７％）であった．養護教諭は，「事後処置」
１２名（５４．５％），「事務処理」１１名（５０．０％），「HC／健
康相談」９名（４０．９％）であった．「救急処置」と「保
健室経営」はSNが有意に高かった（ｐ＜０．０１）．一方で，
「事後処置」（ｐ＜０．０１），「HC／健康相談」（ｐ＜０．０１），
「事務処理」（ｐ＜０．０５）はSNに比して養護教諭が有意
に高かった．
「子どもと接する上で求められる職務内容」（図３）に

ついて，SNは，「救急処置」が３６名（８１．８％）であった．
養護教諭は，「HC／健康相談」２１名（９５．５％），「救急処
置」１９名（８６．４％）が高い結果であった．「事後処置」，
「HC／健康相談」，「保健教育」，「障害生徒への対応」
はSNが有意に低かった（ｐ＜０．０１）．
「よく連携する人」の結果を図４に示す．「子ども」は

SNの方が養護教諭より有意に「よく連携する人」であ
り（ｐ＜０．０５），「教師」は養護教諭の方がSNより有意
に「よく連携する人」であった（ｐ＜０．０１）．
３）勤務状況

それぞれのSNと養護教諭「１日の勤務時間」は，SN
平均９．３±３．３時間（最短４．２時間，最長２４時間），養護教
諭９．４±０．９時間（最短８時間，最長１１時間）であった．
SNの最長２４時間勤務は，寮生活も含めた支援を行うSN
で，２４時間体制の交代型勤務によるものであった．

SNについて「勤務校でのSNの２４時間配置の有無」は，
「２４時間配置あり（フルタイム，パートタイム，特定曜
日のSNを含む）」と回答したSNは８名（１８．１％）であっ
た．「SNの勤務日数」は，「５日／週」と回答したSNは２４
名（５４．５％）とほぼ半数が平日毎日勤務していた．
４）満足度と保有資格・習得したい技術
「SNと養護教諭の満足度」（図５）について，SNは「満

足」が４１名（９３．２％），「どちらでもない」２名（４．５％），
「満足でない」０名（０．０％）であった．養護教諭は「満
足」が１５名（６８．２％），「どちらでもない」，「満足でない」
がそれぞれ３名（１３．６％）であった．
「保 有 資 格」に つ い て，SNは 看 護 師 の 免 許４４名

（１００．０％），養護教諭は養護教諭の免許２２名（１００．０％）
を基礎資格として保有していた．保有資格の回答内容を
「医療系の資格」，「救急処置の資格」，「精神衛生・カウ
ンセリングの資格」，「教員免許」，「その他の資格」に分
類した．SNが挙げた資格について，「医療系の資格」に
は保健師，助産師，保健医療の学位，スポーツ外傷，超

表２ 対象校の属性
ｎ（％）

ニューサウスウェールズ（NSW）州 Ａ 県

校種 校種

プライマリ
セカンダリ
プレ～セカンダリ
プライマリ～セカンダリ
その他

２（ ４．５）
２１（ ４７．７）
１０（ ２２．７）
１０（ ２２．７）
１（ ２．３）

高校
中高一貫

１６（ ７２．７）
６（ ２７．３）

総数 ４４（１００．０） 総数 ２２（１００．０）

スクールナース配置数 養護教諭配置数

１人
２人
３～４人
５～６人
７～８人
無回答

１５（ ３４．１）
８（ １８．２）

１０（ ２２．７）
７（ １５．９）
３（ ６．８）
１（ ２．３）

１人
２人

１８（ ８１．８）
４（ １８．２）

総数 ４４（１００．０） 総数 ２２（１００．０）

他職種の配置 他職種の配置

スクールカウンセラー
学校医

３７（ ８４．１）
３１（ ７０．５）

スクールカウンセラー
学校医

１０（ ４５．５）
２２（１００．０）
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音波技師，予防接種の資格，学校スクリーニングの資格，
子どもと家族の健康（Child＋Family Health Certificate），
眼科（Ophthalmic Course），心肺に関する資格（Cardio
Thoracic ２ nd Certificate）， 労働衛生（Occupational
Health Nurses Certificate）があり，「救急処置の資格」
には救急処置，心肺蘇生があり，「教員免許」には教員
免許，「精神衛生・カウンセリングの資格」には精神衛
生の学位，カウンセリングの資格があり，「その他の資
格」にはスポーツ科学の学位があった．養護教諭が挙げ
た資格の，「医療系の資格」には看護師，保健師，看護
教諭，衛生管理者があり，「救急処置の資格」には日赤
救急法救急員と日赤救急法指導員があり，「精神衛生・
カウンセリングの資格」にはカウンセラー３級，思春期
カウンセラー，産業カウンセラーがあり，「教員免許」
には保健体育と保健の教員免許，「その他の資格」には
リクリエーションコーディネーターがあった．

SNは「医療系の資格」が２３名と多く，続いて「救急
処置の資格」が６名，「精神衛生・カウンセリングの資

格」と「教員免許」が２名であった．養護教諭は「医療
系の資格」が９名，「教員免許」が７名と多く，「精神衛
生・カウンセリングの資格」が４名，「救急処置の資格」
が２名であった．
「習得したい技術・知識」について，自由記述をまと

めた結果，回答内容を「医療・栄養学」，「救急処置」，
「精神衛生・カウンセリング」，「教育」，「情報処理」，
「その他」に分類した．SNが挙げた技術について，「医
療・栄養学」には青年期の健康についての知識，予防接
種，小児科看護，保健師，目の健康，糖尿病の管理，病
気の理解，喘息についての資格，アナフィラキシーにつ
いての資格があり，「救急処置」には救急処置，「精神衛
生・カウンセリング」には精神衛生の知識とカウンセリ
ング技術，「教育」には教員免許，子どもたちと学校へ
の教育の提供，教育の技術があり，「情報処理」にはコ
ンピュータ技術，「その他」にはアウトドアリクリエー
ションの資格，時間管理があった．養護教諭が挙げた技
術について，「医療・栄養学」には栄養学，スポーツ医

注）χ２検定 ＊p＜０．０５，＊＊p＜０．０１
図１ 自らの職務として考える職務内容

注）χ２検定 ＊p＜０．０５，＊＊p＜０．０１
図２ 長い時間を要すると考える職務内容
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学の技術・知識があり，「救急処置」には救急処置，ス
ポーツ選手に対する救急処置があり，「精神衛生・カウ
ンセリング」にはカウンセリング技術，心理学，カラー
セラピー，音楽セラピーがあり，「教育」には特別支援
と保健指導，「情報処理」には情報処理，「その他」には

コミュニケーションスキルがあった．
SNは「医療・栄養学」が１６名と多く，「教育」３名，

「情報処理」３名であり，養護教諭は「精神衛生・カウ
ンセリング」が１０名，「救急処置」が８名，「医療・栄養
学」２名，「教育」２名であった．

注）χ２検定 ＊＊p＜０．０１
図３ 子どもと接する上で求められる職務内容

注）χ２検定 ＊p＜０．０５，＊＊p＜０．０１
図４ よく連携する人

図５ SNと養護教諭の満足度
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２．SNA of NSWとＡ県学校保健会養護部会の職務ガ
イドラインの比較
目次の項目について，NSW州は表３に，Ａ県は表４

に併記した．各項目ページ数の全ページ数に対する割合
について，NSW州は「アセスメントとフローチャート」
５１ページ（３７．８％），「学校保健センター（保健室）」２６
ページ（１９．３％），「健康増進活動」９ページ（６．７％）
であった．Ａ県は「保健教育」９７ページ（２１．５％）であ
り，「健康診断」５６ページ（１２．４％），「疾病予防と管理」
５４ページ（１１．９％），「学校安全」４７ページ（１０．４％）が
それぞれ１割程度であった．全ページ数について，
NSW州は１３５ページ，Ａ県は４５２ページであった．
３．SNの面談調査

面談を行った２名のSNの勤務年数は１６年と２０年で
あった．
「SNについて」の内容は，「豪州におけるSNのはじま

り」，「SNの条件と専門職としてのバックグラウンド」，
「学校への配置の状況」であった．インタビューの内容
をまとめると，元々豪州私立学校のSNの起源は私立学
校の寮で生活する寮生の世話を看護師が担当したことに
あり，SN配置は徐々に寮のない私立学校にも広がった
歴史がある．看護師免許（Registered Nurse）の保有が
SNとしての条件である．多くのSNは看護師として病院
勤務を経験した後，学校に勤務している．NSW州のSN
は私立学校にのみ配置されており，公立学校には配置さ
れていないことがインタビューから得られた内容であっ
た．
「スクールカウンセラーについて」の内容は，「豪州に

おけるスクールカウンセラーの特徴」，「学校への配置の
状況」であった．インタビューの内容をまとめると，豪
州のスクールカウンセラーは大きく二つに分けることが
できる．大学で教育学を学んだ後に大学院でスクールカ
ウンセラーの資格を取る教育系のものと，心理学出身の
臨床心理士がスクールカウンセラーになる心理系のもの
がある．公立学校には教育系のスクールカウンセラーが
配置されており，私立学校には教育系と心理系のスクー
ルカウンセラーが配置されているが，州・直轄区，地域，
学校により配置状況は異なっていることが，インタ
ビューから得られた内容であった．
「学校環境衛生について」の内容は，学校施設の清掃

や衛生管理，安全点検等は業者が請け負っていることが，
インタビューから得られた．

Ⅳ．考 察

１．豪州のSN制度の特徴
豪州のSNの起源は私立学校の寮で生活する寮生の世

話を看護師が担当したことにあり，SN配置は徐々に寮
のない私立学校にも広がったという特徴がある．本調査
のNSW州対象校の中で，SNを２４時間配置している学校
は１８％であった．SNの２４時間配置は寮生のためであり，

SNの寮生への支援は現在も大きいと考えられる．
調査対象の１校あたりのSN配置数はパートタイムと

フルタイム，特定曜日のSNを含め１名から８名であっ
た．複数制や交代制で配置する学校もあるため，SN配
置数には幅があった．また，SNの１日の勤務時間は４．２
時間から２４時間であり，１週間あたりの勤務日数も様々
であった．豪州の学校は州・直轄区によって異なってお
り，教育課程方針，校長人事，予算編成に関して学校が
大きな裁量を持つことからも２４）２５），SNの配置形態や勤務
形態も多様であったと考えられる．
２．SNと養護教諭の職務についての比較

SNの特徴として，自らの職務として考える職務内容
（図１）について，９０％以上のSNが，「救急処置」と「保
健室経営」を挙げ，長い時間を要すると考える職務内容
（図２）について，７７％のSNが「救急処置」，４８％が「保
健室経営」を挙げ，子どもと接する上で求められる職務
内容（図３）について，８２％のSNが「救急処置」を挙
げており，SNは「救急処置」と「保健室経営」をそれ
ぞれ高い割合で意識していた．２００８年のNSW Centre
for the Advancement of Adolescent HealthとSNA of
NSWの共同調査２６）によると，１日に行う職務内容につ
いて，SNは時間を割く割合を「臨床的ケア」５７％，「ヘ
ルスカウンセリング」１３％，「ヘルスプロモーション」
７％と意識しており，SNは健康相談や健康教育にも時
間をとっているが，救急処置に長い時間を費やすとして
いた．この結果は本調査と同じ傾向であり，SNは看護
に関わる内容を意識していることが理解できた．SNガ
イドライン（表３）においての全ページ数に対する割合
は，「アセスメントとフローチャート」３８％，「学校保健
センター（保健室）」１９％と，アセスメントと保健室に
関するページ数が多くを占めた．また，保有資格と取得
したい技術・知識についてもSNは「医療系の資格」，「医
療・栄養学」の項目を多く挙げた．これらのことから，
SNは子どもの健康課題への対応や保健室の管理といっ
た直接的，医療的なものを主な職務としており，看護職
として自らの職務を捉えていることが理解できた．

養護教諭の特徴として，自らの職務として考える職務
内容（図１）について，養護教諭は，全員が「救急処置」，
「保健室経営」の他に「健康相談」や「保健教育」など
７項目を自らの職務として捉えていた．長い時間を要す
ると考える職務内容（図２）について，養護教諭は「事
後処置」，「事務処理」をそれぞれ５０％以上挙げており，
割合が高かった．わが国では定期健康診断が法で義務づ
けられており，毎年全国すべての学校で実施されている．
子どもと接する上で求められる職務内容（図３）では，
養護教諭は「救急処置」の他に「健康相談」が９６％と割
合が高く，このことは取得したい技術・知識で，「精神
衛生・カウンセリング」が一番多く挙げられたことから
も，養護教諭は「健康相談」を強く意識していることが
理解できた．平成９（１９９７）年保健体育審議会答申で，

４３１山内ほか：オーストラリア連邦のスクールナースの役割



表３ NSW州スクールナースのガイドライン 目次とページ数
ページ数（％）

Section１ INTRODUCTION イントロダクション
About the School Nurses Association of
NSW
Role of the school nurse
Job description for school nurse

School Nurses Association of NSW
について
スクールナースの役割
スクールナースの職務内容

５（ ３．７）

Section２ EMERGENCY
NUMBERS 緊急時の連絡先

Emergency contacts
Metropolitan area health services
Rural area health services
Burns units NSW
Child protection
Other important numbers

緊急時の連絡機関
都市圏の保健機関
地方の保健機関
NSW地域の医療機関
児童保護
その他の重要な機関

５（ ３．７）

Section３ PROFESSIONAL
OBLIGATIONS

専門的な職務（倫理
を含む）

Code of professional conduct
Consent to healthcare
Student health records
Emergency planning
Relevant circulars available from NSW
health
Other useful publications

専門的行為の規約
保健行為について保護者の同意を得
ること
児童生徒の健康手帳
危機への対応策
NSW healthからの関連情報
その他の有用な出版物

５（ ３．７）

Section４ THE SCHOOL
HEALTH CENTRE

学校保健センター
（保健室）

Requirements for a school health cen-
tre
Record keeping
School health centre management
Reports／Charts：

Epilepsy-Seizure observation record,
Epilepsy-student information record,
Head injury card, Maintenance chart
for school medical centre, Medical ad-
vice form, Medical history and consent
form（Boarder）, Medical history and
consent form（Day student）, Medica-
tion chart, Meditacion orders, Notifica-
tion of change to medication, Student
accident ／ incident report, Student
health record

学校保健センターに必要な設備・備
品
記録
学校保健センターの経営
レポート／チャート：

てんかん―発作の記録，てんかん―
児童生徒の情報記録，頭部外傷カー
ド，学校保健センターの整備チャー
ト，医療助言フォーム，保健調査と
同意書（寮生），保健調査と同意書
（自宅生），薬物療法チャート，薬
物療法の指示書，薬物療法変更の通
知書，児童生徒の事故／出来事の記
録，児童生徒の健康手帳

２６（１９．３）

Section５ INFECTION CON-
TROL 感染予防

Standard precautions
Work practices to prevent disease
transmission
What to do in the event of a needlestic
injury
Non-clinical aspects of infection control
Relevant circulars available from NSW
health

スタンダードプレコーション
SNのための伝染病予防のための職
務実践
針からの傷害への対処
感染予防の設備・備品
NSW healthからの関連情報

６（ ４．４）

Section６ MEDICATIONS 薬物管理

Duty of care
Definitions
Administering medication
Self-administered medication
Acquisition of medication and supply
Prescribing and authorisation＊

Drug storage
Drug recall
Relevant circulars available from NSW
health
Other useful publications

ケアする義務
定義
薬物療法の管理
個人での薬物療法の管理
薬物の準備
処方と許可
薬の管理
欠陥のある薬の回収
NSW healthからの関連情報
その他の有用な出版物

８（ ５．９）

Section７
REFERRAL TO
HEALTH CARE
PROVIDERS

専門家への委託

Hospital
General practitioner
Dentist
Psychiatrist
Psychologist
Podiatrist／Physiotherapist／Dietician
School counsellor or pastoral carer

病院
開業医
歯科医
精神科医
心理学者
足病学者／理学療法士／栄養士
スクールカウンセラーまたは相談員

３（ ２．２）

Section８ HEALTH PROMO-
TION 健康増進活動

Immunisation＊

Health education
Sport injury prevention
Travel tips

予防接種
保健教育
スポーツ外傷・傷害の予防
安全な旅行にするための情報提供

９（ ６．７）

Section９
ASSESSMENT
AND MANAGE-
MENT CHARTS

アセスメントとフ
ローチャート

Index of assessments
Emergency assessment
Assessment aids
Charts

もくじ
緊急時のアセスメント
アセスメントに役立つ情報
図

５１（３７．８）

Section１０ CONTACTS AND
RESOURCES

連絡と参考文献・資
料

Index of contacts and resources １７（１２．６）

計１３５（１００．０）
注１）％は全体のページ数に対する割合を示している
注２）authorisation＊，Immunisation＊：オーストラリア連邦では「z」を「s」と表記する
出展：School Nurses Association of NSW：Guidelines for School Nursing３rd edition, Harvest Communication,２００４
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表４ Ａ県養護教諭マニュアル 目次とページ数
ページ数（％）

第１章 学校保健と養護教諭
第１節 学校保健

１ 学校教育と学校保健
２ 学校保健関係職員の役割
３ 学校保健安全計画

１８（ ４．０）
２９（ ６．４）

第２節 養護教諭の職務
１ 制度と沿革
２ 職務の構造
３ 執務計画

１１（ ２．４）

第２章 執務の実際

第１節 保健室経営

１ 保健室の目的
２ 保健室の経営
３ 保健室の環境整備
４ 諸表簿の整理
５ 異動時の引き継ぎ

１３（ ２．９）

３０２（６６．８）

第２節 健康診断

１ 健康診断の意義
２ 健康診断の種類
３ 児童生徒の定期健康診断
４ 臨時健康診断
５ 就学時健康診断
６ 職員の健康診断

５６（１２．４）

第３節 健康観察
１ 健康観察の意義と目的
２ 健康観察の実際
３ 健康観察の活用

９（ ２．０）

第４節 健康相談活動 １ 健康相談
２ ヘルスカウンセリング ２８（ ６．２）

第５節 救急処置
１ 学校における救急処置
２ 救急処置計画
３ 救急処置の実際
４ 参考図書・文献

３６（ ８．０）

第６節 疾病予防と管理
１ 学校における疾病の管理
２ 疾病の理解
３ 予防と管理の実際

５４（１１．９）

第７節 学校安全
１ 学校安全計画の立案と実施
２ 安全教育
３ 安全管理
４ 学校安全活動のチェックポイント

４７（１０．４）

第８節 環境衛生 １ 学校環境衛生
２ 学校と公害 ９（ ２．０）

第９節 学校保健組織活動
１ 学校保健委員会
２ 児童生徒保健委員会
３ 校内職員保健委員会
４ PTA保健部会

２０（ ４．４）

第１０節 盲・聾・養護学校教育
１ 盲・聾・養護学校教育の機関
２ 対象児童生徒の判別基準と教育措置
３ 盲・聾・養護学校への就学手続き
４ 心身に障害のある児童生徒の健康診断の方法

１４（ ３．１）

第１１節 学校保健統計
１ 学校における健康情報
２ 学校保健統計に関連する情報の種類
()付 情報処理の研修について

１６（ ３．５）

第３章 保健教育

第１節 保健学習
１ 保健学習の目標
２ 保健学習の単元
３ 学習指導内容

４（ ０．９）

９７（２１．５）

第２節 保健指導

１ 保健指導の目標
２ 保健指導の機会
３ 保健指導における養護教諭の役割
４ 保健指導年間計画の作成
５ 集団指導
６ 個別指導
７ 広報活動

２０（ ４．４）

第３節 学校行事における安全管理と保
健指導

１ 儀式的行事
２ 学芸的行事
３ 健康安全・体育的行事
４ 遠足（旅行）・集団宿泊的行事
５ 勤労生産・奉仕的行事

１３（ ２．９）

第４節 性教育
１ 性教育の目標と内容
２ 性教育の指導計画
３ 養護教諭の役割
４ 各学校種別での指導例

６０（１３．３）

第４章 関係執務

第１節 日本体育・学校健康センター

１ 設立と目的
２ 業務
３ 契約
４ 掛金
５ 異動の報告
６ 給付の対象となる災害の範囲と給付金額
７ 給付金の支払請求
８ 医療費支給額の算定方法
９ 訪問看護療養費について
１０ 給付金の制限について

１３（ ２．９）

１６（ ３．５）

第２節 地方公共団体の援助及び国の補
助

１ 援助の対象となる者及び疾病
２ 学校における治療の指示
３ 医療に要する費用の範囲
４ 援助の方法
５ 学校における留意事項

３（ ０．７）

〈付録〉関係法令
１ 法体系
２ 保健管理の根拠（法令及び国の通知通達）
３ 保健教育の根拠

８（ １．８） ８（ １．８）

計４５２（１００．０）４５２（１００．０）
％は全体のページ数に対する割合を示している
出典：岡山県学校保健会養護部会：学校保健必携～養護教諭マニュアル～，１９９４
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従来の職務に加えて心や体の両面に対応する健康相談活
動や健康の現代的課題への積極的な取り組みなど新たな
役割が示されており，養護教諭は心身両面への対応や保
健教育に対する意識が高いと考えられる．養護教諭マ
ニュアル（表４）においても，その内容として「保健教
育」，「健康診断」，「疾病予防と管理」，「学校安全」が多
くのページ数を占めていた．養護教諭は学校保健全体を
職務として捉えていることが分かった．

SNと養護教諭が共通して意識していたのは，「救急処
置」と「保健室経営」であった．一方で，SNと養護教
諭が異なる点として，SNは養護教諭に比べ，「救急処
置」，「保健室経営」以外の項目は，意識が低かった．「ヘ
ルスカウンセリング」について，NSW州のSNの行うヘ
ルスカウンセリングの主な内容は，「頭痛」，「かぜ症状」，
「ウィルス」，「けが」，「腹痛」といった医療的なもので
あり，こころの面でのカウンセリングはほとんどされて
いない２６）．豪州のスクールカウンセラーは相談内容を
「友人関係」，「進路などの個人的な内容」，「薬物乱用」，
「妊娠など青少年の問題行動」などとし，身近なものか
ら深刻なものまで幅広く対応している１４）．本調査の
NSW州とＡ県対象校での，スクールカウンセラーの配
置率について，NSW州は８４％の学校がスクールカウン
セラーを配置しており，Ａ県の４６％に比べ高かった．相
談内容と配置状況から，非常勤で配置されているわが国
のスクールカウンセラーより，常勤で教師として配置さ
れている豪州のスクールカウンセラーは学校での存在意
義が大きいと考えられる１４）．SNにとって，スクールカ
ウンセラーの配置は，「ヘルスカウンセリング」を主要
な職務として捉えていない理由の一つであると推察され
る．「事後処置」について，豪州では定期健康診断は実
施されておらず，健康の管理は主に保護者が行っている
こと１４），「学校環境衛生」については，学校施設の清掃，
衛生管理，安全点検等は業者が請け負っていることが，
SNが養護教諭に比べ職務としての意識が低い要因とし
て考えられる．さらに，豪州では，地域の保健機関の存
在が大きい１４）．性の問題や薬物問題，精神保健，食生活
等，健康に関する機関がそれぞれ独立して存在し，子ど
もを含め地域の住民は健康について相談や教育を受ける
ことができる．このようにNSW州では学校保健は分担
され，学校内外で様々な職種や機関が学校保健に関わっ
ていた．

また，基礎免許が，SNは看護師，養護教諭は養護教
諭と異なる．よく連携する人（図４）について，８６％の
SNが「子ども」を挙げ，養護教諭より高い割合で意識
していた．一方で養護教諭はその９６％が「教師」を挙げ，
SNより高い割合で意識していた．SNは看護職として学
校外の専門機関や人と連携し，さらに支援・介入が必要
な子どもに対し，仲の良い友人やクラスの子ども達から
情報や協力を得るなどの連携も意識していた．一方で養
護教諭は学校教育職員として，周りの教職員との連携を

強く意識し，子どもの健康増進に関わっていたことが理
解できた．

満足度（図５）について，SNは養護教諭に比べ満足
度が高く，職務に対して満足していた．その背景として，
豪州において私立学校に勤務するということはステイタ
スが高いこと２７），またSNは看護師として病院で一定の
勤務経験後に生活に余裕を持たせようと学校に転職する
ことが多いことが挙げられる．大学を卒業後直ちに養護
教諭を志望して勤務することが多い養護教諭に比べ，
SNは職務に対する期待度が初めから低いと考えられる．
このことは養護教諭がSNに比べ，取得したい技術の件
数が人数に対して多かったことからも理解できる．また，
豪州では１９９９年に，２１世紀に向けた学校教育の新たな指
針として「アデレード宣言」２８）が採択・発表されたが，
その中に「楽観的な思考（１．２）」について書かれた箇所
がある．この背景には個々の子どもの自己効力感を大切
にする教育観がある２５）．それが豪州の人々の国民性にも
つながり，アンケート結果にも影響したと考える．

以上から，子どもの健康と発達支援に対し，NSW州
SNとわが国養護教諭は共通して専門的に関わっていた
こと，わが国の養護教諭は教育職員として，学校保健に
関し幅広く役割を担っていたこと，一方で，NSW州で
は学校保健の職務は学校内外で分担されており，その中
でSNの職務は，子どもの健康課題の直接的ケアを中心
に行う看護職として役割を担っていることが理解できた．

Ⅴ．ま と め

豪州NSW州私立学校のSNの役割を明らかにするため，
豪州NSW州私立学校のSN４４名とわが国Ａ県私立学校の
養護教諭２２名を対象にした質問紙調査を用いて，SNと
養護教諭の職務について比較検討した．その結果，SN
が高く意識していた職務内容は，「救急処置」と「保健
室経営」であった．豪州NSW州私立学校の学校保健は，
SNだけでなく，スクールカウンセラー，保健機関，委
託業者，保護者などが関わり，役割分担がされていた．
一方，養護教諭は「救急処置」と「保健室経営」の他に，
「保健教育」，「健康相談」など他の項目も意識していた．
子どもの健康と発達支援に対し，NSW州SNとわが国養
護教諭は共通して専門的に関わっていた．わが国の養護
教諭は教育職員として，学校保健に関し幅広く役割を
担っていたが，NSW州では学校保健の職務は学校内外
で分担されており，その中でSNの職務は，子どもの健
康課題の直接的ケアを中心に行う看護職として役割を
担っていることが理解できた．
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Ⅰ．序 論

１９５０年代，北欧で構築されたノーマライゼーションの
理念や，１９９４年UNESCO（国連教育科学文化機関）に
おける，障害のある子どもも障害のない子どもも共に学
ぶ，インクルーシブな教育制度を提唱するサラマンカ宣
言の採択等の国際的な動向をふまえ，国内においても，
１９９３年障害者基本法の制定や，２００５年発達障害者支援法
が施行された１－４）．この法律では，これまで法的に位置
づけられていなかった発達障害のある子どもや人々に対
する，児童の発達障害の早期発見，早期の発達支援，保
育，教育，就労支援，地域での生活支援，権利擁護，保
護者の支援などのライフステージ全般にわたる支援を講
じることを目指しており，そのための国及び地方公共団
体の責務等が述べられている３）．

２００７年には特別支援教育が学校教育法に位置づけられ，

一人一人のニーズに応じた適切な教育的支援が図られる
ようになった．文部科学省は特別支援教育コーディネー
ターを学校におくことの重要性を示している．特別支援
教育コーディネーターとは，学内，または，福祉・医療
等の関係機関との間の連絡調整役として，あるいは，保
護者に対する学校の窓口の役割を担う者として学校に置
くことにより，教育的支援を行う人と位置付けられてい
る５）．特別支援教育コーディネーターは，公立小学校で
９９．９％，公立中学校で９９．７％と，ほとんどの学校で指名
されているものの，実際に特別支援教育コーディネー
ターが連絡調整等を行っているのは，公立小学校で
８６．３％，公立中学校で７８．５％であり，全ての学校で特別
支援教育コーディネーターが機能していない状況がうか
がえる６）．

一方，養護教諭は１９４７年，学校教育法第３７条において
「児童の養護をつかさどる」職員として小学校での設置

発達障害のある児童の支援における養護教諭と
特別支援教育コーディネーターとの連携

岩 井 法 子＊１，中 下 富 子＊２

＊１群馬県渋川市立渋川南小学校
＊２埼玉大学教育学部

Collaboration between the Yogo Teacher and Special Educational Needs Coordinator
in Support of Children with Developmental Disorders

Noriko Iwai＊１ Tomiko Nakashita＊２

＊１Shibukawa South Elementary School
＊２Faculty of Education, Saitama University

The purpose of this study was to examine how elementary Yogo teachers collaborate with special educa-
tional needs coordinators to provide support for children with developmental disorders.
The study included２０ Yogo teachers who had supported children with developmental disorders at public

elementary schools through collaboration with special educational needs coordinators. Subjects were sur-
veyed by semi-structured interviews conducted between August ２０１０ and March ２０１１, and data obtained
was qualitatively analyzed using the content analysis method.
Results indicated that Yogo teachers supported and utilized the services provided by the coordinator. Fur-

thermore, a support network was created through collaboration between the Yogo teacher and coordinator
enabling them to work together. The Yogo teacher provided support by collaborating with relevant bodies
and organizations within the school, including the coordinator. The creation of such support networks led to
accurate treatment and support of children，their guardians, and the class teachers. Therefore, successful in-
volvement with coordinators was achieved by recognizing changes in the child and understanding that the
treatment and support of the child was being handled smoothly.
In this study, we observed that Yogo teachers reconstructed support networks by complementing their
own with those of coordinators and the results suggested that collaboration of relevant parties inside and
outside schools enabled the expansion of such networks.

Key words：Yogo teacher，special educational needs coordinator，collaboration
養護教諭，特別支援教育コーディネーター，連携
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が義務付けられた（同法第４９条中学校）．２００８年中央教
育審議会答申において，養護教諭の職務内容は救急処置，
健康診断，疾病予防などの保健管理，保健教育，健康相
談，保健室経営，保健組織活動などとされている．また，
養護教諭が特別支援教育において期待される役割が増し
てきていることや，子どもの現代的な健康課題の対応に
当たり，学級担任等，学校医，学校歯科医，学校薬剤師，
スクールカウンセラー（以下，SCとする）など学校内
における連携，医療関係者や福祉関係者など地域の関係
機関との連携を推進することが必要となっているなか，
養護教諭はコーディネーターの役割を担う必要があると
いうことが示されている７）．先行研究においても，養護
教諭は特別支援教育に果たしている役割が大きいことや
コーディネーターの役割を担っていることが報告されて
いる８－１５）．また，養護教諭は日常の養護実践で，担任や
管理職等の校内職員や学校医・主治医等の医療機関関係
者，保健師等の地域機関関係者と連携しており，そのな
かで養護教諭の職務や専門性を発揮することの重要性が
示されている１６－２１）．

以上のことから，養護教諭は校内や保護者，関係機関
とのコーディネーターの役割を担うという点で特別支援
教育コーディネーターと共通している．実際に，特別支
援教育コーディネーター全国悉皆調査２２）において，特別
支援教育コーディネーターに指名されている養護教諭も
４．７％存在しているが，多くの学校では，養護教諭と特
別支援教育コーディネーターがそれぞれ配置されており，
お互いがどのように専門性を発揮し，連携しているのか
を明らかにする必要がある．しかし，発達障害のある児
童を支援する際に，養護教諭と特別支援教育コーディ
ネーターがどのように連携しているのかを明らかにした
研究はみられない．

そこで本研究では，小学校における発達障害のある児
童を支援する際の養護教諭と特別支援教育コーディネー
ターとの連携の実際を明らかにすることを目的とする．
このことにより，養護教諭と特別支援教育コーディネー
ターが円滑に連携し，発達障害のある児童の教育的ニー
ズに合ったよりよい支援を行うための指針が得られると
考えられる．

Ⅱ．方 法

１．対象：Ａ県，Ｂ県の公立小学校に勤務する現職養護
教諭で，過去５年以内に発達障害のある児童に対し，特
別支援教育コーディネーターとの連携のもとで支援を
行ったことのある養護教諭２０名とした．過去５年以内の
支援としたのは，特別支援教育が始まった２００７年以降の
支援について，調査するためである．また，養護教諭と
しての力量が十分にあり，自分の職務を客観的にみられ
ることを考慮し，養護教諭経験が１０年以上の養護教諭を
対象とした．
２．データ収集期間：２０１０年８月～２０１１年３月の８ヶ月

間に行った．
３．データ収集方法：半構造的面接法による面接調査を
実施した．特別支援教育コーディネーターとの連携のも
と，支援を行った各々の事例についてインタビューガイ
ドを用いて対象養護教諭に面接を行った．面接は，対象
養護教諭の許可を得てICレコーダーに録音した．面接
回数は１回であった．所要時間は２１分～１２６分であり，
平均面接時間は４１分であった．
４．データ収集内容：調査内容は，１）支援の経過，２）
養護教諭が行った支援，３）特別支援教育コーディネー
ターとの連携の場面，４）事例はどのような展開を見せ
たか，５）特別支援教育コーディネーターと連携するこ
との利点，困難点とした．
５．分析方法：Bernard Berelsonによる内容分析法２３）２４）

を用いた．分析は，まず養護教諭が語った支援事例の逐
語録から，特別支援教育コーディネーターとの連携が含
まれる文脈を抽出し，文脈を損ねたり歪めたりしないよ
うに「連携データ」を作成した．次に，「連携データ」
から類似した意味内容を集めて分類し，その意味内容を
表すサブカテゴリを命名した．そして，サブカテゴリか
ら類似した意味内容を集めて分類し，その意味内容を表
すカテゴリを命名した．さらに，カテゴリから類似した
意味内容を集めて分類し，その意味内容を表すコアカテ
ゴリを命名し，分類整理した．
６．分析の妥当性の確保：分析は質的研究者１名のスー
パービジョンを受けながら実施した．さらに，研究対象
養護教諭以外の小学校での養護教諭経験のある現職養護
教諭５名に分析内容を検討してもらい，確認した．また，
分析結果については，面接で語った内容が結果に十分に
反映されているか否か，対象養護教諭２０名に確認した．
７．倫理的配慮：事前に勤務校の校長と対象養護教諭宛
ての依頼文を郵送し，その趣旨に理解，賛同を得た．面
接調査前に，対象養護教諭へ事前に別紙による説明を書
面及び口頭で行い，同意書によって研究参加の同意を得
た．説明は全て研究者が行った．また，２００８年文部科学
省及び厚生労働省の疫学研究に関する倫理指針に基づき，
個人情報の保護を遵守し，学校名，養護教諭名並びに児
童個人が特定できないように匿名化されたデータをもと
に分析を行った．
８．用語の操作的定義：本研究において「連携」とは，
発達障害のある児童に対し，自立や社会参加に向けて持
てる力を高め，生活や学習上の困難を改善又は克服でき
るように適切な教育や指導を通じて行う必要な支援のた
めの，養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの関
わり全てを含むものとする．このことを受けて，次のよ
うにそれぞれの用語を定義する．「対応」とは，個別に
児童や保護者に援助することとする．「支援」とは，組
織で児童や保護者に援助することとする．「様子」とは，
児童の行動，態度，表情などのありさまとする．「状態」
とは，児童の特徴を理解するための事柄とする．「情報」

４３７岩井ほか：発達障害のある児童の支援における養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携



とは，学校・家庭・地域に関することなど，児童を理解
するための種々の事柄とする．

Ⅲ．結 果

１．対象養護教諭等の属性
２０名の養護教諭より，過去５年以内に発達障害のある

児童に対し，特別支援教育コーディネーターとの連携の
もとに行った支援２０事例の聞き取りを行った．なお，養
護教諭１人につき，語ってもらった支援事例は１事例で
ある．

養護教諭の年齢は平均４４．４±５．２歳であり，養護教諭
の経験年数は平均２３．７±５．４年であった．連携した特別
支援教育コーディネーターの年齢は，３０代が１名，４０代
が８名，５０代が１３名であった．事例１３の小学校では，特
別支援教育コーディネーターが３名指名されていたため，
対象養護教諭２０名に対し，連携した特別支援教育コー
ディネーターは２２名となっている．特別支援教育コー
ディネーターの性別は男性４名，女性１８名であった．特

別支援教育コーディネーターの校内における立場は，特
別支援学級担任１３名，学級担任５名，教務主任４名で
あった（表１）．

発達障害等のある児童への支援事例の概要について，
支援した児童の性別は男１４名，女６名であった．疾病名
等はADHD（注意欠陥／多動性障害）・ADHDの疑いが
８例と最も多く，次いで自閉症・自閉症の疑いが４例，
アスペルガー症候群３例，LD（学習障害）が１例であ
り，その他何らかの発達障害が疑われる事例は４例で
あった．なお，医療機関での診断名がついていないもの
については疑いとしている（表２）．
２．養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携

養護教諭が特別支援教育コーディネーターとの連携の
もとに行った支援事例２０例は，次のような４つのコアカ
テゴリに構成することができた．

４つのコアカテゴリは，【Ⅰ．養護教諭はコーディ
ネーターの機能を把握する】，【Ⅱ．養護教諭はコーディ
ネーターと連携して対応する】，【Ⅲ．養護教諭はコー

表１ 対象養護教諭と特別支援教育コーディネーターの属性

事例
養護教諭 コーディネーター

年齢（歳） 性別 経験年数（年） 年齢（代） 性別 校内での立場

１ ４７ 女 ２７ ５０ 女 学級担任

２ ３６ 女 １７ ５０ 男 特別支援学級担任

３ ４０ 女 ２０ ５０ 女 特別支援学級担任

４ ４８ 女 ２８ ４０ 女 特別支援学級担任

５ ４６ 女 ２４ ４０ 女 特別支援学級担任

６ ３２ 女 １２ ４０ 女 特別支援学級担任

７ ４８ 女 ２８ ４０ 女 特別支援学級担任

８ ４４ 女 ２４ ４０ 女 特別支援学級担任

９ ４２ 女 ２２ ５０ 女 教務主任

１０ ４２ 女 ２０ ５０ 女 学級担任

１１ ４７ 女 ２７ ５０ 女 特別支援学級担任

１２ ５７ 女 ３６ ５０ 男 教務主任

１３ ４６ 女 ２６ ５０
４０
４０

女
女
男

特別支援学級担任
特別支援学級担任

教務主任

１４ ４６ 女 ２４ ５０ 女 学級担任

１５ ４９ 女 ２９ ５０ 男 特別支援学級担任

１６ ４４ 女 ２２ ５０ 女 教務主任

１７ ４１ 女 １７ ４０ 女 特別支援学級担任

１８ ４６ 女 ２６ ３０ 女 学級担任

１９ ４０ 女 １８ ５０ 女 特別支援学級担任

２０ ４６ 女 ２６ ５０ 女 学級担任

平均年齢４４．４±５．２歳 平均経験年数２３．７±５．４年
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表２ 支援事例の概要

事例 学年 性別 疾病名等 支援開始時の児童の状態 支援時期 面接時間

１ １ 男 発達障害疑い 授業中，教室の後ろで寝そべる．教室か
ら出て行ってしまう． ２００８年４月～２００９年３月 ３０分

２ ３ 女 自閉症 他校からの転入．教室に入ることに抵抗
感を示す． ２００９年４月～２０１０年３月 ３９分

３ ２ 女 ADHD 感情がコントロールできなくなると泣き
わめく．教室を走り回る． ２０１０年１月～現在 ５４分

４ ５～６ 男 自閉症疑い 友人関係を築くことができない．６年時
に異常な興奮状態となる． ２００７年５月～２００９年３月 ２１分

５ １～６ 男 自閉症，情緒障害
授業中は，席を離れ，出歩き，教室を出
てしまうことがある．興奮状態が頻回に
なる．

２００５年４月～現在 ４４分

６ ５ 男 ADHD 友人に暴力を振るうので友人間でトラブ
ルとなる． ２００６年４月～２００７年３月 ５３分

７ １～４ 女 発達障害疑い
思い込みが激しく，自分の思い通りにな
らない時に話したり，動いたりしなくな
る．

２００７年４月～現在 ３４分

８ ４～６ 男 アスペルガー症候群 教員の指導に対し，反発し，興奮状態に
なることが続く． ２００８年９月～２０１０年３月 ２５分

９ １ 男 発達障害疑い 登校を渋り，毎朝泣く． ２０１０年４月～現在 ３４分

１０ ５ 女 LD 学力面で他の児童と差がつき，教室に行
きたがらず，保健室登校となる． ２００９年６月～２０１０年３月 ２３分

１１ ３ 女 ADHD疑い 授業中，癇癪を起して大声を出す．物を
投げる．教室にいられないこともある． ２０１０年４月～現在 １２６分

１２ ２～６ 女 ADHD 授業中，席を離れ，出歩いている．友人
に暴力を振るうことがある． ２００６年４月～現在 ３１分

１３ ４～６ 男 アスペルガー症候群
他者の感情を読み取ることが難しく，必
要以上に友人に近寄る．教室で友人関係
が築けていない．

２００６年４月～２００９年３月 ３９分

１４ ４～５ 男 ADHD
保健室の戸棚の上に乗ったり，テーブル
から宙返りするなど危険な行動をしてい
る．

２００９年４月～現在 ５０分

１５ ３ 男 ADHD 授業中に出歩き，授業を妨害することが
ある． ２００７年４月～２００８年３月 ３５分

１６ １～２ 男 発達障害疑い クラスで集団行動が取れず，いつも泣い
ている． ２００８年４月～２０１０年３月 ５４分

１７ ５～６ 男 ADHD 興奮状態になると，暴言を吐いたり，暴
力を振るってしまうことがある． ２００９年１０月～現在 ２３分

１８ ４～５ 男 自閉症疑い 授業中，教室から出て行ってしまう． ２００９年４月～現在 ４０分

１９ １～５ 男 ADHD
席に座っていることができず，教室を飛
び出してしまう．集団行動ができない．
暴力を振るってしまうことがある．

２００６年４月～現在 ４６分

２０ ３～５ 男 アスペルガー症候群 異常な興奮状態になる． ２００７年４月～２０１０年３月 ２４分

合計 男１４名，女６名 平均面接時間 ４１分
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ディネーターを含めた校内組織，関係機関と連携して支
援する】，【Ⅳ．養護教諭はコーディネーターとの連携を
評価する】であった（表３）．
１）【Ⅰ．養護教諭はコーディネーターの機能を把握す

る】
養護教諭はコーディネーターの機能をふまえて，児童

や保護者の対応を行っていた．具体的には，児童が感情
をコントロールできずに，友人に手を出したり，保健室
で物を投げたりしているという状態をコーディネーター
が把握していなかったことから，養護教諭は保健室での
児童の様子についてコーディネーターが知る機会を作っ
ていた．また，コーディネーターが保護者と定期的に面
談を行っており，保護者への対応を担当していたことか
ら，養護教諭が保護者から受けた相談についてもコー
ディネーターに伝えていた．
２）【Ⅱ．養護教諭はコーディネーターと連携して対応

する】
養護教諭がコーディネーターと連携して対応すること

は，児童や保護者の情報共有を行い，話し合いや相談を
するなかで，養護教諭が児童への対応の仕方を習得し，
対応の仕方を決定し，児童や保護者に対応を行うことで
あった．また，養護教諭はコーディネーターとともに対
応する上で，コーディネーターと信頼関係を築いていた．

コーディネーターとの情報共有において，コーディ
ネーターから得る情報は，コーディネーターが捉えた児
童の様子や，児童の状態の分析，児童の学習内容，担任
から把握している児童の情報であった．養護教諭がコー
ディネーターに伝える情報は，保健室来室時の児童の様
子や，担任や保護者から把握している児童の情報であっ
た．

そして，養護教諭は児童の対応の仕方をコーディネー
ターと話し合い，養護教諭の児童への対応の迷いや困難
さをコーディネーターに相談していた．養護教諭がコー
ディネーターに最も期待していることは，コーディネー
ターが有している特別支援教育の知識であった．しかし，
コーディネーターは校内分掌で位置づけられた役職であ
ることから，必ずしも特別支援学校教諭の免許状を有し
ているとは限らないため，コーディネーターとしての研
修や講習会の情報や，教職経験年数のある教員の教職経
験を頼りにしていた．

また，養護教諭はコーディネーターとともに，児童の
観察や指導をともに行うことや，保健室という場を活か
した対応，コーディネーターとの役割にもとづいた対応
を行っていた．コーディネーターの役割は児童に厳しく
指導することや，学習指導を行うことであり，養護教諭
の役割は児童の気持ちを受け止めることや，気持ちを落
ち着かせることであった．

３）【Ⅲ．養護教諭はコーディネーターを含めた校内組
織，関係機関と連携して支援する】
養護教諭はコーディネーターを含めた校内組織，関係

機関と連携して支援するということは，支援チームや校
内委員会等の校内支援体制で情報共有を行い，支援方
法・支援方針について協議し，支援における各自の役割
を認識して支援を行うことであった．また，必要に応じ
て教育機関関係者，医療機関関係者と連携しながら，児
童や保護者に支援していた．本研究では，校内委員会と
は校内分掌で位置づけられた委員会による支援のことで
あり，支援チームは児童と関わりのある教職員等の関係
者でつくるチームによる支援と捉えている．

校内支援体制での情報共有は，コーディネーター，担
任，教職員から児童や保護者の情報を得ることができ，
養護教諭自身が持っている児童や保護者の情報を教職員
に伝えることであった．共有した情報をもとに児童の支
援方法や支援方針を協議していた．支援チームにおける
協議内容は，児童が多動な状態の時や興奮状態が続く時
の児童の支援方法についてであり，校内委員会での協議
内容は支援方法に加え，児童の進路や学習支援等の支援
方針であった．また，養護教諭は支援チーム，校内委員
会において，対応や支援における養護教諭自身の役割を
認識していた．
４）【Ⅳ．養護教諭はコーディネーターとの連携を評価

する】
養護教諭とコーディネーターが連携することの成果は，

児童への理解が深まること，児童に対してより適切な対
応や支援が行えること，円滑な保健室経営ができること，
児童や保護者の対応において自信や意欲が高まったこと
であった．一方，養護教諭がコーディネーターと連携す
る難しさは，コーディネーターと関わる時間確保の難し
さを認識することであった．
３．養護教諭，コーディネーターと関係機関関係者との
連携による発達障害のある児童への支援方法
養護教諭とコーディネーターとの連携のもと，さらに

関係機関関係者との連携による支援方法が確認された．
連携した関係機関は，教育機関関係者，医療機関関係者，
SC・相談員，地域機関関係者，地域関係者であった．
以下，特徴がみられた教育機関関係者，医療機関関係者
と連携した支援方法別に述べる．
１）教育機関関係者との連携

校外の教育機関関係者との連携先は，特別支援学校教
員，教育センター関係者，教育委員会関係者，進学先の
中学校教員であった．

教育機関関係者との連携の方法として，本研究では特
別支援学校教員，教育委員会関係者についてはコーディ
ネーターがはたらきかけ，教育センター関係者について
は管理職がはたらきかけていることが分かった．そして，
特別支援学校教員や教育センター関係者が来校し，児童
の支援方法についてアドバイスを受けていた．また，中

４４０ 学校保健研究 Jpn J School Health５５；２０１３



表３ 養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携カテゴリ一覧

コアカテゴリ カ テ ゴ リ 件数 ％
Ⅰ．養護教諭はコーディ

ネーターの機能を把握す
る

児に対するコーディネーターの関わりを知る ２３ ３０．０

７４件
１８．４％

保護者に対するコーディネーターの関わりを知る １４ １８．９
担任に対するコーディネーターの関わりを知る ５ ６．８
管理職に対するコーディネーターの関わりを知る ８ １０．８
教職員に対するコーディネーターの関わりを知る １１ １４．９
SC・相談員に対するコーディネーターの関わりを知る ５ ６．８
関係機関関係者に対するコーディネーターの関わりを知る ８ １０．８

Ⅱ．養護教諭はコーディ
ネーターと連携して対応
する

コーディネーターとの信頼関係を築く ８ ５．０

１６０件
４０．０％

コーディネーターに期待する １７ １０．５
コーディネーターから期待される ３ １．９
コーディネーターとの情報共有の必要性を認識する ５ ３．１
コーディネーターとともに対応する必要性を認識する ２ １．３
児の情報をコーディネーターから得る ８ ５．０
児の情報をコーディネーターに伝える １７ １０．５
児の情報をコーディネーターと共有する １４ ８．９
児への対応の仕方をコーディネーターと話し合う １２ ７．５
児への対応の仕方をコーディネーターに相談する ８ ５．０
児への対応の仕方をコーディネーターから習得する １０ ６．３
コーディネーターとともに児への対応の仕方を決定する １３ ８．１
コーディネーターとともに児へ対応する １７ １０．５
保護者の情報をコーディネーターと共有する ４ ２．５
保護者への対応の仕方をコーディネーターから習得する ３ １．９
コーディネーターとともに保護者への対応の仕方を決定する ３ １．９
コーディネーターとともに保護者へ対応する ６ ３．８
コーディネーターとともに児と保護者へ対応する ３ １．９
コーディネーターとともに担任をサポートする ４ ２．５
児の情報をコーディネーター，関係者と共有する ３ １．９

Ⅲ．養護教諭はコーディ
ネーターを含めた校内組
織，関係機関と連携して
支援する

支援体制におけるコーディネーターの役割を認識する １１ ９．６

１１４件
２８．４％

支援体制のもと児に支援する必要性を認識する ４ ３．５
関係機関と連携する必要性を認識する ３ ２．６
支援体制のもと児に支援する １０ ８．８
支援チームで情報共有する １２ １０．５
支援チームで協議する ６ ５．３
支援チームで児に支援する １６ １４．０
支援チームで保護者に支援する ９ ７．９
校内委員会で情報共有する １８ １５．９
校内委員会で協議する １３ １１．４
校内委員会で児に支援する ３ ２．６
関係機関から児への支援方法について助言を得る ２ １．８
ケース会議で児に支援する ７ ６．１

Ⅳ．養護教諭はコーディ
ネーターとの連携を評価
する

コーディネーターとの関わりにより児への理解を深められると認識する ７ １３．２

５３件
１３．２％

コーディネーターとの関わりにより児の変容を認識する ５ ９．４
コーディネーターとの関わりにより円滑に児に対応できる ９ １７．０
校内関係者とともに円滑に児に支援できる ８ １５．１
コーディネーターとの関わりにより円滑に保健室経営ができる ２ ３．８
コーディネーターとの関わりにより意欲的に自信をもって対応できる １３ ２４．５
コーディネーターと関わる時間確保の難しさを認識する ９ １７．０

合 計 ４０１件 １００％
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学校教員との連携では，養護教諭とコーディネーター，
担任で進学先の中学校に行き，児童の情報を中学校教員
に伝えていた．
２）医療機関関係者との連携

医療機関関係者との連携は，養護教諭が保護者ととも
に受診に付き添い，主治医から支援方法について助言を
受けるという直接的な方法と，保護者に受診を促し，医
療につなげるという間接的な方法がみられた．直接主治
医から受けた助言については，養護教諭がコーディネー
ターに伝えたり，校内委員会で報告したりした．医療機
関の受診を促す時は，養護教諭，コーディネーター，担
任，管理職，支援員とともに協議し，受診の必要性を保
護者に伝えていた．受診に抵抗を示す場合は，福祉機関
に相談するように保護者に勧め，福祉機関から受診につ
なげてもらっていた．

Ⅳ．考 察

１．養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携
【Ⅰ．養護教諭はコーディネーターの機能を把握する】

において，養護教諭はコーディネーターが知り得ていな
い情報を意図的にコーディネーターが把握できるように
していることが明らかになった．さらに，伊豆ら２１）が連
携相手である保健師の存在を知っていることが連携を推
進していくための前提条件であると示しているのと同様
に，養護教諭がコーディネーターの機能を把握すること
は，コーディネーターとの連携の方法を模索するために
必要であると考えられる．
【Ⅱ．養護教諭はコーディネーターと連携して対応す

る】に関連することとして，垣内ら８）は，養護教諭は発
達障害のある児童生徒に対し，「安心感を与える対応」
など精神面での対応が行われていたことを報告している．
また，古川ら１１）は，発達障害のある児童の保護者が学校
に「他の子どもとの関係づくり」や「教科学習への取り
組み」に期待しており，養護教諭に「精神的な支援」を
期待していることを示している．本研究においても同様
の結果が得られ，コーディネーターには生活指導や学習
指導が求められており，養護教諭には気持ちの安定を図
る上での精神面の対応が求められていると考えられる．
【Ⅲ．養護教諭はコーディネーターを含めた校内組織，

関係機関と連携して支援する】において，支援チームで
は緊急時の児童の支援について協議し，校内委員会では
長期的な児童の支援について協議する傾向がみられた．
支援チームは小規模で必要時に集まりやすいため，緊急
時の児童への支援について即座に協議が行われ，校内委
員会は定期的に行われることが多いため，支援の方向性
の協議が行われていると考えられる．長谷川ら１８）は，少
人数間での活発な活動が，組織としての活発な活動に発
展し，支援方針によっては再び少人数での活動へ能動的
に変化しており，事例のニーズにあわせながら柔軟な組
織体制が必要であることを示していることから，児童の

支援方針にあわせて，支援チームや校内委員会の特徴を
活かし，児童へ支援していく必要があると考える．

支援チームではコーディネーターの調整により，校内
委員会では情報共有や協議をするなかで，養護教諭は自
身の役割を認識していることが確認された．田村ら１６）は，
養護教諭は校内で自らの立場や専門的機能を認識し，そ
れらを十分に活かしながら，日常の養護実践のなかで連
携が展開されていることを述べている．また垣内ら８）は，
養護教諭は学校保健領域だけでなく，学校教育活動全体
での児童生徒の困り感を理解することが必要であること
を示しているように，養護教諭は，校内支援体制を調整
する役割のあるコーディネーターと関わり，支援チーム
や校内委員会に参加し，児童の学校生活全体を見通した
なかで，養護教諭の専門性が生かせる対応や支援を行っ
ていく必要があると考える．
【Ⅳ．養護教諭はコーディネーターとの連携を評価す

る】に関連することとして，下川ら１３）は，「ケアが上手
くいった度合い」，「実施したケアへの納得度合い」が
コーディネーション過程をスムーズに移行するための条
件となっていることを報告している．本研究においては，
養護教諭がコーディネーターとの連携の成果を認識する
ことが連携の継続につながっていると考えられる．

連携の難しさについて，三宅ら２５）の報告では，コー
ディネーターが校内分掌を兼務していることや，コー
ディネーターが担任を兼務していることなど，コーディ
ネーターとしての職務を行う時間確保が難しい現状を明
らかにしている．本研究においても，コーディネーター
は担任や教務主任という校内分掌の職務に加え，コー
ディネーターを担当していることが，十分な情報共有の
ための時間を確保するための困難になっていると推察さ
れる．このような課題の解決策として，三宅ら２５）は，
コーディネーターを専任としたり，学校全体に関われる
担任以外の教職員がコーディネーターとなる必要性を述
べており，渡辺ら２６）はコーディネーターの多様な役割に
伴う多忙さと精神的負担の大きいことを考えると，ひと
りではなく，他のコーディネーターとのチーム支援によ
る支えは主たるコーディネーターにとっても必要となっ
ていると示している．これらのことから，コーディネー
ターは学校の状況を考慮し，コーディネーターの役割に
専念できる環境を整えたり，コーディネーターの複数指
名についても検討していく必要があると考える．
２．養護教諭，コーディネーターと関係機関関係者との
連携による発達障害のある児童への支援方法
特別支援学校，教育センター，教育委員会等の教育機

関関係者と連携する際には，コーディネーターや管理職
がつないでいることが明らかになった．教育機関関係者
と連携する必要性を認識したときには，調整を図る担当
者がコーディネーターや管理職であることから，児童の
情報を早期にコーディネーターや管理職と共有しておく
ことが重要であると考える．
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医療機関では，身体疾患，神経疾患，精神疾患との鑑
別を考慮した的確な診断と必要に応じた薬物療法が可能
である２７）．学校は学校生活における児童の状態を把握し，
必要に応じて児童を医療機関につなげることが重要であ
ると考える．医療機関における個人情報保護と守秘義務
の観点により，医療機関と学校の直接的な情報共有は制
限され，多くは家族を介した情報伝達に頼らざるを得な
い状況であることが田村ら２８）や榎本ら２９）により報告され
ているが，本研究において，直接主治医の助言を必要と
する場合は，受診時に養護教諭が付き添うなどの方法を
用いることが明らかとなった．

学校から受診につなげる困難さとして，受診の勧めに
対する保護者の抵抗や保護者の認識不足を村松ら１０）が示
していることから，医療機関への児童の受診につなげる
ためには，保護者が障害のある児童を受容していること
が重要である．親の障害の受容についてDrotarら３０）は，
ショック，否認，悲しみと怒り，適応，再起の段階があ
ることを明らかにしている．また，篠原３１）は母親が障害
受容のどの段階にいるか，家庭の中で母親がどの立場に
置かれているのかを理解し，支援の在り方を考えること
について述べている．医療機関への受診につなげるため
に学校は，保護者に児童の状態を的確に伝えることや，
保護者の思いを受け止めること等，保護者が障害のある
児童を受容できるように支援をしていく必要があると考
える．
３．養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携
による支援ネットワーク
本研究では，養護教諭とコーディネーターと連携して

行う児童や保護者への支援は，それぞれの役割にもとづ
いていることが確認された．養護教諭とコーディネー
ターの児童や保護者への支援の内容をみると，養護教諭
は児童，保護者ともに精神面を重視した支援であり，

コーディネーターは児童に対しては生活面や学習面への
支援，保護者には，児童の進級進学についての支援が認
められた．児童や保護者の気持ちを十分に引き出すこと
がニーズの把握につながる３２）と津島も述べているように，
養護教諭が行う児童や保護者に対する精神面への支援は，
コーディネーターが児童に生活面，学習面への支援をし，
保護者に児童の進級進学への支援をする上で非常に重要
である．連携には明確な自分の立場や役割が求められて
いることから３３），専門性や力量を発揮できる役割を明確
にしておくことが適切な支援につながると考えられる．
そして，関係機関との連携について，養護教諭は児童の
主治医と連携を行い，コーディネーターは教育機関関係
者やSC・相談員と連携を図っていた．本研究において，
コーディネーターの支援ネットワークには，教育機関関
係者，SC・相談員に加え，福祉機関関係者，地域機関
関係者，地域関係者が存在することが確認された．養護
教諭は日常的に学校医や医療機関と連携しながら職務を
進めており３２），本研究においても養護教諭は自身の支援
ネットワークを活かし，主治医との連携を行っていたと
考えられる．ネットワークとは，人のつながり，他職種
間のつながり，組織間のつながり，つながろうとする行
為である３４）．本研究において支援ネットワークとは，児
童や保護者，校内関係者，関係機関関係者とつながろう
とする支援行為とする．

さらに，本研究において養護教諭とコーディネーター
との連携には，養護教諭が児童の対応について困難さを
感じている時にコーディネーターに求める連携と，コー
ディネーターが校内外の関係者と調整を図りやすくする
ための情報を養護教諭が意図的に伝えるといったコー
ディネーターに養護教諭がはたらきかける連携がみられ
た．図１で示したように，養護教諭とコーディネーター
はそれぞれの支援ネットワークを有しており，養護教諭

図１ 養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携による支援ネットワーク

４４３岩井ほか：発達障害のある児童の支援における養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの連携



はコーディネーターの支援ネットワークを把握し，コー
ディネーターの支援ネットワークから得られる知識や情
報，関係機関関係者とのつながりの必要性を認識し，
コーディネーターにはたらきかけ，コーディネーターの
支援ネットワークを補完し，活用していると考えられる．
地域連携には対等な独立した組織間の連携が求められ，
そのためには重層的な相互補完関係が必要であることが
野中３３）により示されている．また，岡本ら１４）は，ネット
ワークの充実状況によって対象者の充足度が変わること
から，あらゆる情報源や養護教諭同士の個人ネットワー
クを利用して情報収集することは，今後，社会資源の活
用を拡大・充実する上での影響が大きいことを述べてい
る．つまり，養護教諭は自身の支援ネットワークに，
コーディネーターの支援ネットワークを補完することで，
支援ネットワークを再構築し，さらに，校内外の関係者
との連携により，支援ネットワークを拡大していること
が示唆された．

Ⅴ．研究の限界と今後の課題

Ａ・Ｂ県の限られた養護教諭への面接であるとともに，
特別支援教育コーディネーターと連携を図っている養護
教諭の支援事例であり，養護教諭の視点での特別支援教
育コーディネーターとの連携の分析である点が本研究の
限界である．今後，さらに特別支援教育コーディネー
ター，担任，保護者等に面接調査を行い，発達障害のあ
る児童一人一人への適切な支援における連携の構造につ
いて明確化していく必要がある．

Ⅵ．結 論

本研究は，小学校における発達障害のある児童を支援
する際の養護教諭と特別支援教育コーディネーターとの
連携の実際について明らかにすることを目的に，養護教
諭２０名に半構造的面接法による面接調査を行い，内容分
析法を用いて質的帰納的に分析した．

結果として，【Ⅰ．養護教諭はコーディネーターの機
能を把握する】ことにより，コーディネーターの機能を
活かした対応や支援をしていた．また，【Ⅱ．養護教諭
はコーディネーターと連携して対応する】という養護教
諭とコーディネーターとの連携と，【Ⅲ．養護教諭は
コーディネーターを含めた校内組織，関係機関と連携し
て支援する】という校内支援体制での連携により支援体
制が構築されており，それが児童や保護者への的確な対
応・支援，担任へのサポートにつながっていた．そして，
【Ⅳ．養護教諭はコーディネーターとの連携を評価す
る】において，円滑に対応・支援が行えているという認
識や児童の変容を認識することによって，コーディネー
ターと関わる成果を得ていた．

養護教諭は自身の支援ネットワークに，コーディネー
ターの支援ネットワークを補完することで，支援ネット
ワークを再構築し，さらに，校内外の関係者との連携に

より，支援ネットワークを拡大していることが示唆され
た．
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Purpose
To clarify the health condition in mind and body of schoolchildren suffering from the effects of the Great

East Japan Earthquake and health support services provided by their Yogo teachers.
Methods
Group interviews were carried out with three Yogo teachers from schools in Town A which was evacu-

ated following the earthquake. The contents of the interviews were analyzed qualitatively.
Results and Discussion
１．Present health condition of schoolchildren
The results were classified into nine categories:（１）worries about future prospects for study and living;

（２）increase in absenteeism due to changes in home environment;（３）worries and loneliness due to changes
in relationships with friends;（４）inability to adjust to changes in school environment;（５）feeling limitations
for coping;（６）increase in absenteeism;（７）parental concern about radioactive contamination;（８）adjust-
ments to school life in evacuated areas; and（９）returning to normal school life. Even １８ months after the
earthquake disaster chronic physical and psychological stresses due to living in temporary shelters for pro-
longed periods have led to physical and psychological problems and absenteeism. The results also reveal pa-
rental concern about radioactive contamination harming their children’s health.
２．Health support services provided by Yogo teachers
These were classified into １３ categories:（１）providing health and hygiene goods to temporary shelters;

（２）providing first-aid to evacuees;（３）ensuring the safety of children;（４）confirming the safety of children;
（５）health management of children;（６）psychological care of children;（７）visiting absentee students at
home;（８）support for families;（９）cooperation with specialists in other organizations;（１０）cooperation with
other school staff and organized responses;（１１）undertaking coordination roles;（１２）resuming normal run-
ning of treatment rooms; and（１３）carrying out support activities based on their own experiences of the dis-
aster. Yogo teachers were found to have resumed using treatment rooms at an early stage and conducted
various health support activities. They wish to continue their health support efforts，making use of their
own experiences of the earthquake disaster.
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Ⅰ．はじめに

東日本大震災は，２０１１年３月１１日１４時４６分，三陸沖を
震源として発生し，日本における観測史上最大のマグニ
チュード９．０を記録した．この地震により大津波が発生
し，東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害
をもたらした．警察庁の発表では，２０１３年６月現在，東
北地方太平洋沖地震の被害として，死者１５，８８３名，行方
不明者２，６７６名，負傷者６，１４４名と報告している１）．また，
文部科学省は，２０１２年９月現在，幼児・児童・生徒の被
害状況は，死者６５９人，行方不明者７４人，負傷者２６２人と
発表している２）．

東日本大震災がこれまでの日本の自然災害と決定的に
異なっているのは，東京電力福島第一原子力発電所（以
下，原発）の臨界事故と，それに伴う放射性物質の漏出
である．この原発事故により，２０１３年５月現在，福島県
の双葉町，大熊町，浪江町の一部などが帰還困難区域に，
川俣町の一部などが計画的避難区域に指定されている３）．
また，福島県民の避難状況は，２０１３年５月現在，県内へ
の避難者数９７，９６９人，県外への避難者数５５，６１０人で４），
１８歳未満の子どもの避難者数は３０，９６８人（２０１３年４月現
在）であり５），未だに帰る見通しのたたない状況が続い
ている．

近年，日本では，阪神淡路大震災，新潟県中越地震，
同中越沖地震などの自然災害が発生しており，これらの
災害は子どもにも大きな心身への影響を与えている．先
行研究を概観すると，塩山ら６）は阪神淡路大震災被災地
の小・中学生が震災後に示す心理的反応は経時的に変化
することから，長期的なこころのケアの必要性を提言し
ている．また，秋坂ら７）は，１９９９年のJCO社による東海
村臨界事故において，屋外退避となった小・中学生およ
び高校生が，放射能汚染に伴う身体への影響に関する不
安を感じていることを明らかにした．今回の東日本大震
災において，いつ終息するか，いつまで続くのか見通し
のない避難所生活を余儀なくされる子ども達は，生活の
変化により大きなストレスを抱えていることが懸念され
る．笹川ら８）は東日本大震災発生直後に実施した調査に
おいて，避難所生活を送っている子ども達の安心感を強
めるために，心の自然回復を促進するための介入が必要
であると述べている．さらに，東日本大震災における放
射能汚染による身体への影響に関して，細谷９）は放出さ
れた放射線量や地表に降下した放射線量から，チェルノ

ブイリのような小児甲状腺がんの多発はないと推測され
るものの，我が国ではこれまで低線量長期被曝の経験が
少なく，甲状腺がん等の発生増加が全くないと断言する
ことはできない，と述べている．これらの先行研究の概
観より，東日本大震災において地震と津波，さらに原発
による放射能汚染の被害を受けた子ども達の心身の健康
状態が懸念される．

文部科学省は２０１０年に，災害や事件・事故発生におけ
る子どものこころのケアや，子どものケアの体制作り，
さらに危機発生時における健康観察の進め方や，対処方
法などについて参考事例を通して理解が深められるよう
に「子どもの心のケアのために―災害や事件・事故発生
時を中心に―」１０）（以下，手引書と記す）を作成した．こ
の手引書によると，子どもは災害などに遭遇して強い恐
怖や衝撃を受けた場合，その後の成長や発達に大きな障
害となることがあるため，心のケアが重要であると指摘
している．また，福島県では，震災で困難な状況にある
県民の心や体の健康度を把握し，保健・医療・福祉に係
る適切なサービスを提供することを目的に，県民を対象
とした「こころの健康度・生活習慣に関する調査」を実
施し，さらに，放射能汚染による身体の影響に関しては，
１８歳未満の県民を対象に甲状腺検査やホールボディカウ
ンターによる内部被曝検査を実施している１１）．被災した
子ども達に対して適切な心身のケアを長期にわたって実
施していく必要性は言うまでもないが，しかしながら，
震災から１年半を経過した現在の福島の児童・生徒の心
理的反応や，放射能汚染の身体への影響などの実態は明
らかになっていない．子どもが震災後に示す反応は経時
的に変化することから，必要なケアを行うためには，そ
の時の心身の健康状態を的確に把握することが必要であ
る．そこで，東日本大震災の被災直後から現在に至るま
での福島の児童・生徒の心身の健康状態について把握し，
養護教諭が児童・生徒に対して行う心身のケアについて
検討することは重要である．

本研究は，養護教諭が捉えた東日本大震災で被災した
児童・生徒の心身の健康状態を明らかにし，養護教諭が
児童・生徒に対して行う心身の健康支援について検討す
ることを目的とした．

本研究で用いる用語は以下に定義した．
１）放射能汚染：原子力施設などから放出される放射性

物質によって，環境や生体・器物が不必要な放射線を
受け，汚されること．（大辞泉，２０１２）

Conclusions
Early resumption of school functioning has played a key role in recovering the children’s spirits and pro-

viding teachers and families with hope. Considering there is no sign of full recovery and problems with nu-
clear plants have not been resolved，is important to continue health support activities for children.

Key words：the Great East Japan Earthquake, Yogo teachers，health support services
東日本大震災，養護教諭，健康支援
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２）被災直後：先行研究７）を踏まえ，被災直後を東日本
大震災発生から６カ月後までと定義した．（秋坂，
２００５）

Ⅱ．研究方法

１．研究デザイン
本研究は因子探索型の質的帰納的研究デザインを採用

した．
２．対 象

東日本大震災で被災し，福島県Ａ市に全町避難を余儀
なくされた福島県のＢ町の全公立学校に勤務する研究に
同意の得られた養護教諭３名．
３．調査方法

対象の公立学校の学校長・養護教諭宛に依頼文を送付
し，養護教諭の同意書の返送をもって本調査の同意とみ
なした．その後，独自に作成したインタビューガイドを
用いて，対象者の希望する勤務校の保健室において半構
成的グループインタビューを行った．調査内容は①被災
直後の児童・生徒の心身の健康状態と養護教諭の支援，
②現在（被災後１年半後）の児童・生徒の心身の健康状
態と養護教諭の健康支援，③支援上で感じる問題や困
難・今後の課題，等である．面接内容は実際を正確に分
析するため，対象者の同意を得てICレコーダーに録音
した．
４．調査期間

２０１２年９月．
５．倫理的配慮

本研究の対象者が勤務する公立学校を管轄するＢ町教
育委員会，および学校長の許可を得たのち，研究を実施
した．対象者には，本研究の目的および方法，本研究へ
の参加は対象者の自由意思であること，研究に協力でき

ないことで対象者の不利益を被ることはないこと，研究
協力の承諾後においても研究への参加の辞退は自由であ
ることを書面および口頭で説明し，研究協力について同
意書への署名を持って同意を得た．さらに，面接当日に
おいても同事項を書面および口頭で説明し，再度同意を
得た．また，得られたデータは匿名で記録し，個人情報
が特定されないよう配慮し，プライバシーを保護した．
データの管理も厳重に行った．なお，本研究は，群馬大
学医学部疫学研究に関する倫理審査を受け，承認の後に
研究を実施した．
６．分析方法

分析には，Berelson, B. の内容分析法１２）１３）を用いた．
分析の視点としては，①養護教諭が捉えた被災直後（６
カ月後）の児童・生徒の心身の健康状態，②養護教諭が
捉えた現在（１年６カ月後）の児童・生徒の心身の健康
状態，③養護教諭の行った健康支援活動の３つの視点で
質的分析を行った．録音した面接内容を逐語録に起こし，
意味のある一文節を記録単位として抽出し，意味内容の
類似性に従って分類し，カテゴリー化を進めた．カテゴ
リー化の過程においては，看護学研究者のスーパーバイ
ズを受け精度を高めた．分析の信頼性を確保するために，
スコットの式により一致率を算出し，７０％以上の一致率
を基準とした．

Ⅲ．結 果

１．対象者の概要（表１）
本研究に同意の得られたＢ町３校の養護教諭３名を本

研究の対象とした．対象となった養護教諭の被災時の概
要を表１に示す．

表１ グループインタビュー対象者の概要

ID 校種 年齢
災害当時の
教職年数

震災時の状況
インタビュー

時間

Ａ 小学校 ４０歳代 ３２年

震災発生時は児童の医療機関受診に付き添い学校にいなかった．
学校に戻ると全員校庭に避難していた．その後，家族の迎えのな
い児童とともに体育館に避難した．近隣住民も避難して来たが，
学校が海の近くで津波の危険があったため，高台にある施設に全
員で避難した．

Ｂ 小学校 ５０歳代 ３１年

被災当時，学校に残っていた数名の児童と教員とで校庭に避難し
た．一斉下校をしていた児童の安否確認や家庭連絡を行い，全児
童を帰宅させることが出来た．学校が山沿いにあり地震で道路が
陥没し，通常の倍以上の時間をかけて帰宅した．翌日，避難指示
が出て避難した．

１２４分

Ｃ 中学校 ２０歳代 １年半

卒業式が終了し教員は職員室で昼食をとっていた．生徒は全員下
校していた．学校に避難して来た生徒１名と教員数名で，避難し
て来た近隣住民のために体育館の受け入れ準備を行った．その後，
避難命令の放送が入り，生徒と共にバスで指定された避難所に移
動した．
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２．養護教諭が捉えた被災直後（６カ月頃まで）の児童・
生徒の心身の健康状態（表２）
養護教諭が捉えた被災直後の児童・生徒の心身の健康

状態では，６０のコードが抽出され，２６のサブカテゴリー
に分類され，【非日常からくる高揚感や過覚醒】【不登校
児童・生徒の活発化】【地震への怯えと過敏な反応】【家
庭環境の変化による不登校の出現】【学校生活環境の変
化による不登校の出現】【友人関係の変化による不安や
ストレス】【避難生活のストレス】【親の放射能汚染被害
に対する懸念】【生活習慣の変化による症状や疾患の出
現】【不定愁訴の出現】【体力低下への懸念】【学校生活
が再開した喜び】の１２カテゴリーで構成された．スコッ
トの式により一致率は７９．２％であった．以下カテゴリー
別に述べる．なお，本文中のカテゴリーは【 】，サブ
カテゴリーは〈 〉，コードは「太字」で示す．
⑴ 【非日常からくる高揚感や過覚醒】

このカテゴリーは，「避難所では友人といられる開放感が
あった」「非日常に対する高揚感が見られた」というコードを
含む〈開放感や高揚感〉，「避難所で食事作りを手伝った」と
いうコードを含む〈使命感〉，「避難所では楽しそうに走り
回っていた」「避難所にいた中学生は元気な様子であった」とい
うコードを含む〈過覚醒〉という３つのサブカテゴリー
で構成された．
⑵ 【不登校児童・生徒の活発化】

このカテゴリーは，「（以前は不登校傾向であったが）昨年
は欠席者０という日があった」「震災前は不登校だった生徒がＡ市
に避難してから半年間登校した」というコードを含む〈不登
校児童・生徒の活発化〉というサブカテゴリーで構成さ
れた．
⑶ 【地震への怯えと過敏な反応】

このカテゴリーは，「余震に対する怯えが見られた」とい
うコードを含む〈余震への怯え〉，「緊急地震速報に対する
過剰反応が見られた」「特別支援学級の生徒は緊急地震速報が鳴る
と抱きつくなどの行動が見られた」という〈緊急地震速報へ
の怯え〉という２つのサブカテゴリーで構成された．
⑷ 【家庭環境の変化による不登校の出現】

このカテゴリーは，「避難先の部屋に備え付けのパソコンで
ひたすら遊んでいた」というコードを含む〈仮設住宅での
生活の変化〉，「親の目がなくなったため自分の好きなように過
ごした」というコードを含む〈親の目が行き届かない〉
という２つのサブカテゴリーで構成された．
⑸ 【学校生活環境の変化による不登校の出現】

このカテゴリーは，「他県に避難したが，慣れない環境から
A市に戻って来た」というコードを含む〈避難先の学校に
なじめない〉，「避難した県外の学校で不登校になった」とい
うコードを含む〈避難先の学校での不登校の出現〉とい
う２つのサブカテゴリーで構成された．
⑹ 【友人関係の変化による不安やストレス】

このカテゴリーは，「転出入が激しくなり，親しい友達がい
なくなり不安定になった」というコードを含む〈学校に友

人がいないことへの不安〉，「クラスに仲の良い子がおらず，
学校が嫌になりリストカットをしてしまう」というコードを
含む〈自傷行為の出現〉という２つのサブカテゴリーで
構成された．
⑺ 【避難生活のストレス】

このカテゴリーは，「避難所での生活が想起されるため，給
食のパンが食べられない」というコードを含む〈給食がの
どを通らない〉，「仮設住宅の生活で我慢することが多い」と
いうコードを含む〈避難生活での我慢〉，「避難生活が長期
化する中で子どもは頑張ろうと思う」「児童は可哀そうなくらい頑
張っていた」というコードを含む〈頑張り過ぎている姿〉，
「何回もトイレに入る」というコードを含む〈ストレスか
らくる身体症状の出現〉，「遊ぶ暇も元気もなかった」「避難
前の校舎と比較すると，現在の校舎は少し窮屈な部分がある」と
いうコードを含む〈窮屈な学校生活〉という５つのサブ
カテゴリーで構成された．
⑻ 【親の放射能汚染被害に対する懸念】

このカテゴリーは，「生物は食べない児童がいる」「学校に
水筒を持って来て飲む」というコードを含む〈健康被害の
予防・対策〉，「給食や飲み水に気を使う親がいる」「給食の牛
乳は飲ませないで下さいという家庭があった」というコード
を含む〈親の放射能汚染への不安〉という２つのサブカ
テゴリーで構成された．
⑼ 【生活習慣の変化による症状や疾患の出現】

このカテゴリーは，「むし歯が増えた」というコードを
含む〈齲歯の増加〉，「スクールバスでバス酔いをした」「腹痛
をおこしてバスを止めてしまった」というコードを含む〈バ
ス酔い・腹痛〉という２つのサブカテゴリーで構成され
た．
⑽ 【不定愁訴の出現】

このカテゴリーは，「（保健統計調査で）不定愁訴を書く児
童が数名いた」というコードを含む〈不定愁訴の出現〉
というサブカテゴリーで構成された．
⑾ 【体力低下への懸念】

このカテゴリーは，「学校再開１か月間はお昼過ぎには帰宅
していたため，遊ぶ時間がなかった」「中学校は校庭がなく，運動
する場所がなかった」というコードを含む〈遊ぶ場所と時
間がない〉，「避難所での不摂生な食事により体力がなかった」
というコードを含む〈体力がない〉という２つのサブカ
テゴリーで構成された．
⑿ 【学校生活が再開した喜び】

このカテゴリーは，「学校が再開してほっとした」という
コードを含む〈学校再開の喜び〉，「再会の喜びが強かった」
というコードを含む〈友人と再会できた喜び〉という２
つのサブカテゴリーで構成された．

以上，養護教諭が捉えた被災直後の児童・生徒の心身
の健康状態は，未曾有の大震災や避難生活など，今まで
に経験したことのない非日常からくる高揚感や活発な行
動の出現，さらに，余震への怯えや過剰な反応などの状
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表２ 養護教諭が捉えた被災直後の児童生徒の心身の健康状態

コード（６０） サブカテゴリー（２６） カテゴリー（１２）

避難所では友人といられる開放感があった
避難先のホテルでテンションが上がっていた
学校が休みになりラッキーと思っている生徒もいた
非日常に対する高揚感が見られた

開放感や高揚感

非日常からくる高揚
感や過覚醒避難所で食事作りを手伝った

携帯電話で友人にメールするなどの安否確認を手伝った 使命感

避難所では楽しそうに走り回っていた
避難所にいた中学生は昼間は遊んで夜は眠れていた
中学生は４，５月までは元気であった
避難所にいた中学生は元気な様子であった

過覚醒

昨年は欠席者０という日があった
震災前は不登校だった生徒がみんなで避難という形にハイテンションになった
震災前は不登校だった生徒がA市に避難してから半年間登校した
不登校だった生徒が非日常の中で活発化した

不登校児童・生徒の活発化 不登校児童・生徒の
活発化

余震に対する怯えが見られた 余震への怯え
地震への怯えと過敏

な反応緊急地震速報に対する過剰反応が見られた
緊急地震速報にびくっとする生徒がいた
特別支援学級の生徒は緊急地震速報が鳴ると抱きつくなどの行動が見られた

緊急地震速報への怯え

避難先の部屋に備え付けのパソコンでひたすら遊んでいた 仮設住宅での生活の変化
家庭環境の変化によ

る不登校の出現避難先で一人暮らしになったことで学校に来なくなった
親の目がなくなったため自分の好きなように過ごした 親の目が行き届かない

他県に避難したが，慣れない環境からA市に戻って来た 避難先の学校になじめない
学校生活環境の変化
による不登校の出現避難した県外の学校で不登校になった

避難先の学校で不登校になった 避難先の学校での不登校の出現

転出入が激しくなり，親しい友達がいなくなり不安定になった
友達がいないという環境の変化が生徒にとっては一番辛い 学校に友人がいないことへの不安

友人関係の変化によ
る不安やストレス１番仲の良かった友人が転校し，また友達がインターネットに悪口を書いたことを

知り，自傷行為が始まった
クラスに仲の良い子がおらず，学校が嫌になりリストカットをしてしまう
学校のトイレで自傷行為が見られた

自傷行為の出現

避難所での生活が想起されるため，給食のパンが食べられない 給食がのどを通らない

避難生活のストレス

仮設住宅の生活で我慢することが多い
借り上げアパートに避難した生徒が自分の部屋をもらえず不安定になった 避難生活での我慢

明るくはしつつも避難生活を頑張っていた
避難生活が長期化する中で子どもは頑張ろうと思う
児童は可哀そうなくらい頑張っていた
家と，学校で見せる陽気な姿にギャップがあった

頑張り過ぎている姿

何回もトイレに入る
高速道路でも間に合わないくらいトイレに行きたがる
ストレスが身体的に出てきた

ストレスからくる身体症状の出現

遊ぶ暇も元気もなかった
学校から帰宅するなりトイレに駆け込む
避難前の校舎と比較すると，現在の校舎は少し窮屈な部分がある

窮屈な学校生活環境

生物は食べない児童がいた
きのこを避ける児童がいた
学校に水筒を持って来て飲む

健康被害の予防・対処
親の放射能汚染被害

に対する懸念
給食や飲み水に気を使う親がいた
給食の牛乳は飲ませないで下さいという家庭があった 親の放射能汚染への不安

むし歯が増えた
歯磨きができない
むし歯，歯周疾患が増えた

齲歯の増加
生活習慣の変化によ
る症状や疾患の出現

スクールバスでバス酔いをした
腹痛をおこしてバスを止めてしまった バス酔い・腹痛

（保健統計調査で）不定愁訴を書く児童が数名いた 不定愁訴の出現 不定愁訴の出現

学校再開１か月間はお昼過ぎには帰宅していたため，遊ぶ時間がなかった
中学校は校庭がなく，運動する場所がなかった 遊ぶ場所と時間がない

体力低下への懸念
避難所での不摂生な食事により体力がなかった 体力がない

学校が再開してほっとした 学校再開の喜び

学校生活が再開した
喜び

他県の学校に避難していた生徒が会津の学校に戻ってくることで，登校できるよう
になった
友達と顔を見合わせてほっとした
再会の喜びが強かった

友人と再会できた喜び
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況が見られた．また，家庭環境や学校生活環境，友人関
係の変化は，児童・生徒に大きなストレスとなり，それ
らが引き金となって不登校や自傷行為の出現などの心理
的な影響を及ぼしていた．また，避難生活に伴う生活習
慣の変化は心理面だけではなく，疾患の出現や体力の低
下など身体面にも現れ，震災による心理的，身体的，社
会的な影響が強く子ども達に及んでいた．さらに，東日
本大震災は原発事故による放射能物質の漏出という点で
過去の日本の自然災害と大きく異なっており，児童・生
徒の親は放射能が子どもの身体に及ぼす影響について強
く懸念していた状況がうかがえた．一方，このように被
災直後には，児童・生徒の様々な心身の健康問題が見ら
れたが，そのような状況の中でも，避難先ではあるもの
の元の学校の日常が戻りつつあり，普段の学校生活の再
開を全身で喜ぶ児童・生徒の姿があった．
３．養護教諭が捉えた現在（１年６カ月後）の児童・生
徒の心身の健康状態（表３）
養護教諭が捉えた震災後１年半を経過した現在の児

童・生徒の心身の健康状態は，３６のコードが抽出され，

１８のサブカテゴリーに分類され，【進路や生活の見通し
が立たないことへの不安】【家庭環境の変化による不登
校の増加】【友人関係の変化による不安や寂しさ】【学校
生活環境の変化に適応できない】【震災の頑張りに限界】
【不登校の増加】【親の放射能汚染被害に対する懸念】【避
難先の学校生活への適応】【普段の学校生活に戻る】の
９カテゴリーで構成された．スコットの式により一致率
は８４．１％であった．以下カテゴリー別に述べる．
⑴ 【進路や生活の見通しが立たないことへの不安】

このカテゴリーは，「家族がばらばらなことに不安を抱いて
いる」というコードを含む〈家族がばらばらなことへの
不安〉，「転出で児童数が減ることを不安に思っている」という
コードを含む〈転出への不安〉，「高校をどこにしようか不
安に思っている」というコードを含む〈進路への不安〉と
いう３つのサブカテゴリーで構成された．
⑵ 【家庭環境の変化による不登校の増加】

このカテゴリーは，「母親が子どもの面倒を見ることができ
ず学校に行けない」というコードを含む〈母親が子どもの
面倒を見ることができない〉，「母親のことが心配でそばを離

表３ 養護教諭が捉えた震災１年半後の児童生徒の心身の健康状態

コード（３６） サブカテゴリー（１８） カテゴリー（９）

家族がばらばらなことに不安を抱いている 家族がばらばらなことへの不安

進路や生活の見通しが立たないことへの不安転出で児童数が減ることを不安に思っている 転出への不安

高校をどこにしようか不安に思っている
親の都合で進路を変更しなくてはならない 進路への不安

母親が子どもの面倒を見ることができず学校行けない
母親が病気になることで不登校になる生徒がいる

母親が子どもの面倒を見ることがで
きない

家庭環境の変化による不登校の増加母親のことが心配でそばを離れられず不登校になる 母親を過剰に心配する

家庭の問題が反映されて子どもが不登校になる
不登校は家庭の問題が深く関わっている
不登校の生徒は保護者に問題があることがある

家庭環境が影響した不登校の出現

転出により友人が減ることに不安や寂しさを感じている 友人がいないことへの不安や寂しさ
友人関係の変化による不安や寂しさ友人関係が変化しクラスで孤立してしまう

親しい友人がいないから学校に来たくない クラスで孤立

小学校から中学校にあがり不登校になるケースもある 進級をきっかけに不登校
学校生活環境の変化に適応できない

避難先の学校になじめず不登校になる 避難先の学校になじめない

今まで気を張っていたものが崩れてくる 震災後の緊張状態の限界
震災の頑張りに限界

疲れ果ててきた 心身の疲労

不登校が増加してきた
不登校傾向の生徒が増加してきた
保健室登校が増加してきた

不登校（保健室登校含む）の増加 不登校の増加

生物は食べない児童がいる
きのこを避ける児童がいる
学校に水筒を持って来て飲む

健康被害の予防・対処
親の放射能汚染被害に対する懸念

給食や飲み水に気を使う親がいる
給食の牛乳は飲ませないで下さいという家庭もある 親の放射能汚染への不安

バスに慣れた
にぎやかな状態から落ち着いてきた
PTSDは一切ない
（自傷行為をしていた生徒が）高校で居場所を作れた

避難先の学校生活への適応 避難先の学校生活への適応

給食が出てきた
様々な行事が増えてきた
近隣施設を借りて部活動を行っている
普段の生活が戻って来た

もとの学校の日常が戻る

普段の学校生活に戻る
子どもらしく汗をかいて遊ぶ姿が見えてきた
外で遊べる時間ができた
校庭で思いっきり遊べる

思いっ切り遊べる
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れられず不登校になる」というコードを含む〈母親を過剰
に心配する〉，「家庭の問題が反映されて子どもが不登校にな
る」というコードを含む〈家庭環境が影響した不登校の
出現〉という３つのサブカテゴリーで構成された．
⑶ 【友人関係の変化による不安や寂しさ】

このカテゴリーは，「転出により友人が減ることに不安や寂
しさを感じている」というコードを含む〈友人がいないこ
とへの不安や寂しさ〉，「友人関係が変化しクラスで孤立して
しまう」というコードを含む〈クラスで孤立〉という２
つのサブカテゴリーで構成された．
⑷ 【学校生活環境の変化に適応できない】

このカテゴリーは，「小学校から中学校にあがり不登校にな
るケースもある」というコードを含む〈進級をきっかけに
不登校〉，「避難先の学校になじめず不登校になる」というコー
ドを含む〈避難先の学校になじめない〉という２つのサ
ブカテゴリーで構成された．
⑸ 【震災の頑張りに限界】

このカテゴリーは，「今まで気を張っていたものが崩れてく
る」というコードを含む〈震災後の緊張状態の限界〉，「疲
れ果ててきた」というコードを含む〈心身の疲労〉とい
う２つのサブカテゴリーで構成された．
⑹ 【不登校の増加】

このカテゴリーは，「不登校が増加してきた」「保健室登校
が増加してきた」というコードを含む〈不登校（保健室登
校を含む）の増加〉というサブカテゴリーで構成された．
⑺ 【放射能汚染被害に対する懸念】

このカテゴリーは，「生物は食べない児童がいる」「学校に
水筒を持って来て飲む」というコードを含む〈健康被害の
予防・対策〉，「給食や飲み水に気を使う親がいる」「給食の牛
乳は飲ませないで下さいという家庭があった」というコード
を含む〈親の放射能汚染への不安〉という２つのサブカ
テゴリーで構成された．
⑻ 【避難先の学校生活への適応】

このカテゴリーは，「バスに慣れた」「にぎやかな状態から
落ち着いてきた」というコードを含む〈避難先の学校生活
への適応〉というサブカテゴリーで構成された．
⑼ 【普段の学校生活に戻る】

このカテゴリーは，「様々な行事が増えてきた」「近隣施設
を借りて部活動を行っている」というコードを含む〈もと
の学校の日常が戻る〉，「子どもらしく汗をかいて遊ぶ姿が見
えてきた」「校庭で思いっきり遊べる」というコードを含む
〈思いっきり遊べる〉という２つのサブカテゴリーで構
成された．

以上，養護教諭が捉えた現在の児童・生徒の心身の健
康状態は，震災から１年半が経過しても未だに進路や生
活の見通しが立たない，という状況に強い不安を感じて
いることが明らかとなった．小学生は家族や友人と離れ
離れになることに対する不安，中学生は高校進学など今
後の進路に対する不安など，発達段階によって不安の状

況に違いが見られた．また，家庭環境の変化では，親の
疾患や諸事情により子どもの面倒が見られない状況も生
じ，不登校に至るケースも増加していた．友人関係や学
校生活環境の変化は児童・生徒に被災直後から継続的に
ストレス源として影響を及ぼしていた．震災から１年半
後の現在では，これらの慢性的な身体的心理的負担によ
り，現在の児童・生徒は震災後からの長期の緊張状態に
限界が見られ，心身の不調や不登校の増加に繋がってい
ることが推測された．また，親にとっても，放射能汚染
が将来，子どもの身体にどのような影響を及ぼすのか強
い懸念を示していた．一方，このような状況の中でも避
難先の地域や学校生活にも次第に慣れ，部活動の再開や
今までに経験できなかった様々な学校行事（スキー教室
等）を行うなど，学校の教育活動が活発化し，本来の子
ども達の姿が戻りつつある状況もうかがえた．
４．東日本大震災時の養護教諭の健康支援活動（表４）

東日本大震災の災害時における養護教諭の健康支援で
は，６２のコードが抽出され，２９のサブカテゴリーに分類
され，【避難所への保健衛生物品の提供】【避難者の応急
処置】【児童・生徒の安全確保】【児童・生徒の安否確認】
【児童・生徒の健康管理】【こころのケア】【不登校児の
家庭訪問】【家族への支援】【他機関専門職との連携】【学
校教職員との連携と組織的な対応】【養護教諭のコーディ
ネート機能】【通常の保健室経営への回復】【被災経験を
活かした支援活動】の１３カテゴリーで構成された．ス
コットの式により，一致率は８０．８％であった．以下カテ
ゴリー別に述べる．
⑴ 【避難所への保健衛生物品の提供】

このカテゴリーは，「保健室の寝具類を体育館に運んだ」
というコードを含む〈保健室から避難所への物品提供〉
というサブカテゴリーで構成された．
⑵ 【避難者の応急処置】

このカテゴリーは，「避難して来た人の看護を行った」と
いうコードを含む〈避難所での緊急応急的な対応〉とい
うサブカテゴリーで構成された．
⑶ 【児童・生徒の安全確保】

このカテゴリーは，「児童を教員の車に乗せて保護者の迎え
を待った」「通学路に瓦礫が落ちていないか確認した」という
コードを含む〈児童・生徒の安全確保〉，「学校に残った児
童と高台に避難した」というコードを含む〈児童・生徒と
一緒に避難〉という２つのサブカテゴリーで構成された．
⑷ 【児童・生徒の安否確認】

このカテゴリーは，「児童の家庭に連絡した」「携帯メール
で生徒の安否確認を行った」というコードを含む〈児童生
徒の安否確認〉というサブカテゴリーで構成された．
⑸ 【児童・生徒の健康管理】

このカテゴリーは，「保健調査を行う」「生徒の健康状態の
把握を行った」というコードを含む〈健康状態の把握〉，
「生徒の体調管理を行った」というコードを含む〈体調管
理〉という２つのサブカテゴリーで構成された．
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表４ 東日本大震災時の養護教諭の健康支援活動

コード（６２） サブカテゴリー（２９） カテゴリー（１３）

保健室の寝具類を体育館に運んだ
保健室の寝具やトイレットペーパーを体育館に運んだ 保健室から避難所への物品提供 避難所への保健衛生

物品の提供

避難して来た人の看護を行った 避難所での緊急応急的な対応 避難者の応急処置

児童を教員の車に乗せて保護者の迎えを待った
通学路に瓦礫が落ちていないか確認した 児童・生徒の安全確保

児童・生徒の安全確保
学校に残った児童と高台に避難した
学校に避難して来た生徒と一緒に避難した 児童・生徒と一緒に避難

児童の家庭に連絡した
携帯メールで生徒の安否確認を行った 児童・生徒の安否確認 児童・生徒の安否確認

保健調査を行う
生徒の健康状態の把握を行った 健康状態の把握

児童・生徒の健康管理
生徒の体調管理を行った 体調管理

地震に怯えて抱きついてきた生徒は，そのまま抱きしめて落ち着くまで待っていた 安心させる

こころのケア

先が見えない状況ということを踏まえてよく話を聞く
話を聞くことしかできない
ひたすら話を聞く
最優先で話を聞く
辛い気持ちを受け入れつつ話を聞く

傾聴（話を聞く）

感情を言葉にできない児童を見守る
生徒のそばを離れない 見守る

丁寧に優しく，ゆったり接する
一緒に寄り添う 寄り添う

一人で泣く時間や場所を用意する
自己表現を一緒に探す 感情の表出を促す

不登校の児童の家に出向く
仮設に家庭訪問をする
家庭訪問を行う

不登校児の家庭訪問 不登校児の家庭訪問

母親へのフォローを行う
母親に無理をしないように伝える
母親に子どもを温かく見守るように助言する

母親に対する支援
家族への支援

児童の様子について母親と話し合いをする
生徒が落ち着くまで母親とこまめに連絡を取る 母親からの情報収集

ソーシャルワーカーとの情報交換は大事
ソーシャルワーカーと一緒に家庭訪問を行う
ソーシャルワーカーと仮設家庭訪問を行う
ソーシャルワーカーと情報交換を行う
ソーシャルワーカーに定期的に家庭訪問をしてもらう

ソーシャルワーカーとの連携

他機関専門職との連携
スクールカウンセラーとの情報交換は大事
スクールカウンセラーに（生徒の）カウンセリングをしてもらう
スクールカウンセラーにカウンセリングに入ってもらう
カウンセラーが介入したうえで家庭訪問を行う

スクールカウンセラーとの連携

児童相談所に協力してもらう 児童相談所との連携

医療機関と連携した 医療機関との連携

転校先の学校に何かあったら連絡をもらえるよう手紙を出した 転校先の学校との連携

他の職員との情報交換は大事
校長，教頭，担任も含め家庭訪問を行っている 情報の共有

学校教職員との連携
と組織的な対応ケアの方法は教員全員で話し合っていく

みんな（学校の教員）の中の一人
保健室に生徒を一人にしないよう教員と連携した
生徒指導委員会で情報共有し，サポート体制を作った

組織的な対応

コーディネート役として配置されている コーディネート役
養護教諭のコーディ

ネート機能ソーシャルワーカー，スクールカウンセラーとのコーディネートをしている
ソーシャルワーカーと連携を取る等の調整役 連携の調整役

本来の保健室での動きが出てきている 保健室経営の回復

通常の保健室経営へ
の回復

歯科医師と協力し健康診断を行った
家庭に齲歯治療のための通知を出した
昼休みに歯磨きを呼びかけた

歯科保健活動

生徒に運動させる方法を考えた 運動不足の解消

糖尿病の児童と一緒に血糖を測っている
肥満の児童の保健指導を行っている 慢性疾患を有する児童への対応

震災での体験を踏まえて，児童が育つような支援をしたい
災害がプラスになる支援が必要 被災経験を活かした支援を検討 被災経験を活かした

支援活動
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⑹ 【こころのケア】
このカテゴリーは，「地震に怯えて抱きついてきた生徒は，

そのまま抱きしめて落ち着くまで待っていた」というコード
を含む〈安心させる〉，「最優先で話を聞く」「辛い気持ちを受
け入れつつ話を聞く」というコードを含む〈傾聴（話を聞
く）〉，「感情を言葉にできない児童を見守る」というコード
を含む〈見守る〉，「丁寧に優しく，ゆったり接する」という
コードを含む〈寄り添う〉，「一人で泣く時間や場所を用意す
る」「自己表現を一緒に探す」というコードを含む〈感情の
表出を促す〉という５つのサブカテゴリーで構成された．
⑺ 【不登校児の家庭訪問】

このカテゴリーは，「不登校の児童の家に出向く」「仮設に
（不登校生徒の）家庭訪問をする」というコードを含む〈不
登校児の家庭訪問〉というサブカテゴリーで構成された．
⑻ 【家族への支援】

このカテゴリーは，「母親へのフォローを行う」「母親に無
理をしないように伝える」というコードを含む〈母親に対
する支援〉，「児童の様子について母親と話し合いをする」と
いうコードを含む〈母親からの情報収集〉という２つの
サブカテゴリーで構成された．
⑼ 【他機関専門職との連携】

このカテゴリーは，「ソーシャルワーカーと一緒に家庭訪問
を行う」「ソーシャルワーカーと情報交換を行う」というコー
ドを含む〈ソーシャルワーカーとの連携〉，「スクールカウ
ンセラーとの情報交換は大事」「スクールカウンセラーにカウンセ
リングに入ってもらう」というコードを含む〈スクールカ
ウンセラーとの連携〉，「児童相談所に協力してもらう」とい
うコードを含む〈児童相談所との連携〉，「医療機関と連携
した」というコードを含む〈医療機関との連携〉，「転校
先の学校に何かあったら連絡をもらえるよう手紙を出した」と
いうコードを含む〈転校先の学校との連携〉という５つ
のサブカテゴリーで構成された．
⑽ 【学校教職員との連携と組織的な対応】

このカテゴリーは，「他の職員との情報交換は大事」とい
うコードを含む〈情報の共有〉，「ケアの方法は教員全員で
話し合っていく」「生徒指導委員会で情報共有し，サポート体制を
作った」というコードを含む〈組織的な対応〉という２
つのサブカテゴリーで構成された．
⑾ 【養護教諭のコーディネート機能】

このカテゴリーは，「コーディネート役として配置されてい
る」というコードを含む〈コーディネート役〉，「ソーシャ
ルワーカー，スクールカウンセラーとのコーディネートをしてい
る」というコードを含む〈連携の調整役〉という２つの
サブカテゴリーで構成された．
⑿ 【通常の保健室経営への回復】

このカテゴリーは，「本来の保健室での動きが出てきてい
る」というコードを含む〈保健室経営の回復〉，「歯科医
師と協力し健康診断を行った」「家庭に齲歯治療のための通知を出
した」というコードを含む〈歯科保健活動〉，「生徒に運動
させる方法を考えた」というコードを含む〈運動不足の解

消〉，「糖尿病の児童と一緒に血糖を測っている」「肥満の児童の
保健指導を行っている」というコードを含む〈慢性疾患を
有する児童への対応〉という４つのサブカテゴリーで構
成された．
⒀ 【被災経験を活かした支援活動】

このカテゴリーは，「震災での体験を踏まえて，児童が育つ
ような支援をしたい」というコードを含む〈被災体験を活
かした支援を検討〉というサブカテゴリーで構成された．

以上，東日本大震災時に養護教諭が行った健康支援活
動は，被災直後の学校に避難してきた近隣住民の応急処
置や，保健室からの保健衛生物品の提供，児童・生徒の
安全確認と安否確認など，多岐にわたっていた．さらに，
被災直後から現在に至るまでの個別に支援を必要とする
児童・生徒に対して，直接的なケアだけでなく，養護教
諭が調整役となり，ソーシャルワーカーやスクールカウ
ンセラー等のこころの専門家をはじめとする他機関専門
職や校内の教職員と連携し，児童生徒の健康管理やここ
ろのケア，家庭訪問を行うなど，心身の健康状態の把握
や，健康の保持・増進に努めていた．学校の再開に伴い，
従来の歯科保健活動や慢性疾患を有する児童・生徒への
対応など，通常の保健室経営が早急に進められていた．
今回の東日本大震災は日本史上類をみない未曾有の大震
災ではあったが，これらの極めて困難な状況下において
も，養護教諭は今回の被災体験をプラスに活かし，児
童・生徒の成長を促進できる健康支援を行いたいという，
強い思いを持っていた．

Ⅳ．考 察

１．養護教諭がとらえた東日本大震災で被災した児童・
生徒の健康状態
塩山ら６）の行った阪神淡路大震災後で被災した児童・

生徒の心理的影響に関する調査研究では，子ども達に
「困っている人を見ると助けてあげたい」，「皆の役に
立っていると感じる」といった感情の一過的な高揚があ
ること，そして，この高揚感は震災直後日常的に経験し
震災直後をピークにだんだんと減少していった，と報告
している．本調査においも，東日本大震災被災直後のＢ
町の児童・生徒が，一斉に避難した避難所での生活では，
【非日常からくる高揚感や過覚醒】が見られ，この高揚
感や過覚醒の状況は１年半を経た現在では，「にぎやかな
状態から落ち着いてきた」など【避難先の学校生活への適
応】へと変化していた．さらに，阪神淡路大震災時と同
様に，児童・生徒に感情の一過的な高揚感があり，この
高揚感が震災直後をピークにだんだんと減少していった
という経過を経ていた．

校内の学校安全活動において，養護教諭の職務や保健
室の機能では，第一はけがや事故への直接の対応，第二
は事故や災害などの後に起こる心的外傷後ストレス障害
への心の健康への対応，さらに，事故や災害が起こる前
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の予防が重要であると言われているが１０），本調査では，
被災直後には【地震への怯えと過敏な反応】といった児
童・生徒の地震への強い恐怖が存在し，これに対し養護
教諭は〈安心させる〉〈傾聴（話を聞く）〉〈見守る〉と
いった【こころのケア】などの児童・生徒に寄り添った
対応が見られ，養護教諭の本来の職務や保健室の機能を
活かした活動を行っていた．

さらに，災害などに遭遇すると，恐怖や喪失体験など
の心理的ストレスによって，こころの症状だけではなく
身体の症状も現れやすいことが子どもの特徴であると指
摘されているが，本調査においても「何回もトイレに入る」
といった〈ストレスからくる身体症状の出現〉が見られ，
養護教諭はこのようなケースに対して〈母親からの情報
収集〉〈傾聴（話を聞く）〉〈寄り添う〉といった支援を
行っていた．児童・生徒の身体症状の出現に対して，災
害発生時における子どもの心理的反応の特徴を踏まえた
上で，きめ細やかな健康観察を行い，子どもが示す心身
のサインを見過ごさないようし，優しく穏やかな声かけ
をするなど本人に安心感を与え，児童・生徒に寄り添い
ながら継続的な健康支援を行っていくことが重要である．

また，被災直後は【家庭環境の変化による不登校の出
現】【学校生活環境の変化による不登校の出現】【友人関
係の変化による不安やストレス】といった地震によって
生じた二次的なストレスが顕在化し，これらの反応は震
災から１年半経過した現在においても継続して児童・生
徒のストレス源になっており，不登校の増加の要因とも
なっていることがうかがえた．しかし，家庭環境の変化
に関する不登校は，被災直後は〈仮設住宅での生活の変
化〉〈親の目が行き届かない〉など生活環境の変化が要
因としてあげられていたが，現在は〈母親が子どもの面
倒を見ることができない〉〈家庭環境が影響した不登校
の出現〉など家族関係の複雑な問題が要因であるケース
が出現していており，これらの要因は経時的に変化して
いることが明らかとなった．したがって養護教諭は児
童・生徒の呈している心理的反応の背景にある問題を的
確にアセスメントし，今求められているニーズを把握し
た上で，適切な支援を行うことが重要である．さらに，
児童・生徒にとって，友人関係の変化は大きなストレス
となり，それらが引き金となって，不登校や自傷行為の
出現などの心理的な影響を及ぼしており，特に中学校で
は被災直後から現在においてもその傾向が見られた．こ
のことは，中学生が思春期と呼ばれる年齢にあり，自己
や他人に対する認識が急激に変化し，友人関係の果たす
役割が次第に大きくなるためであると推察された．さら
に，震災後１年半経過した現在において，【進路や生活
の見通しが立たないことへの不安】があることが明らか
になった．小学生は，家族や友人と離れ離れになること
に対する不安，中学生は高校進学など今後の進路に対す
る不安であり，発達段階により不安の状況に相違が見ら
れるため，児童・生徒の示す心理的反応への対応は，発

達段階に応じてきめ細やかな対応が求められる．
今回の東日本大震災は，原発事故による放射能物質の

漏出という点で過去の日本の自然災害と大きく異なって
いる．福島県は放射能汚染に関し，１８歳未満の県民を対
象にホールボディカウンターでの内部被曝検査を実施し
ており，２０１３年４月末日までに検査を受けた累計
１２７，１６３人の結果は，健康に影響の及ぶ数値ではなかっ
たと発表している１１）が，【親の放射能汚染被害に対する
懸念】は被災直後から現在に至るまで継続している．秋
坂ら１４）は，１９９９年に発生した放射能事故であるJCO社に
よる東海村臨界事故において，正体が見えず人体に大き
な影響を与えているような印象を与える放射能汚染が，
児童・生徒の保護者に一層深刻な不安を与えていたと報
告していることからも，養護教諭は児童・生徒や保護者
からの健康相談に対応できるだけの医学や保健に関する
知識を持ち，児童・生徒や保護者への対応や健康支援の
方法を具体的に検討する必要がある．

Ｂ町教育委員会は，地震と津波，さらに原発による放
射能汚染により，自分の家や学校までも捨てざるを得な
くなってしまった児童・生徒にとって，教師や友人に再
会することがこころのケアの側面からも重要であると考
え，早急な学校の再開を目指した１５）．その結果，被災直
後は避難生活の中でも，「学校が再開してほっとした」「友達
と顔を見合わせてほっとした」といった【学校生活が再開
した喜び】を全身で受けとめている児童・生徒の喜びの
姿が見られた．現在では，避難先の学校生活に次第に慣
れ，部活動の再開や様々な学校行事を行うなど，元の学
校の日常や児童・生徒の元気な姿といった【普段の学校
生活に戻る】という状況が明らかとなった．そして，こ
れらの子ども達の生き生きとした姿や学校の再開は，児
童・生徒だけでなく，親や教師，多くの大人達に希望を
与えていた．

文部科学省は２０１２年１０月「東日本大震災により被災し
た公立学校施設の復旧・復興に向けて」１６）の通達で，復
興を進めていく上での１つの考え方として，学校の復興
に関するビジョンを速やかに打ち立てることにより，各
地に分散避難している住民が安心して学校の周辺に戻る
ことが可能になり，地域の絆やコミュニティが復活し，
ひいては被災地全体の復興の牽引力になっていくことが
できる，と示している．震災後の混乱から，秩序ある生
活と児童・生徒の笑顔を取り戻し，教育の挑戦と実践を
行うという教職員の意欲を高め，さらに地域コミュニ
ティの復活のために学校再開は非常に意義のあることで
あり，地域における学校の役割であるとも考えられる．
２．東日本大震災時における養護教諭の健康支援

本調査において，養護教諭が被災直後は学校に避難し
てきた〈近隣住民の応急処置〉や〈保健室からの保健衛
生物品の提供〉等の緊急的な対応を迫られていたことが
明らかとなり，養護教諭は学校保健の専門職として，応
急処置などのケア技術を習得しておくこと，日頃からの
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保健衛生物品の点検や，どこに保健衛生物品が置いてあ
るかなどを，学校教職員に周知しておく必要がある．文
部科学省の手引書１０）では被災直後の養護教諭の役割につ
いて，安否確認と心身の健康状態の把握を行うことが記
載されているが，本調査においても【児童・生徒の安全
確保】【児童・生徒の安否確認】などが行われていた．
このような震災後の速やかな初動体制を確立するために
は，養護教諭や学校教職員が中心となって日頃から，地
域とともに避難訓練を行ったり，マニュアル作成といっ
た学校全体での組織的な対応が求められる．

危機に直面したことによる児童・生徒の心身の健康問
題に対して，早期発見・早期対応を的確に行うためには，
日頃からきめ細かな健康観察を実施する必要があり，児
童・生徒の心の回復・安全のためには，配慮を要する児
童・生徒の状況把握を行い，変化を教職員間で共有する
ことが大切であるが１７）１８），本調査においても，養護教諭
は保健調査を実施したり，他機関専門職や学校教職員と
連携して家庭訪問を行うなど，児童・生徒の〈健康状態
の把握〉や〈体調管理〉などの【児童・生徒の健康管理】
を行っていた．さらに，養護教諭は，支援の必要な児
童・生徒を見極め，【こころのケア】や【不登校児の家
庭訪問】も含めて，適切な健康支援を実施していたこと
からも，養護教諭は様々な方法で児童・生徒の健康状態
を把握し，配慮を必要とする児童・生徒に対して，心も
身体も含めた健康管理や適切な健康支援を実施すること
が求められる．

また，自然災害は保護者にとっても強いストレスであ
り，その影響は大きい．子どものストレスを軽減して安
心感を与え，生活の回復を図り，日常を取り戻すために
は保護者が安定した心身の状態であることが求められる．
本調査において，養護教諭は保護者に対し，子どものス
トレス症状についての正しい知識を提供し，子どもとの
関わり方について助言を行い，「母親へのフォローを行う」
「母親に無理をしないように伝える」など【家族への支援】
も同時に行っていた．その結果，保護者がゆったり子ど
もに接することができるようになり，児童の身体症状が
軽減し回復に向かっていった．上野ら１９）は，災害発生時
において家庭で養育者から与えられる行動基準が子ども
の行動や感情を大きく左右することから，養育者の役割
は極めて重要であると述べており，本調査においても，
〈家庭環境が影響した不登校の出現〉があることがうか
がえた．児童・生徒の心身の健康状態は家庭環境に大き
く影響されるため，担任や養護教諭は保護者と密接な連
携をとり，家庭内の状況をより詳しく把握するとともに，
保護者に対しても子どもへのサポートの必要性や方法等
について周知・啓発できるよう検討していくことが重要
である．

さらに，前述の手引書１０）では，心に深い傷を受けた子
どもには，長期的な支援が必要であることから，学校や
家庭，地域社会が一体となって支援に当たることが大切

であると明記されている．本調査において，ソーシャル
ワーカーやスクールカウンセラー等を始めとする他機関
専門職や学校教職員が連携し，児童・生徒の健康管理や
こころのケア，家庭訪問が行われていたことが明らかと
なり，こころのケアを充実させるためには，養護教諭が
コーディネート役となり，心の専門家を始めとする他機
関専門職や教職員等のスムーズな連携や，組織的な対応
が求められる．

震災前から顕在化していた慢性疾患を有する児童・生
徒への対応は，学校の再開にあたって早急に求められる
ことであり，これらの問題に対応するために，養護教諭
は【通常の保健室経営への回復】を何よりも再優先に考
え，保健室をよみがえらせていた．さらに，学校の再開
に際し教職員の【被災体験を活かした支援活動】といっ
た，今回の災害を児童・生徒の成長のきっかけにしよう
という，教育職としての強い願いがあることが明らかに
なった．Ｂ町の児童・生徒・教職員は全町で福島県内の
Ａ市に避難し，早々に学校を立ち上げた．学校での児
童・生徒の元気な姿に，逆に教職員は励まされている１５）．
養護教諭を含めて学校教職員は，東日本大震災という日
本史上類を見ない未曾有の大震災を経験した児童・生徒
の心身の健康や成長発達を支援しつつ，笑顔に満ちた活
力ある学校を再建し，苦難を乗り越え，被災体験をプラ
スに生かして，児童・生徒がたくましく成長できるよう
な支援や教育活動を継続していく，と言う大きな使命を
実感していた．

Ⅴ．まとめと今後の課題

福島県の児童・生徒には被災直後から現在に至るまで，
避難生活や生活環境の変化からくる不安やストレス，こ
れらのストレスによって生じる身体症状の出現，不定愁
訴を始めとする心身の不調や不登校の増加，生活習慣の
変化からくる症状や疾患の増加など，様々な心身の健康
問題が生じていたことを養護教諭は捉えていた．また，
これらの問題に対応するために，養護教諭は通常の保健
室経営への回復を何よりも再優先に考え，早期に保健室
をよみがえらせ，児童・生徒に対する心身の健康支援を
行っていた．東日本大震災は日本史上類をみない未曾有
の大震災であるが，これらの困難な状況の中での学校の
再開は，児童・生徒が明るく元気な姿を取り戻し，保護
者や教師など多くの大人達にも希望を与えていたことか
ら，早期の学校再開の意義は大きい．養護教諭は今回の
被災体験を活かし，一層，児童・生徒の成長を促進でき
る健康支援を行いたいと，前向きに考えていた．

東日本大震災後，未だに復興の兆しも見えず，まして
や，原発問題も収束していない現状において，福島県の
児童・生徒の心身の健康状態の懸念は払拭できていない．
今後も長期にわたって，児童・生徒の心身の健康問題に
対して継続的，予防的な支援が必要である．

本研究は，東日本大震災で被災した被災直後から１年
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半を経過した現在において，実際に自らも被災し，終始，
児童・生徒とともに避難し生活を共にしてきた養護教諭
を対象にインタビューを行うことで，児童・生徒がどの
ような心身の健康状態であり，養護教諭がどのような健
康支援をしてきたのかを，インタビュー調査を通して実
証的に明らかにした点で意義がある．しかし，インタ
ビュー対象は東日本大震災で被災したＢ町３校に勤務す
る養護教諭であり，一般化，普遍化には限界があり，今
後はさらに実証的研究の蓄積が必要である．
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The purpose of this study was to investigate teaching-learning processes for training life skills. A life skills train-
ing program with a focus on assertive communication skills was conducted at elementary schools in Chiba prefec-
ture and Tokyo on２７８fifth-grade students.

The basic training for life skills development includes the following five stages;
１）Instruction: Learning the meaning of assertive communication skills,
２）Modeling: Observing the model,
３）Practice: Participating in role-play,
４）Feedback: Receiving positive feedback and comments on their role-play from other students，
５）Reinforcement: Writing a statement declaring the intention to use assertive communication in everyday life.

Cognitive formation（how to develop assertive communication skills）was used in the instruction stages，and
self-efficacy formation（affective formation）was used in the modeling, practice，and feedback stages.

Students were placed into one of four training programs: a cognitive and self-efficacy formation training pro-
gram（８０ students）, a cognitive formation training program（５５ students）, a self-efficacy formation training pro-
gram（５６students）, and a program for basic development of life skills（８７ students）. An assertiveness scale, self-
efficacy scale and self-esteem scale for children were used for evaluation before the class, right after the class, a
week after the class and a month later. Formative assessment was used in class.

The main results were as follows:
１）The group which adopted cognitive formation development attained skills more effectively after one week, and

also one month after the class. The group that adopted affective formation was able to attain the skills more ef-
fectively immediately after the class.

２）It was effective to incorporate cognitive and self-efficacy formation into the teaching-learning process when
trying to develop assertive communication skills.
It can be concluded from this study that, in addition to the five basic processes of life skills, development, it is ef-

fective to incorporate a‘how to develop’assertive communication skills program as well as self-efficacy formation
into the teaching-learning process for assertive communication training.

自己主張スキル形成のための効果的な学習指導過程の開発

山田 浩平，前上里 直，大津 一義

目的：アサーティブな自己表現スキル（以下，自己主張スキル）を形成するための効果的な学習指導過程を開発する
ことにある．
方法：千葉県と東京都の小学校５年生２７８人を対象に，自己主張スキルを形成するための授業を行った．自己主張ス
キルの基本的な形成過程は五つのステージ（教示→模倣→練習→フィードバック→定着化過程）からなり，自己主張
スキルの形成の仕方（認識形成）は教示過程に，自己効力感を高める情報源（情意形成）は，模倣，練習，フィード
バック過程にそれぞれ取り入れた．対象の児童は，四つのグループ，即ち認識・自己効力感形成群（８０人），認識形
成群（５５人），自己効力感形成群（５６人），基本過程群（８７人）に分けた．授業の評価票としては，授業前，直後，１
週間後，１ヶ月後に，児童用自己主張尺度，自己効力感尺度，セルフエスティーム尺度を使用した．また，授業中は
形成的評価を行った．
結果：自己主張スキルの基本的学習指導過程に，スキル成立要件に関する認識形成のみを取り入れた群は自己主張ス
キルを授業１週間後や１ヶ月後まで定着させることに，自己効力感形成のみを取り入れた群は自己主張スキルを授業
直後にすぐに習得させることに効果的であった．また，スキル成立要件に関する認識形成と自己効力感形成の両方を
取り入れた学習指導過程は，スキルの習得と定着を高める上で効果的であった．
結論：自己主張スキルを形成するための学習指導過程としては，自己主張スキルの基本的な五つの形成過程に，スキ
ル成立要件に関する認識形成と自己効力感を高める情意形成とを取り入れることが効果的であることが明らかとなっ
た．

連絡先：〒４４８―８５４２ 刈谷市井ヶ谷町広沢１ 愛知教育大学養護教育講座（山田）

英文雑誌
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原稿の種類 内 容

１．総 説
Review

２．原 著
Original Article

３．研究報告
Research Report

４．実践報告
Practical Report

５．資料
Research Note

６．会員の声
Letter to the Editor

７．その他
Others

学校保健に関する研究の総括，解説，提
言等
学校保健に関する独創性に富む研究論文

学校保健に関する研究論文

学校保健の実践活動をまとめた研究論文

学校保健に関する貴重な資料

学会誌，論文に対する意見など（８００字
以内）
学会が会員に知らせるべき記事，学校保
健に関する書評，論文の紹介等

機関誌「学校保健研究」投稿規定（平成２５年４月１日改正）

１．本誌への投稿者（共著者を含む）は，一般社団法人
日本学校保健学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健およびその関連領域とする．
３．原稿は，未発表のものに限る．なお，印刷中もしく

は投稿中の原稿の投稿も認めない．
４．投稿に際して，所定のチェックリストを用いて投稿

原稿に関するチェックを行い，投稿者の記名・捺印の
上，原稿とともに送付する．

５．本誌に掲載された原稿の著作権は，日本学校保健学
会に帰属する．

６．原稿は，日本学校保健学会倫理綱領を遵守する．
７．本誌に掲載する原稿の種類と内容は，次のように区

分する．

「総説」，「原著」，「研究報告」，「実践報告」，「資料」，
「会員の声」以外の原稿は，原則として編集委員会の
企画により執筆依頼した原稿とする．

８．投稿された原稿は，査読の後，編集委員会において，
掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

９．原稿は，「原稿の様式」にしたがって書くこと．
１０．原稿の締切日は特に設定せず，随時投稿を受付ける．
１１．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）

２部を添付して投稿すること．
１２．投稿の際には，査読のための費用として５，０００円を

郵便振替口座００１８０―２―７１９２９（日本学校保健学会）に
納入し，郵便局の受領証のコピーを原稿とともに同封
する．

１３．原稿は，下記あてに書留郵便で送付する．
〒１１２―０００２ 東京都文京区小石川１―３―７
勝美印刷株式会社 内「学校保健研究」編集事務局
TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１
その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．

１４．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿が
受理されるまでは受付けない．

１５．掲載料は，刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分
は著者負担（１頁当たり１３，０００円）とする．

１６．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，査読終了まで通常原稿と
同一に扱うが，査読終了後，至急掲載料（５０，０００円）
を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．
「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１７．著者校正は，１回とする．
１８．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして

学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿
を取り下げたものとして処理する．

１９．原稿受理日は，編集委員会が審査の終了を確認した
年月日をもってする．

原稿の様式
１．原稿は，和文または英文とする．和文原稿は，原則

としてMSワードまたは一太郎を用い，Ａ４用紙４０字
×３５行（１，４００字）横書きとする．ただし査読を終了
した最終原稿は，CD，フロッピーディスク等をつけ
て提出する．

２．文章は，新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点，
カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．英語は，１字分に半角２文字を収める．
４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字

を収める．
５．図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙

に作成し，挿入箇所を原稿中に指定する．
なお，印刷，製版に不適当と認められる図表は，書

替えまたは削除を求めることがある．（専門業者に製
作を依頼したものの必要経費は，著者負担とする）

６．和文原稿には，４００語以内の英文抄録と日本語訳を
つける．ただし原著，研究報告以外の論文については，
これを省略することができる．英文原稿には，１，５００
字以内の和文抄録をつける．また，すべての原稿に
は，５つ以内のキーワード（和文と英文）を添える．
これらのない原稿は受付けない．

英文抄録および英文原稿については，英語に関して
十分な知識を持つ専門家の校正を受けてから投稿する．

７．研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究
方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを
記載する．

８．正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，
所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），原稿
枚数，表および図の数，希望する原稿の種類，別刷必
要部数を記す（別刷に関する費用は，すべて著者負担
とする）．副（コピー）原稿の表紙には，表題，キー
ワード（以上和英両文）のみとする．

会 報会 報
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９．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の
形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」また
は，「…２）４），…１－５）」のように文献番号をつける．著者
もしくは編集・監修者が４名以上の場合は最初の３名
を記し，あとは「ほか」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発
行年

［単行本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編集・監
修者名）．書名，引用頁―頁，発行所，発行地，
発行年

―記載例―
［定期刊行物］
１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への

期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究
４６：５―９，２００４

２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル
フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．
学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.：School to-
bacco policies in a tobacco-growing state. Journal of
School Health７５：２１９―２２５,２００５

［単行本］
〈和文〉
４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石昌弘，

出井美智子編）．学校保健マニュアル（改訂７版），
１４１―１５３，南山堂，東京，２００８

〈欧文〉
５）Hedin D, Conrad D：The impact of experiential

education on youth development. In：Kendall JC
and Associates, eds. Combining Service and Learn-
ing：A Resource Book for Community and Public
Service. Vol １, １１９―１２９, National Society for Intern-

ships and Experiential Education, Raleigh, NC, USA,
１９９０

〈日本語訳〉
６）フレッチャーRH，フレッチャーSW：治療．臨床疫

学 EBM実践のための必須知識 第２版（福井次矢
監訳），１２９―１５０，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，東京，２００６（Fletcher RH, Fletcher
SW：Clinical Epidemiology. The Essentials. Fourth
Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
PA, USA,２００５）

［報告書］
７）和田清，嶋根卓也，立森久照：薬物使用に関する全

国住民調査（２００９年）．平成２１年度厚生労働科学研究
費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態把握と再
乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研
究（研究代表者：和田清）」総括・分担研究報告書，
２０１０

［インターネット］
８）厚生労働省：平成２３年（２０１１）人口動態統計（確定

数）の概況．Available at：http:／／www.mhlw.go.jp／
toukei／saikin／hw／jinkou／kakutei１１／dl／０１_tyousa.pdf
Accessed January６,２０１３

９）American Heart Association：Response to cardiac
arrest and selected life-threatening medical emer-
gencies：The medical emergency response plan for
schools. A statement for healthcare providers, policy-
makers, school administrators, and community lead-
ers. Available at：http:／／circ.ahajournals.org／cgi／
reprint／０１.CIR.００００１０９４８６.４５５４５.ADv１.pdf Accessed
April６,２００４
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投稿時チェックリスト（平成２４年４月１日改正）

以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付して下さい．

□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会会員か．
□ 投稿に当たって，共著者全員の承諾を得たか．
□ 本論文は，他の雑誌に掲載されたり，印刷中もしくは投稿中の論文であったりしないか．
□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中ではないか．

□ 原著もしくは研究報告として投稿する和文原稿には４００語以内の英文抄録と日本語訳を，英文原稿には１，５００字以
内の和文抄録をつけたか．

□ 英文抄録および英文原稿について，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けたか．
□ キーワード（和文と英文，それぞれ５つ以内）を添えたか．
□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載

したか．
□ 文献の引用の仕方は正しいか（投稿規定の「原稿の様式」に沿っているか）
□ 本文にはページを入れたか．
□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成したか．
□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定したか．
□ 本文，表および図の枚数を確認したか．

□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）２部があるか．
□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されているか．

□ 表題（和文と英文）
□ 著者名（和文と英文）
□ 所属機関名（和文と英文）
□ 代表者の連絡先（和文と英文）
□ 原稿枚数
□ 表および図の数
□ 希望する原稿の種類
□ 別刷必要部数

□ 副（コピー）原稿２部のそれぞれの表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されているか（そ
の他の項目等は記載しない）．

□ 表題（和文と英文）
□ キーワード（和文と英文）

□ ５，０００円を納入し，郵便局の受領証のコピーを同封したか．
□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封したか．

上記の点につきまして，すべて確認しました．
年 月 日

氏名： 印
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〈参 考〉
日本学校保健学会倫理綱領

制定 平成１５年１１月２日
日本学校保健学会は，日本学校保健学会会則第２条の規定に基づき，本倫理綱領を定める．

前 文
日本学校保健学会会員は，教育，研究及び地域活動によって得られた成果を人々の心身の健康及び社会の健全化の

ために用いるよう努め，社会的責任を自覚し，以下の綱領を遵守する．
（責任）
第１条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に責任を持つ．
（同意）
第２条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に際して，対象者又は関係者の同意を得た上で行う．
（守秘義務）
第３条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動において，知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘

する．
（倫理の遵守）
第４条 会員は，本倫理綱領を遵守する．

２ 会員は，原則としてヒトを対象とする医学研究の倫理的原則（ヘルシンキ宣言）を遵守する．
３ 会員は，原則として疫学研究に関する倫理指針（平成１４年文部科学省・厚生労働省）を遵守する．
４ 会員は，原則として子どもの権利条約を遵守する．
５ 会員は，その他，人権に関わる宣言を尊重する．

（改廃手続）
第５条 本綱領の改廃は，理事会が行う．
附 則 この倫理綱領は，平成１５年１１月２日から施行する．
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地方の活動 第６１回 九州学校保健学会の報告

日時：２０１３年８月２５日（日曜日）
場所：佐賀大学医学部 臨床大講堂
プログラム内容
一般演題：座長：照屋博行（九州看護福祉大学看護福祉学部教授）

１．「トラウマを被った障害児への心理支援」
餅原尚子 久留一郎（鹿児島純心女子大学大学院）

２．「看護師免許を基礎とした養護教諭養成のカリキュラムについて
―２００９年から２０１２年の本科入学生を対象とした既習内容・学習ニーズなどに関する調査より―」

入谷仁士 山梨八重子（熊本大学教育学部）
３．「発達障害児に対する教育機関との連携」

木附京子 漢 由華 栁瀬寛子 前田真紀子 石井清久 田崎 考
（佐賀整肢学園からつ医療福祉センター小児科）

４．「学童を被害者として交通事故と医療過誤が関与した裁判事例」
澤口聡子（学習院大學法学部・帝京平成大学大学院・昭和大学医学部）
澤口彰子（東京福祉大学社会福祉学部）

会長講演：座長 濱崎雄平（佐賀大学医学部小児科教授）
「不登校の相談」 佐賀整肢学園からつ医療福祉センター小児科 藤田一郎

特別講演：座長：馬場常嘉（佐賀県小児科医会会長）
「学校医は学校へ行こう！」 静岡県小山町 南寿院 岩田祥吾

シンポジウム「医療と教育の連携 医師，養護教諭，カウンセラーの立場から」
座長：栗原 淳（佐賀大学文化教育学部教授） シンポジストは以下４名．

・「食物アレルギー児を支えるために，学校医が果たすべきこと」
いなだ小児科・アレルギー科 稲田成安

・「佐賀県で行われている防煙教育・性教育」
佐賀県医師会学校保健対策委員会委員長 徳永 剛

・「児童生徒の健康のために，養護教諭としてできること
―学校医等との連携と，４附属学校・園の交流をとおして―」

佐賀大学文化教育学部附属小学校養護教諭 黒岩聡子
・「子どもたちの健康課題解決に向けて」

佐賀県吉野ヶ里町立脊振中学校校長 手塚秀司
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編 集 後 記

私は１０年ほど前から養護教諭を養成する立場になり，
学校保健活動の現場に接する機会が増え，現場には多く
の優れた実践者がいることを知りました．しかし，正直
に言って科学的な視点（研究的な視点）を持って活動し
ているかについては少し疑問を感じています．経験や教
科書あるいは権威者の意見を頼りにしすぎているのでは
ないでしょうか．もちろん，けっして間違ったことをし
ているわけではありません．養護教諭をはじめとする現
場の方たちが，子どもたちの健康のために本当に一生懸
命活動していることはよく知っています．ただ，この構
図は１９９０年以前の臨床医学の現場に類似しています．

臨 床 医 学 で は１９９０年 頃 か らEBM（evidence-based
medicine）の概念が登場し，現場で発生する情報と臨床
研究によって得られた確かなエビデンスに基づいて意思
決定をすることの重要性が認識されるようになりました．
ただ，それまでの医師が間違った医療行為をしていたわ
けではなく，医師は患者さんのためを思い，当時として

は妥当と考えられていた医療行為を提供していました．
実際にEBM以前の医療とEBM以後の医療がまったく変
わってしまったわけではありません．一番の変化は，臨
床現場では常に科学的であるべきということに，改めて
気が付いた医療従事者が増えたことだと思います．

臨床医学ではEBMの概念が広がるとともに優れた臨
床研究が急増しました．同様に学校保健活動がより科学
的になるためには，優れた実践研究，さらにはそれを発
展させた独創性のある研究を増やす必要があります．優
れた実践者に質の高いエビデンス（研究結果）を届ける
のが，学校保健の研究に携わる者の使命であり，その一
方で，実践者も科学的な視点を常に意識した活動をすべ
きと思います．「学校保健研究」が，本当の意味でのエ
ビデンスに基づいた学校保健活動に，少しでも貢献でき
ればと思っています．

（大沢 功）
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